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説論

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
創
生
の
一
断
面

-
一
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
制
定
史

第
一
節
一
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
と
〈
移
民
〉
労
働
力

一
〈
移
民
〉
労
働
力
統
制
の
試
み
l

一
八
八
0
年
代
前
後
の
雇
用
政
策
と
移
民

二
メ
キ
シ
コ
人
の
到
来
|
一
九
五
0
年
代
前
後
の
雇
用
政
策
と
〈
移
民
〉

第
二
節
行
政
制
裁
制
度
の
誕
生
と
導
入

一
行
政
制
裁
誕
生
の
経
緯

二
行
政
制
裁
の
問
題
点
l
和
解

三
行
政
制
裁
の
意
味
付
け
新
し
い
価
値
規
範
を
巡
っ
て

四
行
政
制
裁
型
企
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
へ
向
け
て

第
三
節
連
邦
移
民
法
と
行
政
制
裁
l
労
働
市
場
と
使
用
者
規
制
の
関
係

一

一

九

七

0
年
代
の
思
想
|
行
政
制
裁
の
威
力

二
各
州
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
1

州
法
と
刑
事
罰
の
余
波

一
一
一
一
九
八

0
年
代
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
法
案
の
完
成

四
行
政
制
裁
制
度
の
成
立
に
至
る
ま
で

第
二
章
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
分
析
を
通
じ
て
見
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
移
民
法
に
お
け
る
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

ー
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
1

第
一
節
移
民
帰
化
局
の
す
る
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

一
移
民
帰
化
局
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
執
行
機
関

二
一
雇
用
主
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

1
2色
。
苫
2
8
2
5ロ
O
ご
河
内
〉

三
捜
査
、
摘
発
、
お
よ
び
立
件

g
P
R
E
M
g
Z己
河
内
〉

第
二
節
裁
決
例
お
よ
び
裁
判
例
か
ら
見
た
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
実
態

一
行
政
制
裁
の
算
定

第

章
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

二
聴
聞
過
程

三
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
行
政
制
裁
の
正
当
性
と
一
雇
用
ル

l
ル

終
章
ア
メ
リ
カ
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
の
特
質
と
日
本
法
へ
の
示
唆

一
行
政
制
裁
を
中
心
に
し
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム

二
日
本
に
お
け
る
労
働
法
シ
ス
テ
ム
と
の
対
比

三
今
後
の
課
題

序
ーム
白岡

労
働
法
に
備
わ
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
役
割

は
じ
め
に

本
稿
は
、

ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
け
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
(
何
B
1♀
2
8
R
gロ
)
を
手
掛
か
り
に
、
労
働
法
が
持
つ
サ
ン
ク
シ
ヨ

(
S
F
5
2
5口
同

)

の
あ
り
方
を
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。

ン
と
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
で
は
一
履
主
が
誰
を
雇
お
う
と
自
由
で
あ
り
、
不
法
移
民
を
雇
用
す
る
こ
と
も
何
ら
違
法
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
八
六

年
の
移
民
法
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
は
一
変
し
て
違
法
に
な
っ
た
。
不
法
移
民
の
違
法
雇
用
に
関
わ
っ
た
雇
用
主
に
は
以
降
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
が

北j去53(5・3)1181 

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
新
た
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
定
め
た
一
九
八
六
年
法
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
ベ

l
ス
は
行
政
制
裁

(
n
E
J
g島
三
と
い
う

ユ
ニ
ー
ク
な
法
制
度
で
あ
る
。
行
政
制
裁
は
〈
悪
い
こ
と
で
は
な
い
〉
行
為
を
規
制
す
る
金
銭
ペ
ナ
ル
テ
ィ
で
あ
る
。
市
場

(
B
R
-
a円
)
に



説

*
 

お
け
る
フ
ェ
ア
な
行
為
を
支
援
す
る
経
済
制
度
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
犯
罪

(
2
5
m
)
を
取
締
ま
る
刑
罰
制
度
と

(
1
)
 

は
違
う
。
ア
メ
リ
カ
社
会
で
不
法
移
民
の
違
法
雇
用
は
犯
罪
と
ま
で
は
一
吉

号合、
ロ岡

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
お
け
る
行
政
制
裁
は
、
わ
が
国
の
労
働
法
に
お
け
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l

ス
メ
ン
ト
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
際
、
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

現
在
わ
が
国
の
労
働
法
と
そ
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
幾
つ
か
の
間
題
に
直
面
し
て
い
る
。

第
一
に
、
労
働
法
の
機
能
的
役
割
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
な
か
で
も
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
の
そ
れ
は
注
目
す
べ
き
発
展
段
階
に
あ

る
。
こ
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
、
社
会
政
策
を
支
援
す
る
法
制
度
の
一
部
分
と
し
て
労
働
法
の
持
つ
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
役
割
を
再
検
討
し
、
そ

の
位
置
付
け
を
再
構
築
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
研
究
内
容
と
な
ろ
う
。

第
二
に
、
従
来
の
労
働
法
体
系
下
に
お
け
る
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
、
そ
の
法
的
構
造
と
同
時
に
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
実
態
研
究
が

尽
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
重
要
な
政
策
実
効
化
手
法
の
一
類
型
で
あ
り
、
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
月
総

体
ま
で
を
視
座
に
入
れ
た
考
察
が
、
第
一
で
述
べ
た
研
究
を
補
強
す
る
基
礎
研
究
と
な
る
。

(2) 

第
三
に
、
わ
が
国
で
は
再
び
〈
外
国
人
労
働
力
〉
の
導
入
お
よ
び
規
制
管
理
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
始
め
た
。
と
な
れ
ば
外
国
人

の
雇
用
規
制
管
理
に
付
随
し
て
、
雇
用
主
に
新
た
に
課
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
労
働
法
に
よ
る
統
制
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
外
国
人
労
働
政
策
を

支
援
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
あ
り
方
も
ま
た
重
要
か
つ
緊
急
の
検
討
課
題
に
な
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
そ
の
行
政
制
裁
は
、
移
民
政
策
上
の
一
制
度
研
究
の
た
め
の
単
な
る
素
材
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

雇
用
政
策
ひ
い
て
は
社
会
政
策
全
般
に
お
け
る
実
効
性
の
確
保
と
法
規
制
の
あ
り
方
に
合
理
的
な
推
論
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、
わ
が
国
の

今
後
の
雇
用
政
策
と
〈
労
働
法
〉
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
関
係
に
有
益
な
示
唆
を
も
た
ら
す
筈
で
あ
る
。

北法53(5・4)1182 



*
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
基
幹
部
分
は
行
政
制
裁
と
い
う
い
わ
ゆ
る
行
政
法
上
の
課
徴
金
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
同
制
度
は
行
政
制
裁

の
他
に
重
大
違
反
者
に
対
す
る
刑
事
罰
(
科
料
お
よ
び
禁
固
刑
)
を
も
規
定
し
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
か
nB-皆
吉
『
窓
口
2
5
F
を
括

弧
入
り
の
「
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
」
と
呼
び
表
す
。
し
か
し
そ
の
〈
懲
罰
〉
の
刑
事
罰
的
意
味
合
い
は
限
り
な
く
低
い
こ
と
が
本
稿

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

本
稿
は
上
記
三
点
の
問
題
関
心
を
出
発
点
に
し
て
考
察
を
進
め
る
が
、
関
心
の
ウ
エ
イ
ト
は
第
二
に
掲
げ
た
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
法
的

構
造
に
あ
る
。

サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
研
究
の
現
代
的
課
題
は
、
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
と
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
役
割
を
相
関

的
に
論
述
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
本
稿
が
そ
れ
を
主
目
的
に
す
る
場
合
、
ま
ず
一
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
に
関
す
る
基
本
的
分
析
か

ら
着
手
し
、
そ
の
現
代
的
進
展
と
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
上
の
問
題
点
を
各
々
綾
緩
論
述
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
作
業
に
堪
え
る
紙
幅
の

余
裕
と
力
量
の
問
題
は
無
視
で
き
な
い
。

そ
こ
で
一
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
と
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
本
格
的
な
相
関
的
考
察
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
、
本
稿
は
金
銭
サ
ン
ク

シ
ヨ
ン
の
法
的
構
造
に
考
察
対
象
を
一
応
限
定
し
て
基
礎
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
語
る
上
で
不
可

欠
な
情
報
と
し
て
、
一
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
の
概
念
お
よ
び
実
体
は
本
稿
で
検
討
さ
れ
る
。
つ
ま
り
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
の
展

開
を
見
据
え
な
が
ら
、
ま
ず
は
総
体
と
し
て
の
労
働
法
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
お
よ
び
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
あ
り
方
を
、
金
銭
サ
ン
ク

北法53(5・5)1183 

シ
ヨ
ン
研
究
を
通
じ
て
考
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

労
働
法
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン



説

と
こ
ろ
で
、
労
働
法
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
考
察
す
る
際
、
雇
一
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
の
展
開
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ

ラiλ
員同

か
。
こ
こ
で
は
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
の
も
つ
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
特
徴
を
予
備
研
究
と
し
て
簡
単
に
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
し
・
な
が
ら
、
そ
の

理
由
を
挙
げ
よ
う
。

こ
れ
ま
で
の
労
働
法
は
労
働
者
|
市
場
取
引
に
お
け
る
弱
者
と
失
敗
l
に
対
し
て
社
会
法
的
保
護
を
加
え
、
社
会
的
正
義
を
実
現
し
て
き

た
。
他
方
で
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
は
、
労
働
市
場
の
管
理
・
監
督
を
行
い
、
公
権
力
が
行
う
奨
励
・
援
助
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与

に
反
す
る
取
引
行
為
に
、
新
た
な
統
制
手
法
を
用
い
て
政
策
実
現
を
試
み
る
。
こ
こ
に
最
大
の
機
能
的
相
違
点
が
存
在
す
る
。
雇
用
政
策
法

/
労
働
市
場
法
の
基
本
的
役
割
が
公
権
力
の
行
う
経
済
政
策
の
支
援
に
あ
る
以
上
、
い
わ
ゆ
る
社
会
法
的
機
能
は
必
然
的
に
後
退
し
、
労
働

法
の
本
来
的
な
存
在
理
由
で
あ
る
労
働
者
保
護
原
理
と
背
反
し
て
し
ま
う
と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
し
て
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
の
エ

ン
フ
ォ

1
ス
メ
ン
ト
手
法
は
、
刑
罰
規
定
や
行
政
法
学
上
の
取
締
規
定
に
よ
る
社
会
法
的
強
制
に
か
わ
っ
て
、
努
力
義
務
規
定
や
公
法
上
の

(3) 

義
務
規
定
を
根
拠
に
し
た
行
政
庁
の
指
導
お
よ
び
助
成
金
に
よ
る
誘
導
が
重
ん
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
指
導
お
よ
び
誘
導
に
反
す
る
行
為
に
対

し
て
は
、
行
政
庁
が
与
え
る
非
刑
罰
的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
通
じ
て
、
指
導
お
よ
び
誘
導
へ
の
恭
順
が
図
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
労
働
法
政
策
の
支
援
法
制
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
な
る
と
労
働
法
の
も
つ
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
考
察
す
る
際
、
行
政
庁
が
与
え
る
非
刑
罰
的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン

ト
を
重
視
す
べ
き
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

で
は
、
労
働
法
の
非
刑
罰
的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
は
何
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
が
用
い
る
で
あ
ろ
う
私
法
的

(
4
)
 

統
制
手
法
、
な
か
で
も
金
銭
を
媒
介
に
し
た
統
制
手
法
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

金
銭
に
よ
る
統
制
シ
ス
テ
ム
は
、
労
働
者
保
護
法
規
が
定
め
る
雇
用
犯
と
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
刑
事
科
料
と
は
当
然
性
格
を
異
に
す
る
も

北法53(5・6)1184 



の
で
あ
る
。
基
本
的
に
行
政
強
制
の
一
類
型
と
し
て
の
金
銭
罰
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
的
な
労
働

法
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
市
場
ル

l
ル
あ
る
い
は
労
働
市
場
に
お
け
る
雇
用
ル

i
ル
に
違
反
し
た
当
事
者
に
対
し
て

与
え
ら
れ
る
私
法
的
ペ
ナ
ル
テ
ィ
/
反
則
金
と
い
っ
た
意
義
付
け
が
な
さ
れ
よ
う
。

、
金
銭
を
用
い
た
私
法
的
統
制
手
法
は
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
法
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
手
法
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の

け
，
よ
う
な
観
点
か
ら
も
有
効
性
を
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

制
第
一
に
、
例
え
ば
労
働
法
が
努
力
義
務
規
定
や
公
法
上
の
義
務
規
定
を
置
く
場
合
、
そ
の
義
務
内
容
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で

時
あ
る
。
そ
の
種
の
規
定
は
事
実
上
行
政
庁
の
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
の
根
拠
規
定
で
し
か
な
く
、
義
務
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
作
為
を
強
制
す
る

し

(5)

そ
民
事
上
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
法
の
実
現
の
為
に
は
、
法
の
規
定
の
履
行
を
直
接
強
制
す
る
よ
り
も
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に

↓
よ
る
行
政
庁
の
政
策
意
図
へ
の
随
行
を
求
め
た
ほ
う
が
都
合
が
よ
い
。

'ν
 用雇人国外た見てドレ通bι ンヨ、ン均ノンサ

(

6

)

 

第
二
に
、
雇
用
に
関
す
る
〈
違
法
行
為
〉
の
概
念
は
深
化
し
つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
労
働
者
及
、
び
雇
用
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
に
対
応
し
て
、

雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
に
限
ら
ず
労
働
法
は
〈
違
法
行
為
〉
を
捉
え
る
脇
組
み
を
変
え
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
自
由
・
公
平
・
平
等
と
い

う
普
遍
的
一
般
価
値
は
、
市
場
ル

l
ル
/
一
雇
用
ル

l
ル
を
通
じ
て
男
女
差
別
の
禁
止
と
か
不
正
競
争
の
禁
止
と
い
っ
た
〈
現
代
的
価
値
〉
へ

と
変
貌
を
遂
げ
た
。
特
に
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
は
こ
の
〈
現
代
的
価
値
〉
を
支
援
し
、
新
た
な
価
値
規
範
と
し
て
保
護
す
る
政
策
推

進
立
法
で
あ
る
。
今
後
い
っ
そ
う
〈
現
代
的
価
値
〉
は
深
化
が
進
む
。
同
時
に
法
は
旧
来
の
社
会
道
徳
的
な
善
し
悪
し
の
枠
組
み
で
は
掬
い

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
新
し
い
価
値
規
範
を
扱
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
〈
現
代
的
価
値
〉
は
刑
事
的
制
裁
の
処
罰
対
象
の
射
程
外
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
刑
事
的
制
裁
の
基
本
ス
タ
ン
ス
は
道
徳
違
反
の
行

為
を
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
点
に
あ
る
。
社
会
道
徳
的
な
善
し
悪
し
の
枠
組
み
が
掬
え
な
い
行
為
を
刑
事
罰
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。
事
実
上
法
人
た
る
企
業
/
雇
用
主
に
対
し
て
古
典
的
自
由
刑
を
中
心
と
し
た
刑
事
罰
が
な
じ
ま
な
い
と
い
う
事
情
も
加
わ
る
。
刑

北法53(5・7)1185 



説

事
制
裁
を
運
用
す
る
行
政
機
関
の
対
応
力
l
捜
査
・
摘
発
・
立
件
に
関
す
る
能
力
ー
も
ま
た
問
題
と
な
る
。

刑
事
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
用
い
る
場
合
に
発
生
す
る
問
題
群
に
比
べ
、
私
法
的
制
裁
シ
ス
テ
ム
は
は
る
か
に
柔
軟
か
つ
迅
速
容
易
な
対
応
力

を
発
揮
す
る
だ
ろ
う
。
特
に
私
法
的
制
裁
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
、
当
事
者
間
へ
行
政
庁
が
直
接
介
入
し
て
形
成
や
作

為
を
命
じ
な
い
と
い
う
点
で
、
先
に
述
べ
た
社
会
法
的
労
働
法
ス
タ
イ
ル
か
ら
の
脱
却
に
整
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
〈
現
代
的
価
値
〉

違
反
に
対
す
る
追
従
す
な
わ
ち
金
銭
換
算
に
よ
る
脱
-
道
徳
的
評
価
お
よ
び
制
裁
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
金
銭
制
裁
シ
ス
テ
ム
へ
に
期
待
さ
れ
る
機
能
的
役
割
に
比
べ
て
、
そ
の
理
論
構
造
お
よ
び
私
法
的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
総
体
に
関
す
る

(
7
)
 

理
論
状
況
に
対
す
る
分
析
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
依
然
乏
し
い
。
同
時
に
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
実
態
的
分
析
を
可
能
に

す
る
状
況
が
整
っ
て
い
な
い
。
労
働
法
の
二
極
化
す
な
わ
ち
政
策
支
援
的
な
労
働
法
制
の
展
開
を
研
究
視
角
に
入
れ
た
労
働
法
サ
ン
ク
シ
ヨ

ン
理
論
の
再
構
築
と
、
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
上
の
問
題
に
対
す
る
検
証
の
た
め
に
、
比
較
法
的
考
察
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
選
択
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

論

本
稿
の
構
成

付
視
点
お
よ
び
対
象

こ
れ
ま
で
わ
が
国
の
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
は
も
っ
ぱ
ら
努
力
義
務
規
定
に
よ
る
行
政
庁
の
公
共
政
策
的
な
誘
導
を
反
映
し
た
エ
ン

フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
|
端
的
に
言
え
ば
行
政
指
導
と
助
成
金
に
よ
る
政
策
実
現
ー
が
行
わ
れ
、
そ
の
手
法
は
今
な
お
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
伝
統
的
労
働
法
学
に
お
け
る
紛
争
処
理
研
究
お
よ
び
法
解
釈
研
究
が
、
必
然
的
に
両
法
を
研
究
対
象
の
射
程
外
に
置
い
て
き
た
こ

と
は
充
分
に
納
得
の
ゆ
く
話
で
あ
る
。

北法53(5・8)1186 



し
か
し
統
制
シ
ス
テ
ム
の
今
後
の
進
展
を
念
頭
に
し
た
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
、
ひ
い
て
は
労
働
法
領
域
に
お
け
る
政
策
支
援
型
法

制
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
な
ら
び
に
エ
ン
フ
ォ

i
ス
方
法
全
般
に
関
す
る
基
本
的
考
察
が
、
労
働
法
学
上
の
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
は
先
述
の
通

り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
管
理
は
公
権
力
の
高
い
関
心
事
の
一
つ
で
あ
り
、
ど
こ
の
国
に
も
共
通
す
る
政
策
課
題
で
あ
る
。
そ
の

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

政
策
遂
行
の
た
め
の
エ
ン
フ
オ
|
ス
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
も
各
国
毎
に
多
様
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

し
か
し
統
制
手
法
の
進
展
、
あ
る
い
は
労
働
に
関
す
る
政
策
支
援
法
シ
ス
テ
ム
の
考
察
と
い
う
観
点
か
ら
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
お
よ
び
エ

ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
実
体
を
研
究
し
、
有
益
な
示
唆
を
獲
得
す
べ
く
比
較
対
象
国
と
比
較
対
照
制
度
を
選
定
す
る
な
ら
、
そ
の
対
象
国
は

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
と
な
り
、
対
照
制
度
は
一
九
八
六
年
連
邦
移
民
法
が
規
定
し
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
(
冊
目
立
♀

2
5
5
5ロ
)
が

好
都
合
で
あ
る
。

冒
頭
紹
介
し
た
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
け
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
合
衆
国
連
邦
が
定
め
る
移
民
管
理
(
百
臣
賞
邑

B
B
E
g
-
)

の
た
め
の
一
法
制
度
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
と
い
う
労
働
市
場
に
参
入
す
る
〈
移
民
〉

/
〈
外
国
人
労
働
者
〉
の
統
制

(
n
g
g】
)
を
目
的
に
し
た
労
働
市
場
法
制
(
-
与
2
S
R
r
nニ
担
当
国
百
円
。
B
)
の
一
部
分
と
し
て
捉
え
直
す
。

つ
ま
り
本
稿
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
、
移
民
政
策
お
よ
び
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
を
支
援
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
と
し
て
再
構

築
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
分
析
結
果
を
通
じ
て
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
の
実
体
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

北法53(5・9)1187 

こ
の
再
構
築
の
概
略
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
成
立
以
前
の
合
衆
国
で
は
、
〈
移
民
〉
/
〈
外
国
人
労
働
者
〉
の
属
性
を
問
わ
ず
に
そ
の
労
働
力
の
自
由
取
引
が

可
能
だ
っ
た
。
不
法
就
労
/
資
格
外
雇
用

(ZE。
2
5
2
8
m
H
四
回
目
立
♀

B
S円
)
が
仮
に
露
見
し
た
場
合
、
違
法
に
入
国
し
就
労
し
た
外
国
人



説

だ
け
が
移
民
法
に
基
づ
い
て
摘
発
を
受
け
る
。
だ
が
雇
用
主
は
移
民
法
の
取
締
り
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
雇
用
主
が
下
手
に
外
国
人
の
雇
用

(8) 

差
別
に
関
与
す
れ
ば
却
っ
て
高
い
リ
ス
ク
が
待
ち
受
け
る
。
結
局
雇
用
主
に
と
っ
て
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の
雇
用
は
違
法
行
為
で
は
な

か
っ
た
し
、
〈
移
民
〉
/
〈
外
国
人
労
働
者
〉
の
移
民
法
上
の
違
法
性
は
労
働
市
場
へ
の
参
入
障
壁
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

だ
が
一
九
七
O
年
以
降
、
言
語
、
民
族
、
失
業
、
麻
薬
、
社
会
不
安
等
の
問
題
が
深
刻
に
な
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
問
題
に
根
底
で
繋

が
っ
て
い
た
〈
移
民
〉
/
〈
外
国
人
労
働
者
〉
は
放
置
で
き
な
い
政
治
的
問
題
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
激
増
す
る
〈
移
民
〉
/
〈
外
国
人

労
働
者
〉
、
正
し
く
は
資
格
外
労
働
者

(Em--。
2
5
2
8門
戸
何
回
色
。
吋

g
¥
E
E
g
g
sお
与
さ

2
宮門
)

l
以
降
は
「
不
法
移
民
」
と
便
宜
上
呼
ぼ

う
ー
の
流
入
対
策
を
真
剣
に
取
組
む
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

不
法
移
民
を
国
境
で
統
制

(ngg-)
す
る
こ
と
は
様
々
な
政
策
的
一
貫
性
の
な
さ
に
よ
っ
て
不
首
尾
に
終
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
不
法
移

民
の
最
大
の
目
的
は
合
衆
国
で
の
就
労
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
は
主
に
不
法
移
民
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
場
を
、
国
境
か
ら
雇
用
の
現

弓ム
ロ岡

場
と
な
る
労
働
市
場
へ
シ
フ
ト
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
連
邦
議
会
は
長
い
議
論
と
混
乱
を
経
て
一
九
八
六
年
に
修
正
移
民
管
理
法
(
同
B-

(9) 

邑加
S
E
S
F
e
s
g門戸
G
E
E
-
〉
己
)
を
成
立
さ
せ
た
。
同
法
が
定
め
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
不
法
移
民
を
雇
用
す
る
一
用
主
に
行
政

制
裁

(
n
E
J
S岳
山
『
)
を
、
極
端
に
悪
質
な
違
反
雇
用
主
に
は
刑
事
罰
を
与
え
る
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に
よ
っ
て
移
民

政
策
を
エ
ン
フ
ォ

l
ス
す
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
雇
用
社
会
の
労
働
力
需
給
構
造
を
転
換
し
、
労
働
市
場
の
適
正
化
を
図
ろ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

新
し
い
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
対
象
は
、
こ
れ
ま
で
非
難
さ
れ
る
べ
き
理
由
が
全
く
な
い
不
法
移
民
の
雇
用
だ
っ
た
。
そ
こ
で
雇
用
主
〈
懲
罰
〉

制
度
は
刑
事
罰
に
よ
る
厳
罰
主
義
を
採
ら
ず
に
、
行
政
制
裁
を
慎
重
に
運
用
す
る
制
度
と
し
て
設
計
さ
れ
た
。
こ
の
行
政
制
裁
は
典
型
的
な

道
徳
律
違
反
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
懲
罰
で
は
な
く
、
雇
用
社
会
に
お
け
る
新
た
な
価
値
規
範
も
し
く
は
雇
用
ル

l
ル
に
背
く
行
為
に
与
え

ら
れ
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
執
行
過
程
に
も
刑
事
手
続
過
程
と
は
異
な
る
ユ
ニ
ー
ク
な
特
慨
が
備
わ
っ
て
い
る
。

北法53(5・10)1188 



(
凶
)

一
九
八
六
年
修
正
移
民
管
理
法
を
総
合
的
な
不
法
移
民
対
策
法
案
と
し
て
紹
介
ま
た
は
分
析
し
た
先
行
研
究
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
同
法

の
成
立
に
前
後
し
て
、
わ
が
国
で
も
い
わ
ゆ
る
外
国
人
労
働
者
問
題
が
顕
在
化
し
、
不
法
入
国
お
よ
び
不
法
就
労
の
問
題
処
理
に
関
連
し
て

ア
メ
リ
カ
の
対
応
に
は
注
目
が
集
ま
っ
た
。
ま
た
同
法
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
外
国
人
差
別
の
温
床
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
本
国
ア

(
日
)

メ
リ
カ
で
は
今
な
お
差
別
研
究
の
対
象
と
し
て
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

だ
が
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
一
九
八
六
年
連
邦
移
民
法
お
よ
び
そ
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
、
労
働
法
に
お
け
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
、

(ロ)

も
し
く
は
〈
政
策
支
援
法
シ
ス
テ
ム
〉
の
先
行
事
例
と
し
て
捉
え
る
点
で
一
連
の
先
行
研
究
と
は
異
な
る
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
雇
用
主

〈
懲
罰
〉
制
度
の
基
幹
部
分
で
あ
る
行
政
制
裁
の
制
度
設
計
お
よ
び
運
用
実
態
を
通
じ
て
、
ま
ず
行
政
制
裁
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
の

様
相
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
主
目
的
と
な
る
。

不
法
移
民
と
労
働
つ
ま
り
就
労
/
雇
一
用
の
関
係
は
密
接
不
可
分
で
あ
り
、
最
大
の
接
点
が
労
働
市
場
で
あ
る
。
労
働
市
場
に
影
響
を
及
ぼ

す
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
を
手
掛
か
り
と
し
た
〈
移
民
問
題
〉
へ
の
か
つ
て
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
本
稿
の
さ
さ
や
か
な
副
次
的
試
み
に
な

る
。
同
時
に
本
稿
は
〈
移
民
〉
/
〈
外
国
人
労
働
者
〉
を
国
際
的
労
働
移
動
現
象
H

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
し
て
で
は
な
く
、
流
動
・
多
様
化
す

る
わ
が
国
の
雇
用
ス
タ
イ
ル
の
一
類
型
と
し
て
捉
え
る
副
次
的
試
み
を
備
え
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
〈
外
国
人
労
働
者
〉
は
依
然
移
民

法
の
統
制
対
象
で
あ
る
が
、
近
い
将
来
〈
外
国
人
労
働
者
〉
の
一
雇
用
が
一
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
に
よ
る
統
制
対
象
に
な
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
予
想
で
き
る
。
そ
の
際
〈
外
国
人
労
働
者
〉
の
雇
用
問
題
は
、
旧
来
の
社
会
法
的
価
値
規
範
を
脱
却
し
た
新
し
い
労
働
法
サ
ン
ク
シ
ヨ

ン
お
よ
び
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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。
構
成
お
よ
び
手
法

本
稿
は
、
そ
の
主
目
的
お
よ
び
副
次
的
試
み
に
照
ら
し
て
、

ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
け
る
雇
用
主
へ
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
総
体
を
詳
述
す



説

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
本
稿
で
は
行
政
制
裁
の
成
立
史
を
包
含
す
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
法
史
的
記
述
と
、
行
政
制
裁
を
運
用

す
る
合
衆
国
連
邦
移
民
帰
化
局

(C-
∞
-
E
E唱
邑

g
h
w
Z
S肖
巳
同
邑

S
P
2
5一
塁
∞
)
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
の
実
態
お
よ
び
そ
こ
か

ら
抽
出
さ
れ
た
法
理
の
考
察
と
が
各
々
独
立
し
た
章
を
構
成
す
る
。

論

ア
メ
リ
カ
は
な
ぜ
移
民
政
策
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
、
そ
し
て
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
の
適
正
化
に
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度

お
よ
び
行
政
制
裁
を
必
要
と
し
た
の
か
。
こ
の
論
述
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
雇
用
社
会
と
外
国
人
労
働
力
と
の
関
係
史
、
行
政
制

裁
の
起
源
、
そ
し
て
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
設
け
ら
れ
た
一
九
八
六
年
法
の
制
定
史
と
い
う
三
点
の
検
証
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
本

稿
第
一
章
は
、
こ
れ
ら
三
点
を
中
心
に
し
た
史
的
考
察
を
試
み
た
。

ま
ず
本
稿
第
一
章
第
一
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
移
民
史
の
先
行
研
究
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
一
八
八
0
年
代
以
降
に
策
定
さ
れ
た
合
衆
国
連

邦
法
の
中
で
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
と
呼
ぶ
べ
き
連
邦
法
の
幾
っ
か
を
挙
げ
〈
移
民
〉
/
〈
外
国
人
労
働
者
〉
と
の
関
係
を
再
構
築
す

る
。
お
お
よ
そ
一

O
O
年
以
上
も
前
に
不
法
移
民
問
題
は
既
に
存
在
し
、
合
衆
国
連
邦
政
府
は
移
民
政
策
/
労
働
市
場
政
策
を
そ
の
都
度
微

妙
に
修
正
し
て
対
応
し
て
き
た
。
特
に
一
九
世
紀
終
盤
の
外
国
人
契
約
労
働
者
法
の
成
立
と
二

O
世
紀
中
盤
の
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
実
施
は
、

と
も
に
非
常
に
重
要
な
外
国
人
雇
用
政
策
支
援
法
で
あ
る
。
同
節
は
こ
れ
ら
外
国
人
契
約
労
働
者
法
と
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
二
点
を
中
心
に
し

た
一
八
八
O
年
か
ら
一
九
七
O
年
ま
で
の
い
わ
ば
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
法
制
前
史
を
構
成
す
る
。

次
に
本
稿
第
一
章
第
二
節
で
は
行
政
制
裁
の
起
源
に
焦
点
を
当
て
る
。
行
政
制
裁
が
政
策
支
援
法
制
度
と
し
て
脚
光
を
浴
び
始
め
た
の
は

一
九
七
0
年
代
初
頭
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
突
如
考
え
出
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
で
は
な
い
。
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
行
政
制
裁
は
遡
る
こ
と

二
O
世
紀
初
頭
、
一
九
0
0
年
代
の
誕
生
時
点
か
ら
〈
移
民
〉
/
〈
外
国
人
労
働
者
〉
規
制
と
密
接
な
関
連
性
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
誕

生
時
点
で
は
さ
ほ
ど
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
有
効
性
が
行
政
制
裁
に
は
備
わ
っ
て
い
る
。
同
節
で
は
行
政
制
裁
に
纏
わ
る
一
九
七
0
年
代
以
降

の
動
向
、
特
に
行
政
制
裁
の
機
能
性
な
ら
び
に
有
効
性
の
発
見
過
程
、
お
よ
び
行
政
制
裁
を
受
容
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
の
背
景
に
つ
い
て
の
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考
察
が
加
え
ら
れ
る
。

こ
の
行
政
制
裁
が
連
邦
移
民
法
に
導
入
さ
れ
る
経
過
を
立
法
過
程
論
に
し
た
の
が
第
二
章
第
三
節
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
移
民
法
を
エ
ン

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

フ
ォ

l
ス
す
る
た
め
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
行
政
制
裁
を
用
い
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
疑
義
を
差
し
挟
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
雇
用
主
〈
懲

罰
〉
制
度
の
立
法
化
に
は
議
会
内
外
で
執
劫
な
反
対
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
。
簡
単
に
言
、
っ
と
誰
も
が
行
政
制
裁
が
何
た
る
か
を
よ
く
知
ら
な

い
ま
ま
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
議
論
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
労
働
市
場
の
特
殊
性
と
連
邦
移
民
政
策
の
複
雑
性
が
絡

み
合
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
一
五
年
に
わ
た
る
連
邦
議
会
の
立
法
過
程
を
、
移
民
政
策
に
関
す
る
議
会
両
院
の
小
委
員
会
(
∞
与

8
5
E
5
m
)

の
審
議
経
過
を
手
掛
か
り
に
し
て
論
述
す
る
。
こ
の
作
業
に
は
者
2
5
5
ω
・
因
。
百
社
の

E
E
E
O
F
4
5
Z
〉
Z
U
Z〉
d
o
z〉
巳
叶
〈
〉
向
、
『
回
一

(
日
)

E-oaEF一
回
〈
開
百
回
司
。
周
回
目
〉
Z
U
M
N戸
〉
目
。
。
。
門
戸
量

E
叶
印
苔
ゴ
ム
遣
。
3

全
シ
リ
ー
ズ
が
有
益
な
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
こ
の
シ
リ
ー

ズ
に
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
各
法
案
の
具
体
的
な
変
選
お
よ
び
議
論
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
次
資
料
す
な
わ
ち
両
院
各
小
委
員
会

の
移
民
法
に
関
す
る
公
聴
会
審
議
録
お
よ
び
公
聴
会
報
告
書
を
通
じ
て
行
政
制
裁
の
成
立
史
を
記
述
す
る
。

次
に
本
稿
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、

一
九
八
六
年
法
に
規
定
さ
れ
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
が
い
か
に
雇
用
政
策
/
労
働

市
場
政
策
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
ど
の
よ
う
な
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
上
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
か
を
論
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
第
二

章
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
、
と
り
わ
け
そ
の
行
政
制
裁
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
実
態
面
を
探
る
べ
く
、
連
邦
移
民
帰
化
局
室
∞

の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
活
動
と
行
政
制
裁
が
関
連
す
る
裁
決
・
裁
判
例
|
こ
こ
に
は
連
邦
司
法
省
に
属
す
る
行
政
聴
聞
審
判
官
長
室

(。

B
g
え
の
Z
広
〉
門
吉

5
5
S話
回

E
E開
。

B
g
n
o
n〉
出
。
)
の
意
向
が
強
く
作
用
し
て
い
る
と
に
そ
れ
ぞ
れ
節
を
分
け
て
ア
プ
ロ

l

北法53(5・13)1191 

チ
を
試
み
た
。

行
政
制
裁
が
ど
の
よ
う
に
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
を
支
援
し
、
ど
の
よ
う
に
〈
外
国
人
労
働
者
〉
の
就
労
/
雇
一
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
た
の
か
と
い
う
命
題
は
、
移
民
帰
化
局
が
ど
の
よ
う
に
行
政
制
裁
制
度
を
用
い
た
か
と
い
う
問
題
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
第
二
章



説

第
一
節
は
、
移
民
帰
化
局
盟
∞
が
行
政
制
裁
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
直
面
し
た
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
九
八
六
年
法
に
よ
っ
て
成
立
し
た
行
政
制
裁
を
執
行
・
運
用
す
る
移
民
帰
化
局
は
、
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
た
。
な
ぜ
・
な
ら
移
民

帰
化
局
は
そ
れ
ま
で
主
に
不
法
労
働
者
を
摘
発
す
る
警
察
的
存
在
で
あ
り
、
雇
用
主
に
新
し
い
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
、
そ
れ
も
い
わ
ば

労
働
法
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
適
用
す
る
経
験
も
能
力
も
乏
し
か
っ
た
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
移
民
帰
化
局
の
評
価
は
必
ず
し
も

褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
移
民
帰
化
局
は
執
行
機
関
と
し
て
の
相
対
的
な
位
置
を
自
覚
し
、
何
よ
り
も
公
平
で
慎
重
な
エ
ン
フ
ォ

l

ス
メ
ン
ト
姿
勢
を
通
じ
て
行
政
制
裁
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
、
行
政
制
裁
の
み
な
ら
ず
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
全
体
の
運
営
が
頓
挫
し
て

し
ま
う
こ
と
を
理
解
し
た
。
同
節
で
は
ま
ず
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
執
行
機
関
と
し
て
の
問
題
を
抽
出
す
べ
く
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
成
立
前
後

の
移
民
帰
化
局
の
様
子
を
記
述
す
る
。
続
け
て
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
条
文
規
定
解
釈
、
移
民
帰
化
局
が
計
画
し
た
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン

(M) 

ト
プ
ラ
ン
、
そ
し
て
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
を
、
当
局
監
修
発
行
の
『
現
場
手
引
書
(
虫
色
色
冨
自

E
】
)
』
を
手
掛
か
り
に

論

し
て
検
証
す
る
。

行
政
制
裁
は
一
九
八
八
年
五
月
末
以
降
、
ア
メ
リ
カ
雇
用
社
会
で
本
格
的
運
用
が
開
始
さ
れ
た
。
移
民
帰
化
局
は
立
法
過
程
で
反
対
の
多

か
っ
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
運
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
の
慎
重
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
制
裁
金
を
課
す
段
階
1

立
件
ー

に
至
る
前
に
、
査
察
お
よ
び
教
育
・
指
導
を
通
じ
て
雇
用
主
の
違
反
行
為
を
修
正
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ひ
と
た
び
立
件
に
至
れ
ば
、
そ
れ
は
雇
用
主
に
と
っ
て
厳
し
い
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
。
立
件
さ
れ
た
違
反
雇
用
主
に

は
、
そ
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
適
否
に
つ
い
て
聴
聞
(
宮
包
括
)
と
い
う
行
政
法
上
の
聴
取
お
よ
び
審
査
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聴

聞
を
通
じ
て
行
政
官
で
あ
り
な
が
ら
法
律
解
釈
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
行
政
法
審
判
官
玉
音

5
2
5
C話
門
担
当
古
企
只
〉
巴
)
が
サ
ン
ク

シ
ヨ
ン
の
適
法
性
に
つ
い
て
裁
決
を
下
す
。
裁
決
例
の
集
積
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
法
理
は
、
立
件
前
の
移
民
帰
化
局
の
慎
重
姿
勢
と
対
照
的

に
、
雇
用
主
に
厳
し
い
結
果
を
も
た
ら
す
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
内
容
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
第
二
章
第
二
節
で
は
立
件
以
降
の
聴
聞
過

北j去53(5・14)1192 



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

程
と
裁
決
例
、
そ
れ
に
裁
判
例
を
加
え
て
、
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
か
ら
抽
出
さ
れ
た
行
政
制
裁
の
法
理
を
論
じ
る
。

行
政
制
裁
は
実
際
の
エ
ン
フ
ォ

1
ス
メ
ン
ト
過
程
を
通
じ
て
正
統
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。
な
に
ぶ
ん
行
政
制
裁
は
〈
資
格

外
外
国
人
労
働
者
〉
の
雇
用
を
違
法
と
し
て
制
裁
金
を
課
す
初
め
て
の
制
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
移
民
帰
化
局
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

は
雇
用
社
会
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
だ
ろ
う
か
か
。
そ
し
て
行
政
制
裁
あ
る
い
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
正
統
性
は
ど
の
よ
う
な
展

開
を
見
せ
た
の
か
。
同
節
で
は
こ
れ
ら
の
諸
点
も
立
件
以
降
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

終
章
で
は
、

ア
メ
リ
カ
制
度
の
独
自
性
と
一
般
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
後
、
わ
が
国
の
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
と
サ
ン
ク
シ
ヨ

ン
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
は
最
後
に
、
多
角
的
分
析
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
実
相
か

ら
み
た
政
策
支
援
法
シ
ス
テ
ム
、
そ
し
て
そ
れ
を
包
含
す
る
新
時
代
の
労
働
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
法
理
を
導
こ
う
と
思
う
。

(
1
)
対
照
的
に
日
本
で
は
一
九
九
O
年
(
平
成
二
年
)
六
月
一
目
、
改
正
入
管
法
(
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
三
条
の
二
)
の
施
行
に

よ
り
、
日
本
国
内
で
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
を
雇
用
す
る
使
用
者
に
不
法
就
労
助
長
罪
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
2
)
二
0
0
0
年
一
月
上
旬
、
法
務
省
は
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
政
策
の
指
針
と
な
る
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
案
を
八
年
振
り
に
見
直
す
意

向
を
明
ら
か
に
し
た
。
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
職
種
の
大
幅
増
と
就
労
期
間
の
延
長
を
中
心
と
す
る
新
計
画
案
を
作
成
中
で
、
新
計
画
制
定
後

は
介
護
労
働
や
情
報
通
信
産
業
で
の
技
能
労
働
、
農
業
労
働
と
い
っ
た
分
野
に
外
国
人
労
働
力
の
導
入
が
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

朝
日
新
聞
二
0
0
0
年
(
平
成
一
一
一
年
)
一
月
一
四
日
朝
刊
第
一
面
。

そ
の
後
、
同
年
三
月
に
は
早
く
も
第
二
次
出
入
国
管
理
基
本
計
画
(
第
二
次
)
が
完
成
し
、
こ
れ
は
君
。
σ
に
て
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で
あ
る
。
「
出

入
国
管
理
基
本
計
画
(
第
二
次
)
」
(
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
法
務
省
告
示
第
一
一
九
号
)
(
岳
町
包
〉
高
当
岨

N
C
C
M
)

八
冨
マ
ミ
君
主
宅
・
5
0」・

明。・』司、司閉山開∞∞
3
0
0
u
c
o
心、。。。凶。。，
M
・M
-
Z
B案。一
w

ム
〉
・
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説

(
3
)
一
雇
用
関
係
法
制
の
履
行
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に
注
目
す
る
研
究
と
し
て
、
次
の
資
料
を
参
照
の
こ
と
。
和
田
肇
「
雇
用
関

係
法
制
の
回
顧
と
展
望
」
「
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
四
六
三
号
(
日
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
九
年
)
一
二
六
l
三
七
頁
。

(
4
)
日
本
労
働
研
究
機
構
編
『
労
働
市
場
・
一
雇
用
関
係
の
変
化
と
法
(
調
査
研
究
報
告
書

zo--O凶
)
』
(
日
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
七
年
)
八

頁
。
同
書
は
労
働
市
場
の
基
本
統
制
ス
タ
ン
ス
は
「
民
事
法
の
規
定
に
も
と
づ
く
私
法
的
規
制
」
が
主
要
な
手
法
に
な
る
と
述
べ
る
。

(
5
)
安
枝
英
一
部
『
労
働
の
法
と
政
策
[
第
二
版
]
』
(
有
斐
閣
、
(
一
九
九
八
年
)
)
二
五
l
二
八
頁
。

(
6
)
そ
の
背
景
に
は
も
ち
ろ
ん
「
日
本
型
一
雇
用
シ
ス
テ
ム
」
の
退
潮
と
で
も
い
う
べ
き
状
況
の
作
用
が
あ
る
。
労
働
法
学
者
ら
は
「
日
本
型
雇
用

シ
ス
テ
ム
」
を
、
終
身
雇
用
、
年
功
的
処
遇
、
企
業
内
労
働
組
合
か
ら
な
る
企
業
制
度
l
い
わ
ゆ
る
日
本
型
一
雇
用
慣
行
l
と
、
そ
れ
を
支
援
す

る
社
会
の
諸
制
度
、
諸
慣
行
特
に
労
働
法
シ
ス
テ
ム
ー
と
の
結
合
制
度
と
定
義
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
定
義
お
よ
び
日
本
型
雇
用
シ

ス
テ
ム
と
労
働
法
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
資
料
を
参
考
に
し
た
。
稲
上
毅
H

菅
野
和
夫
H

諏
訪
康
雄
H

清
家
篤
「
日

本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
変
化
と
労
働
法
の
課
題
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
O
六
六
号
(
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
)
一
二
四
O
頁
、
菅
野
和
夫
「
新

雇
用
社
会
の
法
』
(
有
斐
閣
、
二
O
O
二
年
)
二
l
二
六
頁
、
菅
野
和
夫
日
諏
訪
康
雄
「
労
働
市
場
の
変
化
と
労
働
法
の
課
題
l
新
た
な
サ
ポ
ー

ト
・
シ
ス
テ
ム
を
求
め
て
」
『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
四
一
八
号
(
日
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
四
年
)
二
1

一
五
頁
、
島
田
陽
一
「
日
本

型
一
雇
用
慣
行
と
法
政
策
l
労
働
基
準
関
係
を
中
心
に
」
「
日
本
労
働
研
究
雑
誌
」
第
四
二
三
号
(
日
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
五
年
)
一
六
1

二
七
頁
、
土
田
道
夫
「
変
容
す
る
労
働
市
場
と
法
」
『
岩
波
講
座
現
代
の
法
三
一
|
職
業
生
活
と
法
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
九
八
年
)
四
一
一
一
ー
一

O
一
頁
、
日
本
労
働
研
究
機
構
編
『
労
働
市
場
の
変
化
と
労
働
法
の
課
題
(
資
料
シ
リ
ー
ズ
Z
0
・
ヨ
)
』
(
日
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
六
年
)

三
二
四
頁
、
前
掲
(
注
4
)
日
本
労
働
研
究
機
構
編
『
労
働
市
場
・
雇
一
用
関
係
の
変
化
と
法
(
調
査
研
究
報
告
書
Z
。・

5
3
』一

l

一
O
頁
。

(
7
)
労
働
市
場
法
の
各
国
法
制
と
リ
I
ガ
ル
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
概
略
に
関
し
て
は
次
の
資
料
を
参
照
の
こ
と
。
前
掲
(
注
4
)
日
本
労
働
研
究
機

構
編
『
労
働
市
場
・
一
雇
用
関
係
の
変
化
と
法
(
調
査
研
究
報
告
書

zo--。凶)』)四一一一
l
四
人
頁
。

労
働
法
領
域
と
多
少
距
離
を
お
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
規
制
緩
和
社
会
に
お
け
る
ル

1
ル
維
持
と
責
任
追
及
の
観
点
か
ら
制
裁
を
再
考
し
よ
う

と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
の
資
料
に
特
集
さ
れ
た
各
論
文
に
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
機
能
役
割
を
多
角
的
に
考
察
し
た
示

唆
的
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
『
ジ
ユ
リ
ス
ト
』
第
一
一
一
一
一
八
号
(
特
集
「
規
制
緩
和
社
会
に
お
け
る
制
裁
の
役
割
」
、
有
斐
閣
、
二
O
O
二

年
)
一
八
一
八
O
所
収
各
論
文
。

そ
の
他
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
あ
る
い
は
金
銭
制
裁
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
有
益
な
考
察
に
関
し
て
以
下
資
料
を
参
照
の
こ
と
。
佐
伯
仁
志
「
制
裁
」

"2-f.為
自岡
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

『
岩
波
講
座
現
代
の
法
4
政
策
と
法
」
(
岩
波
書
底
、
一
九
九
八
年
)
二
一
五
1

四
一
一
一
所
収
、
阿
部
泰
隆
「
課
徴
金
制
度
の
法
的
設
計
」
「
政
策

法
学
の
基
本
方
針
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
)

i
所
収
、
曲
目
和
俊
文
「
経
済
的
手
法
に
よ
る
強
制
」
『
公
法
研
究
』
第
五
人
号
(
日
本
公
法
学

会
編
、
一
九
九
六
年
)
二
二
O
|
三
二
所
収
、
市
橋
克
哉
「
行
政
罰
l
行
政
刑
罰
、
通
告
処
分
、
過
料
」
「
公
法
研
究
』
第
五
八
号
(
日
本
公
法

学
会
編
、
一
九
九
六
年
)
一
一
一
一
一
一
一
一
|
四
五
所
収
、
関
根
謙
一
「
行
政
強
制
と
制
裁
」
『
ジ
ユ
リ
ス
ト
」
第
一
O
七
三
号
(
有
斐
間
二
九
九
五
年
)

六
二
|
七
一
所
収
。

な
お
本
稿
は
、

a忌
宮
ロ
色
々
に
行
政
制
裁
と
い
う
用
語
を
当
て
て
い
る
が
、
行
政
法
領
域
で
は
行
政
制
裁
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
依
然
議

論
が
尽
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

ad--問
HOE-q
行
政
制
裁
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
二
節
一
本
文
を
参
照
の
こ
と
。

(8)

一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
編
(
国
号
〈
国
)
は
、
裁
判
所
を
通
じ
て
雇
用
差
別
を
受
け
た
外
国
人
に
地
位
確
認
や
採
用
の
他
、
未
払
賃
金
請

求
(
パ
ッ
ク
ペ
イ
含
む
)
や
違
法
行
為
の
差
止
め
、
あ
る
い
は
「
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
(
白
B
B
g
E
a
尽
き
ロ
)
」
に
よ
る
差
別
救
済

請
求
を
認
め
て
い
る
。
色
白
-mh・
官
g
o
o
-
U
(
色
合
ま
と
・
た
だ
そ
れ
は
エ
ク
イ
テ
イ

(ZES)
上
の
救
済
規
定
ゆ
え
、
裁
判
所
は
伝
統
的
に
コ

モ
ン
ロ
ー

(
g
g
g
g
-
2
)
上
の
損
害
賠
償
請
求
ま
で
は
被
差
別
者
に
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
地
位
回
復
命
令
や
採
用
命
令
を
発
す

る
裁
判
所
の
権
限
は
、
充
分
に
雇
用
主
へ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る

o
pタ
豆
〉
宗
〉
戸
主
戸
呂
田
宮
戸

F
者

宮

問
看
5
4冨開
Z
4
0
E
U
E
E
予
言
)
Z
A呂
田
口
問
ロ
ヨ
oz
いコ
E

お

(-3N)
・
マ
ッ
ク
・

A
・
プ
レ
イ
ヤ
ー
著
、
井
口
博
訳
『
ア
メ
リ
カ
雇
用
差
別
禁

止
法
』
(
木
鐸
社
、
一
九
九
七
年
)
一
八
八
i

一
八
九
頁
。

な
お
一
九
八
六
年
法
改
正
の
の
ち
一
九
九
一
年
公
民
権
法
は
広
く
被
差
別
者
の
損
害
賠
償
請
求
を
可
能
に
す
る
規
定
を
新
し
く
準
備
し
た
。

品

MC-∞・の・申色沼
w
Z・(白)人
n
)
(
3
2
)・

(
9
)
E
E加
g
a
g
B
F
B
g
a

。。=g-
〉
2
0ご
温
a・
3b-F-Z0・
3
'
S凶・

5cmg-
出
沼
会
遣
。
)
岨

n
a
s
a
g
s
g色
oaE凹
2
2
2
a回
目

2
2
0同

∞
C-
∞
-
p
g
g
a宙開同町四回
g
E噴
き

g
g
E
Z
Z邑。
E
E
Q
〉
2
0ご唱
P
E
σ
・円、

.Z?∞M
'
ニ
少
ま
∞
円
曲
目
・

-
8・
8
色
白
色
∞
C
・

m-n・
貌
回
目
。
工
凶
匡

(
戸
申
凶

M
)
・

(
叩
)
自
治
体
国
際
化
協
会
調
査
部
編
胃

F
K何
回
口
玄
室
〉
見
ご
第
O
O
六
号
(
自
治
体
国
際
化
協
会
調
査
部
、
一
九
九
六
年
)
、
川
原
謙
一
『
詳
解

ア
メ
リ
カ
移
民
法
』
(
信
山
社
、
一
九
九
六
年
)
、
川
原
謙
一
『
ア
メ
リ
カ
移
民
法
」
(
信
山
社
、
一
九
九
O
年
)
、
柏
木
宏
『
ア
メ
リ
カ
の
外
国

人
労
働
者
』
(
明
石
書
底
、
一
九
九
一
年
)
、
桑
原
靖
夫
「
国
境
を
越
え
る
労
働
者
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
一
年
)
、
手
塚
和
彰
「
外
国
人
労
働

者
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
)
、
横
山
繁
樹
『
の
ぴ
ゆ
く
農
業
l
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
移
動
農
業
労
働
者
と
移
民
法
改
正
問
題
』
第

北法53(5・17)1195 



説

七
五
四
号
(
農
政
調
査
委
員
会
、
一
九
八
八
年
)
と
い
っ
た
各
文
献
が
一
九
八
六
年
法
お
よ
び
立
法
に
ま
つ
わ
る
動
向
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る

他
、
伊
殻
谷
登
士
翁
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
移
民
の
非
公
式
化
と
地
方
労
働
市
場
l

「
不
法
移
民
」
の
制
度
化
」
梶
田
孝
道
H
宮
島
喬
編
『
外

国
人
労
働
者
か
ら
市
民
へ
地
域
社
会
の
視
点
と
課
題
か
ら
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
)
一
八
七
l
二
O
四
頁
所
収
、
花
見
忠
「
ア
メ
リ
カ
の

出
入
国
管
理
政
策
」
桑
原
靖
夫
編
『
国
際
労
働
力
移
動
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
(
日
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
三
年
)
一
九
六
二
一
八
頁
所
収
、

尾
崎
正
利
「
合
衆
国
入
国
管
理
法
の
改
正
と
労
働
法
規
適
用
問
題
」
『
三
重
法
経
』
第
八
五
号
(
一
九
九
O
年
)
一
一
一
九
l
六
一
頁
、
伊
漆
谷
登
士

翁
「
現
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
移
民
労
働
と
移
民
政
策
」
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
」
第
三
四
八
号
(
日
本
労
働
協
会
、
一
九
八
八
年
)
四

八
l
五
五
頁
、
川
原
謙
一
「
シ
ン
プ
ソ
ン
・
ロ
デ
イ
ノ
・
マ
ゾ
リ
移
民
修
正
管
理
法
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
九
O
九
号
(
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
)

四
O
i
四
九
頁
と
い
っ
た
各
論
文
が
詳
し
い
。

(
日
)
次
の
資
料
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
一
九
八
六
年
法
関
連
の
先
行
研
究
(
た
だ
し
英
語
表
現
)
を
網
羅
し
て
い
る
。
切
m
g
R

色。-
U
B
F
W
-
Hヨ・

さ旬、
E
s
h州事
S
S
E
E
M
S
H喝
さ
=
・
き
号
ユ
ミ
~
b
E苦
言
ミ

E
g
q
b『
号
室
主
同
『
S
S
』州事
3
2ミ
pzhさ
主
ミ
ミ
-Eま
(
、
ト
・
遺
eS凶
)

モ
HHE河
内
』

bH偽
札

b
q
g遣
問
、
固
な
色
、
民
地
'
同
町
内
6
3
n悼
む
ミ

hbhhRFMMHZ↓
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お
け
る
公
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完
全
雇
用
政
策
の
一
助
と
し
て
入
管
当
局
と
治
安
当
局
の
活
動
が
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
ス
リ
リ
ン
グ
な

内
容
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
森
建
資
「
外
国
人
労
働
者
問
題
の
歴
史
的
位
相
」
『
社
会
政
策
学
会
年
報
第
三
八
集
l
日
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る
外
国
人
労
働

者
問
題
」
(
お
茶
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第
一
章

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
創
生
の
一
断
面

ー

i
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
制
定
史
|
|

第

節

労
働
市
場
と
〈
移
民
〉
|
ー
そ
の
問
題
点

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

〈
移
民
〉
労
働
力
統
制
の
試
み
|
|
一
八
八
0
年
代
前
後
の
雇
用
政
策
と
〈
移
民
〉
労
働
力

付
〈
移
民
〉
の
定
義

当
節
で
は
、
第
一
に
合
衆
国
に
お
け
る
〈
移
民
〉
労
働
力
と
労
働
市
場
と
の
関
係
、
つ
い
で
第
二
に
、
そ
の
関
係
を
統
制

(ngg】
)
す

る
試
み
、
す
な
わ
ち
〈
移
民
〉
に
関
す
る
雇
用
政
策
あ
る
い
は
労
働
市
場
政
策
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
法
の
関
係
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
で
括
弧
つ
き
の
〈
移
民
〉
は
、
合
法
移
民
と
は
異
な
る
外
国
人
労
働
者
/
移
民
労
働
者
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
章
に
お
い
て

〈
移
民
〉
と
、
同
じ
く
括
弧
つ
き
の
〈
外
国
人
労
働
者
〉
を
同
義
に
し
て
表
記
し
た
の
も
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
の
〈
移
民
〉
は
い
わ
ゆ
る

E
m
m色
色
町
ロ
(
不
法
入
国
者
)
、

g
号
E
g
g
g己
E
m司
自
門
(
資
格
外
移
民
/
無
資
格
移
民
)
、
巳
晶
包

E
'

(
1
)
 

自
明
司
自
門
(
不
法
移
民
)
と
い
う
概
念
を
含
む
。
こ
れ
ら
の
用
語
に
は
、
入
出
園
、

家
の
完
全
な
承
認
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
意
味
合
い
が
あ
る
。

北法53(5・19)1197 

一
時
/
永
続
的
滞
在
、
そ
し
て
就
労
に
つ
い
て
主
権
国

し
か
し
一
国
家
の
主
権
と
そ
の
法
的
政
治
的
判
断
の
み
を
頼
っ
て
〈
移
民
〉
の
語
義
を
決
定
す
る
の
は
早
急
で
あ
る
。
本
稿
の
〈
移
民
〉

は
む
し
ろ
非
定
着
/
非
定
住
と
い
う
多
国
間
で
の
移
動
可
能
性

(
B
S
Eさ
を
特
質
と
し
、
な
お
か
つ
非
正
統
性
を
備
え
た
労
働
者
を
指



論

(2) 

す
。
こ
の
非
正
統
性
は
法
や
市
場
ル

l
ル
の
未
承
認
を
意
味
す
る
。

〈
移
民
〉
の
語
義
を
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
で
具
体
化
す
る
と
、
正
統
な
審
査
す
な
わ
ち
移
民
法
的
手
続
き
を
経
ず
し
て
合
衆
国
に
入
国
、

(3) 

滞
在
し
、
も
し
く
は
正
統
な
労
働
/
就
労
資
格
な
し
に
合
衆
国
の
労
働
市
場
に
参
入
す
る
外
国
人
の
大
多
数
が
〈
移
民
〉
で
あ
る
。
彼
ら
は

合
衆
国
内
で
、
入
国
者
/
滞
在
者
/
定
着
者
と
し
て
の
正
統
性
を
承
認
さ
れ
な
い
ゆ
え
、
も
し
く
は
正
統
性
を
否
定
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
就
労

北法53(5・20)1198 

説

や
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
享
受
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
、
合
衆
国
国
民
/
市
民
と
同
等
の
法
的
な
保
護
と
救
済
の
資
格
に
欠
け
る
と
い
う
問
題
が

あ
る
。
こ
の
〈
移
民
〉
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
に
今
な
お
多
数
が
流
入
し
、
か
つ
労
働
市
場
へ
流
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
4
)
 

〈
移
民
〉
が
流
入
す
る
労
働
市
場
は
、
と
き
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
に
連
続
す
る
場
合
が
あ
る
。
一
般
的
に
労
働
条
件
が
低
く
、

就
労
環
境
も
よ
く
な
い
労
働
市
場
の
下
部
層
に
〈
移
民
〉
は
流
入
し
が
ち
だ
と
語
ら
れ
る
。
実
際
は
下
部
層
に
限
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
で

雇
用
供
給
口
を
獲
得
せ
ん
と
就
労
活
動
を
試
み
、
か
っ
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
領
域
で
合
衆
国
労
働
者
と
肩
を
並
べ
て
い
る
場
合
が
あ
ろ
う
。

で
は
〈
移
民
〉
と
労
働
市
場
の
具
体
的
接
点
は
い
つ
頃
始
ま
り
、
そ
の
様
相
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
連
邦
政

府
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。

以
下
当
節
で
は
〈
移
民
〉
を
媒
介
項
に
し
た
合
衆
国
に
お
け
る
労
働
市
場
像
の
再
構
築
と
、
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
の
形
成
に
関
す

る
論
述
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
加
え
て
そ
の
政
策
法
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
の
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
そ
し
て
政
策
支
援

型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
法
制
の
前
史
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

口
労
働
市
場
と
〈
移
民
〉
|
|
合
衆
国
北
東
部
に
お
け
る
最
初
の
接
点

込
口
衆
国
に
お
け
る
〈
移
民
〉
の
存
在
は
、

一
九
世
紀
中
頃
で
あ
る
お
お
よ
そ
一
八
六
O
年
以
降
に
確
認
で
き
る
。

す
で
に
こ
の
時
期
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
消
失
し
、
入
植
開
拓
移
民
に
代
わ
っ
て
産
業
労
働
力
と
し
て
の
移
民
が
急
増
し
て
い
た
。
特
に
南
北



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

戦
争
後
の
合
衆
国
北
東
部
を
中
心
と
し
た
工
業
発
展
は
、
鉱
工
業
部
門
で
未
熟
練
肉
体
労
働
力
の
需
要
を
創
出
し
、
同
時
に
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ラ
ク
チ
ャ
ー
の
建
設
労
働
力
を
不
足
さ
せ
た
。
こ
の
需
要
に
対
し
て
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
H

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、

(5) 

ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
い
っ
た
南
欧
、
東
欧
か
ら
の
移
民
労
働
者
が
主
な
労
働
力
の
供
給
源
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
移
民
労
働
者
は

労
働
コ
ス
ト
削
減
要
員
と
し
て
、
短
期
労
働
力
需
要
を
満
た
す
べ
き
役
割
を
期
待
さ
れ
た
。
す
で
に
合
衆
国
の
地
域

(Zn邑
)
労
働
者
は
、

労
働
時
間
及
び
労
働
日
数
短
縮
、
賃
金
そ
の
他
労
働
条
件
の
向
上
を
資
本
側
に
要
求
し
て
お
り
、
移
民
労
働
者
は
資
本
側
に
と
っ
て
格
好
の

(6) 

ス
キ
ャ
ブ
と
見
な
さ
れ
た
。

*
こ
こ
で
資
本
側
(
巴
・
ω・
2
な
邑
)
と
は
、
鉄
鋼
、
電
機
、
機
械
、
紡
績
と
い
っ
た
産
業
界
に
起
こ
っ
た
十
九
世
紀
末
の
資
本
集
中
と
巨

大
企
業
化
の
一
端
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
寡
占
市
場
が
完
成
し
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
の
成
立
を
控
え
た
こ
の
時
期
を
本
稿

は
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
開
花
と
み
な
し
て
、
企
業
と
使
用
者
を
ひ
と
ま
と
め
に
資
本
側
と
称
す
る
。
資
本
側
と
い
う
呼
称
に
特
段
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
思
想
を
込
め
た
い
訳
で
は
な
い
。

東
南
欧
出
身
の
ス
キ
ヤ
ブ
た
ち
は
、
自
発
的
に
出
国
し
て
合
衆
国
に
移
住
す
る
法
律
上
の
「
移
民
」
よ
り
は
、
〈
移
民
〉
を
志
願
す
る
よ

(7) 

う
奨
励
さ
れ
る
者
、
強
要
さ
れ
る
者
が
多
か
っ
た
。
そ
の
多
く
は
労
働
者
供
給
請
負
人
三
島
2
8
E
5
2
2
)
や
人
足
元
締
め
(
勺
邑
8
5
)

の
支
配
の
下
に
あ
っ
た
。
ス
キ
ヤ
ブ
た
ち
は
も
と
も
と
小
作
農
夫
と
い
っ
た
低
層
階
級
出
身
の
男
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
出
身
国
で
の

経
済
的
貧
窮
が
大
き
な
渡
航
動
機
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
が
労
働
者
供
給
請
負
人
や
人
足
元
締
め
の
暗
躍

を
盛
ん
に
し
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
。

北法53(5・21)1199 

の
問
、
北
部
資
本
の
利
益
代
表
団
体
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
共
和
党
は
、
戦
時

労
働
力
の
調
達
を
容
易
に
す
る
立
法
を
求
め
た
。
時
の
合
衆
国
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン

時
を
遡
っ
て
南
北
戦
争
(
色
主
要
戸

Z
E
'
Z
S
)

(
〉
寄
与

E
B
E
R。
-
ロ
)
も
国
外
労
働
力
輸
入
法
案
を



説

(8) 

支
持
し
た
。
そ
の
結
果
一
八
六
四
年
、
移
民
奨
励
法
(
岡
田
邑
唱
邑

S
E
g
z
g個
目
〉
町
四
)
が
成
立
し
た
。

同
法
は
私
的
雇
用
主
(
宝
〈
白
8
2
6
E苫
『
)
を
定
義
し
た
上
で
、
そ
の
活
動
を
認
容
し
、
合
衆
国
(
北
部
)
労
働
市
場
へ
海
外
労
働
者
を

リ
ク
ル
ー
ト
さ
せ
て
、
不
足
す
る
非
熟
練
系
の
産
業
労
働
力
を
補
お
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
戦
時
労
働
力
の
み
な
ら
ず
、
北
部
諸
州
の
兵

力
と
し
て
も
期
待
さ
れ
て
い
た
。

北法53(5・22)1200

論

私
的
雇
用
主
と
い
う
の
は
労
働
者
供
給
請
負
人
や
人
足
元
締
め
と
事
実
上
同
じ
で
あ
る
紹
介
業
者
に
あ
た
る
。
私
的
雇
用
主
は
労
働
者
の

渡
航
費
を
代
払
い
す
る
分
、
二
一
カ
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
労
働
者
の
賃
金
に
一
種
の
債
権
質

(
1
a
m
n
)
を
設
定
す
る
契
約
を
締
結

で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
一
年
で
渡
航
費
の
利
息
や
代
行
料
を
払
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
労
働
者
は
何
年
も
担
保
権
の
つ
い
た
契
約
を
結
ば

ざ
る
を
得
ず
、
出
稼
ぎ
の
聞
は
私
的
雇
用
主
の
金
銭
的
な
足
か
せ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
自
己
資
金
を
さ
ほ
ど
必
要
と
せ
ず

ア
メ
リ
カ
に
〈
移
民
〉
と
し
て
渡
航
で
き
る
の
だ
か
ら
、
労
働
者
た
ち
は
私
的
雇
用
主
に
な
さ
れ
る
が
ま
ま
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

私
的
雇
用
主
つ
ま
り
労
働
者
供
給
請
負
人
と
人
足
元
締
め
達
は
、
一
八
六
四
年
移
民
奨
励
法
に
よ
っ
て
公
式
に
活
躍
の
場
を
保
障
さ
れ
た
。

な
か
に
は
規
模
を
相
当
拡
大
し
、
組
織
的
な
海
外
労
働
力
の
輸
入
業
者
へ
発
展
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
リ
ク
ル
ー
ト
活
動
に
よ
る
労
働
者
の

(9) 

紹
介
料
と
船
賃
の
利
息
は
結
構
な
利
益
を
産
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
の
下
、
移
動
/
出
稼
ぎ
労
働
者
と
し
て
の
役
回
り
を
期
待
さ
れ
た
当
南
欧
系
の
〈
移
民
〉
が
南
北
戦
争
の
終
了
後
も
合
衆

(
ゆ
)

国
へ
と
移
送
さ
れ
、
労
働
現
場
へ
投
入
さ
れ
た
。
当
然
彼
ら
は
厳
し
い
非
熟
練
労
働
に
短
期
間
従
事
し
た
後
、
本
国
へ
帰
国
す
る
こ
と
が
前

(
日
)

提
だ
っ
た
。
そ
の
交
換
性
と
代
替
性
が
ス
キ
ヤ
ブ
た
る
由
縁
で
も
あ
っ
た
。

合
衆
国
東
部
で
は
、
や
が
て
こ
う
し
た
私
的
雇
用
主
や
労
働
者
供
給
請
負
人
に
代
わ
っ
て
民
間
職
業
紹
介
所
(
宝

gお
宣
σ
2
2各
自
明
)

が
〈
移
民
〉
労
働
者
供
給
シ
ス
テ
ム
に
参
入
し
つ
つ
あ
っ
た
。

一
八
人
O
年
頃
に
は
産
業
界
で
勃
発
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
現
場
に
、
民
間
職
業
紹
介
所
を
通
じ
て
、
主
に
東
欧
南
欧
か
ら
の
〈
移
民
〉
が
投



入
さ
れ
た
。
〈
移
民
〉
は
入
国
港
近
く
に
プ
ー
ル
さ
れ
、
必
要
と
あ
ら
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
現
場
に
急
行
す
る
。
し
か
し
普
段
は
単
な
る
失
業
者

(ロ)

(ロ
5
5
1
0司
自
白
口
問
)
だ
っ
た
。

二
O
世
紀
初
頭
に
な
る
と
技
能
労
働
者
は
労
働
者
供
給
請
負
人
が
リ
ク
ル
ー
ト
し
、
そ
の
他
の
非
熟
練
労
働
力
は
民
間
職
業
紹
介
所
が
提

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
北
東
部
に
お
け
る
労
働
力
需
給
の
図
式
だ
っ
た
。

供
す
る
と
い
う
の
が
、

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

臼
外
国
人
契
約
労
働
者
法
の
成
立

ス
ト
ラ
イ
キ
破
り
の
〈
移
民
〉
労
働
者
に
対
し
て
、
合
衆
国
の
労
働
組
合
と
労
働
者
た
ち
は
対
決
姿
勢
を
強
め
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
リ
ク

ル
ー
ト
さ
れ
た
〈
移
民
〉
労
働
者
は
組
合
運
動
を
弱
体
化
さ
せ
、
就
労
の
場
を
奪
う
悪
者
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
労
働
者
で
あ
る
以
上
組
合

側
は
〈
移
民
〉
を
直
接
の
攻
撃
対
象
に
す
る
訳
に
も
ゆ
か
ず
、
リ
ク
ル
ー
タ

l
規
制
に
向
け
た
動
き
が
高
ま
っ
た
。
す
で
に
代
替
労
働
力
は

民
間
職
業
紹
介
所
と
呼
ば
れ
る
事
業
体
が
元
締
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
制
の
矛
先
は
労
働
者
供
給
請
負
人
た
る
個
人
も
し
く
は
小

規
模
な
事
業
体
に
向
け
ら
れ
た
。
労
働
者
供
給
請
負
人
と
労
働
者
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
有
期
/
短
期
労
働
契
約
が
す
べ
て
の
元
凶
と
み
な
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

資
本
側
は
〈
移
民
〉
労
働
力
の
供
給
の
構
図
を
熟
知
し
て
い
た
。
仮
に
労
働
運
動
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
労
働
者
供
給
請
負
人
ら
の
活
動
が

法
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
民
間
職
業
紹
介
所
を
通
じ
て
労
働
力
の
確
保
の
目
処
は
つ
く
。
労
働
運
動
を
抑
圧
す
る
目
処
が
資

本
側
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
資
本
側
は
自
ら
の
操
業
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
〈
移
民
〉
労
働
力

規
制
立
法
に
大
き
く
反
対
し
な
か
っ
た
。

(
日
)

か
く
し
て
労
働
組
合
の
運
動
の
成
果
と
し
て
一
八
八
五
年
二
月
二
六
日
、
外
国
人
契
約
労
働
者
法
(
〉

z
g
内

S
5
2
E
σ
2
〉
三
)
は
成

立
し
た
。
同
法
は
外
国
人
労
働
者
の
上
陸
前
に
渡
航
費
前
払
や
就
労
の
援
助
契
約
を
す
る
行
為
を
禁
じ
、
契
約
を
無
効
と
し
、
違
反
者
の
罪

北法53(5・23)1201



説

数
(
こ
の
場
合
労
働
者
数
)
に
応
じ
て
労
働
者
供
給
請
負
人
の
契
約
金
没
収
(
問
。
号
ぽ
)
と
一

0
0
0
ド
ル
の
罰
金
支
払
を
課
す
制
度
を
規

定
し
た
。
つ
ま
り
一
八
六
四
年
法
の
実
質
的
な
撤
廃
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

gム
u四

し
か
し
同
法
は
ア
メ
リ
カ
政
治
上
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
目
的
を
理
由
に
し
た
移
民
法
で
し
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
施
行
上
の
規
定
は
定

(
M
)
 

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
行
政
上
の
施
行
規
則
、
法
の
運
営
、
執
行
に
関
す
る
割
当
予
算
も
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン

ト
を
云
々
す
る
レ
ベ
ル
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
法
は
合
衆
国
の
労
働
者
の
雇
用
確
保
を
目
的
に
し
た
市
場
保
護
的
な
政
策
立
法
で
も

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
条
文
上
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
立
法
を
急
ぐ
あ
ま
り

z
n
S
5
2
E宮
、
.
の
定
義
さ
え
あ
い
ま
い
だ
っ
た
。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
外
国
人
有
期
/
短
期
契
約
労
働
者
は
、
当
時
合
衆
国
に
到
来
し
た
全
移
民
労
働
者
数
の

0
・
五
パ

l
セ

(
日
)

ン
ト
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。

一
八
八
五
年
法
は
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
を
遂
行
す
る
法
制
度
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
出
来
映
え
が
よ

(
日
)

く
な
か
っ
た
。
修
正
立
法
を
求
め
る
組
合
運
動
は
継
続
し
、
連
邦
議
会
は
一
八
八
七
年
二
月
一
一
一
一
一
日
法
律
を
改
訂
し
た
。
つ
ぎ
の
一
八
八
七

年
法
は
外
国
人
契
約
労
働
者
法
の
執
行
責
任
が
商
務
長
官
(
間
宮

ω
2
5
E吋

a
p
o
-
g
g
q
)
に
属
す
る
こ
と
、
商
務
長
官
に
法
を
執
行
す

る
た
め
の
基
準
規
則
の
制
定
権
限
が
備
わ
る
こ
と
を
認
定
し
た
。
さ
ら
に
法
律
違
反
の
契
約
労
働
者
を
発
見
し
た
場
合
は
退
去
強
制
の
処
分

が
出
来
る
こ
と
を
定
め
、
州
の
移
民
局
(
凹

g
o
E
E
m
E
F
S
。呂

SZ)
に
対
し
て
上
陸
す
る
契
約
労
働
者
の
摘
発
事
務
を
委
任
す
る
体
制

を
整
え
た
。

し
か
し
依
然
と
し
て
ス
キ
ヤ
ブ
の
流
入
を
法
が
阻
止
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
不
足
と
ス
タ
ッ
フ
の
法
の
無
理
解
が
業

(口)

務
の
執
行
を
停
滞
さ
せ
た
。
上
陸
し
た
契
約
労
働
者
の
摘
発
は
ま
だ
し
も
い
い
と
し
て
、
労
働
者
供
給
請
負
人
の
摘
発
は
殆
ど
行
わ
れ
な
か

(
日
目
)

っ
た
。
裁
判
所
は
直
接
証
拠
を
要
求
し
法
を
限
定
解
釈
し
た
た
め
、
労
働
者
供
給
請
負
人
が
有
罪
に
な
る
可
能
性
は
限
り
な
く
低
か
っ
た
。

四
合
衆
国
西
部
に
お
け
る
中
国
人
労
働
力

北法53(5・24)1202 



サンクシヨンを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

〈
移
民
〉
が
活
躍
す
る
労
働
市
場
の
形
成
と
そ
れ
に
対
す
る
統
制
の
動
き
は
、
合
衆
国
北
東
部
に
限
っ
て
起
こ
っ
た
現
象
で
は
な
か
っ
た
。

(
印
)

労
働
力
需
要
の
高
ま
り
と
労
働
者
の
海
外
調
達
の
図
式
は
合
衆
国
西
部
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
西
部
で
は
一
八
六
0
年
代
か
ら
大
陸
東
部

へ
の
横
断
鉄
道
建
設
に
大
量
の
労
働
力
が
必
要
に
な
っ
た
。
こ
の
労
働
力
需
要
は
中
国
人
労
働
者
が
充
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
年
代
の
中
国
人
た
ち
は
ア
ジ
ア
大
陸
か
ら
調
達
さ
れ
て
き
た
訳
で
は
な
い
。
一
八
五
0
年
代
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
と
時
を
同
じ
く
し
て

合
衆
国
へ
到
来
し
た
先
発
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
の
終
罵
と
と
も
に
山
を
降
り
て
鉄
道
建
設
労
働
へ
吸
収
さ
れ

(
初
)

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

南
北
戦
争
の
頃
に
な
る
と
、
不
足
す
る
産
業
労
働
力
の
担
い
手
と
し
て
中
国
人
労
働
者
は
本
格
的
に
合
衆
国
に
進
出
し
た
。
特
に
軍
需
を

契
機
と
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
地
域
の
産
業
発
展
の
さ
な
か
、
中
国
人
は
と
り
わ
け
軽
工
業
部
門
の
賃
金
労
働
者
と
し
て
活
躍
し
た
。

人
五
0
年
代
以
降
の
ハ
ワ
イ
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
農
園
や
一
八
六
0
年
代
以
降
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
農
場
で
も
中
国
人
農
夫
が
重
宝
さ
れ
た
。

中
国
人
は
や
が
て
労
働
者
と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
、
か
つ
定
着
者
も
増
え
た
。

(
幻
)

こ
う
し
た
中
国
人
労
働
者
ら
の
多
く
は
当
時
貧
窮
を
極
め
た
広
東

B
Z
S
1
2明
)
付
近
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
ハ
ワ
イ
へ
渡
っ
た
初
期

の
中
国
人
労
働
者
は
、
移
民
と
い
う
よ
り
は
〈
契
約
移
民
〉
と
し
て
の
立
場
で
プ
ラ
ン
テ
l
シ
ヨ
ン
労
働
に
従
事
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
自
己

負
担
分
は
限
り
な
く
少
な
く
て
済
ん
だ
。
こ
の
場
合
契
約
農
園
で
五
年
間
は
従
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
渡
航
費
の
ほ
か
賃
金
、
住
居
、

(
勾
)

食
料
、
医
療
を
う
け
ら
れ
た
と
い
う
。
後
に
ア
メ
リ
カ
本
土
で
の
鉱
山
労
働
や
鉄
道
労
働
に
も
契
約
労
働
者

(
n
g
g
n円

E
Z円
)
が
用
い
ら

(
幻
)

れ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
は
中
国
人
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
系
労
働
者
を
苦
力

(noo--m)
と
み
な
し
て
い
た
。
た
だ
し
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
よ
っ

(
M
)
 

て
本
国
で
投
致
さ
れ
た
り
強
要
さ
れ
た
り
し
て
奴
隷
的
苦
役
を
強
い
ら
れ
る
典
型
的
ク
i
リ
l

/
中
国
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

北法53(5・25)1203

中
国
人
の
賃
金
労
働
者
ら
は
正
規
の
手
続
を
踏
ん
で
移
民
と
な
る
よ
り
、
〈
契
約
移
民
〉
で
出
稼
ぎ
を
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
へ
の
第
一
歩

(
お
)

で
あ
っ
た
。
〈
契
約
移
民
〉
以
外
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
チ
ケ
ッ
ト
制
を
利
用
し
て
自
由
労
働
者
と
な
る
方
法
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
系



説

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
渡
航
費
用
を
高
利
で
前
借
り
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
到
達
し
た
後
、
自
ら
の
意
思
で
職
業
を
選
択
す
る
制
度
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
も
建
前
倒
れ
で
あ
っ
た
。
実
際
は
現
地
の
中
国
人
の
口
入
れ
屋
に
よ
っ
て
鉱
山
や
工
場
で
働
く
し
か
な
か
っ
た
。

合
衆
国
西
部
に
お
け
る
中
国
人
労
働
者
の
隆
盛
は
、
そ
の
労
働
力
の
性
質
が
資
本
側
に
好
評
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
資
本
側
は
、
中
国
人

労
働
者
を
ア
ジ
ア
大
陸
に
眠
る
無
尽
蔵
の
廉
価
な
労
働
力
と
み
な
し
、
後
に
は
そ
の
生
産
性
、
技
能
性
を
高
く
評
価
し
た
。
中
国
人
は
一
般

(
お
)

に
白
人
労
働
者
以
上
に
働
き
、
し
か
も
低
賃
金
を
甘
受
し
た
。

こ
の
時
期
労
働
運
動
に
関
与
し
た
白
人
労
働
者
は
職
を
追
わ
れ
、
中
国
人
労
働
者
が
そ
れ
を
代
替
し
た
。
資
本
側
は
中
国
人
が
労
働
運
動

へ
傾
倒
し
て
ゆ
く
事
態
を
巧
妙
に
回
避
す
る
た
め
に
、
日
本
人
、
朝
鮮
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を
労
働
現
場
に
混
ぜ
込
ん
で
人
種
的
団
結
を
阻

(
幻
)

む
こ
と
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
中
国
人
だ
け
が
ス
キ
ヤ
ブ
の
役
を
引
き
受
け
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
白
人
労
働
者
の
攻
撃
の
矛
先
は
資

自命

本
側
の
戦
略
で
は
な
く
中
国
人
労
働
者
に
直
接
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

中
国
人
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
反
発
は
既
に
一
八
五
0
年
代
か
ら
西
部
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
ふ
つ
ふ
つ
と
生
じ
て
い
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

(
お
)

ア
州
は
外
国
人
坑
夫
に
免
許
税
を
課
す
法
を
制
定
し
、
中
国
人
パ
ッ
シ
ン
グ
を
始
め
て
い
た
。
や
が
て
州
内
に
居
住
す
る
中
国
人
す
べ
て
に

(
羽
)

人
頭
税
が
課
せ
ら
れ
る
州
法
も
成
立
し
た
。

一
人
七
0
年
代
に
な
る
と
州
政
府
の
限
定
的
立
法
規
制
は
ア
メ
リ
カ
人
を
満
足
さ
せ
な
く
な
っ
た
。
中
国
人
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
都
市

部
で
地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
文
化
的
断
絶
を
白
人
層
に
浸
透
さ
せ
、
政
治
的
な
焦
燥
感
と
危
機
感
を
煽
っ
た
。
ス
ト
ラ

イ
キ
暴
動
の
ス
キ
ャ
ブ
を
演
ず
る
中
国
人
労
働
者
は
、
根
本
的
な
労
働
運
動
の
解
決
に
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
白
人
労
働
者
と
白
人
資
本
家

(
鈎
)

と
の
階
級
闘
争
を
よ
り
悪
化
さ
せ
て
い
る
と
運
動
家
た
ち
に
み
な
さ
れ
た
。
資
本
側
は
と
い
え
ば
、
た
と
え
中
国
人
労
働
力
の
利
用
が
制
限

さ
れ
て
も
他
の
ア
ジ
ア
人
労
働
力
で
カ
バ
ー
で
き
る
と
楽
観
視
し
て
い
た
。
西
部
を
中
心
に
ア
メ
リ
カ
社
会
は
ア
ジ
ア
系
労
働
者
、
と
り
わ

け
中
国
人
労
働
者
を
退
去
強
制
さ
せ
、
合
衆
国
市
民
へ
の
帰
化
を
否
定
す
る
連
邦
法
を
望
み
は
じ
め
た
。
西
部
で
は
人
種
主
義
的
な
移
民
排

北法53(5・26)1204



斥
運
動
が
高
揚
を
極
め
つ
つ
あ
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

田
中
国
人
排
斥
法
の
成
立

(
引
)

そ
の
結
果
が
一
八
八
二
年
中
国
人
排
斥
法

(
n
E
Eお
開
討
Z
5
2
〉
2
)

の
成
立
で
あ
る
。

(
幻
)

合
衆
国
政
府
と
中
国
政
府
と
の
聞
に
は
、
一
八
六
八
年
に
パ

1
リ
ン
ガ
ム
条
約
が
締
結
さ
れ
、
中
国
人
は
旅
行
者
、
商
人
、
永
住
者
と
し

て
ア
メ
リ
カ
に
自
由
に
出
入
り
で
き
、
合
衆
国
国
内
で
は
市
民
と
し
て
居
住
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
中
国
人
排
斥
法
は
こ
の
条
約

の
効
力
を
ひ
と
ま
ず
停
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
中
国
人
の
到
来
が
特
定
地
域
の
有
効
安
全
基
準
を
危
ぶ
ま
せ
る
と
み
な
し
て
、

合
衆
国
へ
の
中
国
人
移
民
を
一

0
年
間
停
止
し
、
こ
の
間
の
中
国
人
労
働
者
の
合
衆
国
へ
の
上
陸
を
違
法
と
し
た
。
た
だ
し
政
府
関
係
者
、

学
生
、
旅
行
者
、
商
人
は
依
然
入
国
が
可
能
だ
っ
た
。
排
斥
さ
れ
る
中
国
人
労
働
者
は
「
非
熟
練
も
し
く
は
技
能
労
働
者
、
ま
た
は
鉱
山
で

雇
用
さ
れ
る
中
国
人
」
と
定
義
さ
れ
た
。

お
ま
け
に
外
国
人
を
輸
送
す
る
輸
送
船
船
長
が
中
国
人
の
寄
港
、
上
陸
違
反
に
関
与
し
た
場
合
、
軽
罪
(
邑
a
O
B
O
E口
。
円
)
と
な
り
罰
金

と
懲
役
刑
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
時
こ
の
法
律
の
執
行
過
程
を
担
当
す
る
の
は
移
民
審
査
官

(
5
E加
E
C
S
O
B
B『
)
で
は
な
か
っ
た
。
法
の
執
行
責
任
は
財
務
長
官
が

司
り
、
中
国
人
の
上
陸
と
審
査
の
実
務
は
財
務
省
か
ら
事
務
委
託
さ
れ
た
海
外
駐
在
の
領
事
館
(
百
E
E
O呂
nq)
や
港
湾
審
査
官
(
宮
コ

(
お
)

O
B
B『
)
、
そ
れ
に
関
税
徴
収
官

(no--2S円
。
ご
5
8日
間
)
が
地
区
毎
に
担
当
し
た
。
そ
う
し
た
体
制
が
ど
う
影
響
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、

巧
み
に
海
を
越
え
て
合
衆
国
に
入
国
す
る
中
国
人
は
依
然
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
こ
で
中
国
人
排
斥
法
は
幾
度
と
な
く
改
正
さ
れ
、
排
斥
手

続
き
は
次
第
に
複
雑
化
し
、
排
斥
対
象
も
排
斥
期
間
も
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
排
斥
規
制
の
強
化
に
よ
っ
て
中
国
人
労
働
者
の
入
国
数
は

よ
う
や
く
漸
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
合
衆
国
内
の
中
国
人
労
働
者
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

北法53(5・27)1205



論

中
国
人
排
斥
法
は
特
定
の
労
働
者
集
団
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
性
を
基
準
に
排
除
選
別
す
る
は
じ
め
て
の
法
律
で
あ
っ
た
。
や
が
て
エ
ス
ニ
ッ
ク

の
基
準
性
は
日
本
人
の
排
斥
運
動
へ
と
展
開
し
、
さ
ら
に
は
制
限
地
域
(
∞

E
a
p
s
)
国
籍
保
持
者
の
排
斥
政
策
や
割
当
移
民
制

(M) 

(宮
o
g
a回
目
。

B
)
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
中
国
人
排
斥
法
は
も
と
よ
り
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
の
一
環
で
は

な
く
、
単
な
る
〈
移
民
〉
排
除
法
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
人
種
差
別
法
の
は
し
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

北法53(5・28)1206

説

同
一
九
世
紀
連
邦
法
|
|
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
と
移
民
法
の
関
係

〈
移
民
〉
規
制
が
州
行
政
の
レ
ベ
ル
を
離
れ
て
連
邦
政
府
の
政
策
課
題
と
し
て
本
格
化
す
る
の
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
一
八
七
五
年
以

(
お
)

降
一
連
の
違
憲
判
決
を
出
し
た
後
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
各
州
に
存
在
し
た
外
国
人
に
対
す
る
入
国
規
制
法
は
、
合
衆
国
憲
法
の
「
外
国
と
の

(
お
)

通
商
を
規
律
す
る
(
連
邦
議
会
の
)
専
属
的
権
限
」
を
侵
犯
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
違
憲
無
効
と
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
後
連
邦
議
会
は
、
通
商
と
い
う
観
点
か
ら
外
国
人
も
し
く
は
移
民
労
働
力
の
輸
入
と
合
衆
国
内
労
働
市
場
の
適
正
維
持
を
想
定

し
、
入
国
法
や
移
民
法
の
立
法
と
修
正
を
重
ね
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
連
邦
政
府
は
そ
れ
ら
の
法
を
適
切
に
執
行
し
て
い
た
だ
ろ

う
か
。今
日
的
な
視
点
に
立
て
ば
連
邦
政
府
の
市
場
へ
の
対
応
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
消
極
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
一
九
世
紀
後
半
の
連
邦
政

府
は
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
形
成
に
多
大
な
援
助
を
惜
し
む
こ
と
な
く
、
資
本
主
義
の
弊
害
を
修
正
し
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
由
放
任
主

義
的
態
度
を
採
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
資
本
側
の
労
働
力
需
要
が
高
ま
れ
ば
、
正
規
の
移
民
の
ほ
か
に
短
期
出
稼
ぎ
労
働
者
を
ど
ん

ど
ん
入
国
さ
せ
た
。
そ
れ
が
組
合
運
動
を
圧
迫
し
て
労
働
条
件
の
向
上
が
阻
ま
れ
る
こ
と
に
連
邦
政
府
は
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。

入
国
者
数
が
増
加
す
れ
ば
、
当
然
招
き
た
く
な
い
外
国
人
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

連
邦
政
府
は
最
低
限
の
入
国
規
制
は
行
っ
て
い
た
。
犯
罪
者
、
精
神
異
常
者
、
重
度
精
神
薄
弱
者
、
公
共
費
用
の
負
担
な
し
に
生
計
を
立



(
幻
)

て
ら
れ
な
い
者
は
、
合
衆
国
へ
の
上
陸
を
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
こ
う
し
た
入
国
拒
否
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
あ
く
ま
で
連
邦
政
府
の

費
用
負
担
を
回
避
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
労
働
力
と
し
て
の
不
適
格
性
が
問
題
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
公
に
は
語
ら

れ
な
か
っ
た
。
多
か
れ
少
な
か
れ
誰
し
も
出
身
国
で
問
題
の
あ
る
人
物
が
合
衆
国
に
招
か
れ
て
単
純
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

連
邦
政
府
は
こ
の
時
代
、
市
場
ル

l
ル
の
体
現
者
で
も
監
督
者
で
も
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
当
時
は
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
に
関
す

る
法
整
備
の
必
要
性
を
想
像
し
た
り
認
識
し
た
り
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
し
て
立
法
的
対
応
と
な
る
と
、
合
衆
国
国
家
の
成

立
と
そ
の
役
割
か
ら
社
会
契
約
論
的
に
説
き
起
こ
す
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
当
時
の
連
邦
政
治
の
体
制
上
そ
れ
が
成
功
す
る
見
込
み
は
薄

、a

〉

'
-
0

4
N
て
乎
人

連
邦
移
民
法
は
と
言
え
ば
、
こ
の
時
代
よ
う
や
く
国
家
と
し
て
の
連
邦
政
府
に
引
き
継
が
れ
、
法
に
基
づ
く
行
政
規
制
を
発
展
さ
せ
る
段

(
お
)

階
に
至
ろ
う
と
し
て
い
た
。
一
九
世
紀
の
労
働
市
場
は
、
今
日
的
な
労
働
法
あ
る
い
は
一
雇
用
政
策
法
/
労
働
市
場
法
で
は
な
く
、
移
民
法
に

よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
移
民
法
は
も
ち
ろ
ん
適
切
に
〈
外
国
人
〉
労
働
力
/
〈
移
民
〉
労
働
力
の
需
給
調

整
を
し
て
い
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

連
邦
議
会
の
中
に
は
移
民
法
と
労
働
力
需
給
と
の
密
接
な
関
係
を
理
解
し
て
い
た
一
部
の
勢
力
が
存
在
し
た
。
一
九
世
紀
の
終
盤
、
熟
練

度
を
要
し
な
い
単
純
作
業
に
従
事
す
る
外
国
出
身
の
労
働
者
の
増
減
は
、
労
働
市
場
に
限
ら
ず
ア
メ
リ
カ
社
会
全
体
に
無
視
で
き
な
い
影
響

(
ぬ
)

を
与
え
て
い
た
。
そ
の
外
国
出
身
の
労
働
者
と
は
正
規
の
移
民
お
よ
び
出
稼
ぎ
労
働
者
で
あ
っ
た
が
、
非
難
の
的
に
な
っ
た
の
は
出
稼
ぎ
労

働
者
で
あ
る
。
出
稼
ぎ
労
働
者
は
ス
キ
ヤ
ブ
の
役
割
を
演
じ
、
労
働
現
場
で
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
の
ま
さ
に
目
前
で
雇
用
の
機
会
と
場
を
奪
っ

て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
労
働
者
層
、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
社
会
の
多
数
の
反
発
は
相
当
に
大
き
か
っ
た
。
そ
の
反
発
を
汲
ん
だ
労
働
組
合

北法53(5・29)1207



説

の
動
向
を
一
部
の
連
邦
議
会
議
員
た
ち
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
そ
の
建
国
の
理
念
を
前
提
に
す
る
と
、
正
規
の
移
民
を
直
接
制
限
し
禁
止
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
支
障
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で

連
邦
議
会
の
対
応
は
〈
移
民
〉
を
規
制
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
八
八
五
年
法
は
慎
重
に
〈
移
民
〉
の
範
轄
と
規
制
の
例
外
を
定
め
て
、
非

(ω) 

熟
練
系
の
契
約
労
働
者
は
少
な
く
と
も
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
法
は
そ
う
し
た
労
働
者
に
も
正
規
の
移
民
に
な
る
道
を
聞
い

(
引
)

て
い
た
。
そ
れ
に
立
法
と
行
政
の
関
係
は
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
同
法
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
は
中
途
半
端
な
状
態
で
あ
っ
た
。

苦'"、
厨岡

連
邦
議
会
は
労
働
市
場
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
貫
性
に
欠
け
て
い
た
。
圏
内
労
働
者
の
保
護
の
た
め
に
移
民
法
を
改
正
す
る
必
要
性
は
高

か
っ
た
。
だ
が
〈
移
民
〉
を
規
制
し
制
限
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
特
定
出
身
国
の
移
民
そ
の
も
の
を
禁
止
す
べ
き
な
の
か
は
認
識
が
定
ま
っ

て
い
な
か
っ
た
。
規
制
と
制
限
が
一
八
八
五
年
外
国
人
契
約
労
働
者
法
の
手
法
で
あ
り
、
禁
止
の
極
端
な
例
が
一
八
八
二
年
中
国
人
排
斥
法

で
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
一
八
八
二
年
法
は
ア
ジ
ア
人
の
風
貌
|
脱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
種
像
ー
を
忌
避
す
る
あ
ま
り
、
建
国
以
来
の
移
民
国
家

像
の
修
正
ま
で
余
儀
な
く
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
の
連
邦
移
民
法
は
、
労
働
市
場
と
〈
移
民
〉
の
問
題
を
関
連
付
け
て
汲
み
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
関
連
付
け
に
成
功

し
た
の
は
労
働
運
動
で
あ
り
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
成
果
と
し
て
外
国
人
契
約
労
働
者
法
が
成
立
し
た
と
も
一
言
守
え
よ
う
。
労
働
運
動
は
当
時
資

(
位
)

本
側
へ
の
唯
一
の
対
時
と
な
り
え
て
い
た
。
し
か
し
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
含
め
た
レ
ベ
ル
を
見
る
限
り
、
そ
の
運
動
成
果
は
成
功
と
言

え
な
か
っ
た
。
外
国
人
労
働
者
は
流
入
を
続
け
、
合
衆
国
で
の
雇
用
の
機
会
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
雇
用
す
る
側
は
、
外
国
人
の
雇
用
が
違

法
で
あ
る
と
か
、
正
統
性
を
欠
く
行
為
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
金
ぴ
か
時
代
は
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

メ
キ
シ
コ
人
の
到
来
|
|
一
九
五
0
年
代
の
雇
用
政
策
と
〈
移
民
〉

北法53(5・30)1208



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

ハ
門
〈
移
民
〉
規
制
と
連
邦
法
、
そ
の
後

囲
内
の
産
業
構
造
基
盤
が
あ
る
程
度
確
立
し
、
か
つ
鉄
道
輸
送
網
が
発
達
す
る
と
、
東
部
と
西
部
の
ス
プ
リ
ッ
ト
は
や
が
て
収
束
し
た
。

合
衆
国
北
東
部
に
お
け
る
南
東
欧
出
身
外
国
人
と
労
働
者
供
給
請
負
人
の
問
題
や
、
合
衆
国
西
部
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
中
国
人
労
働
者
と

特
異
な
政
治
作
用
と
い
っ
た
問
題
は
次
第
に
影
を
潜
め
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
〈
移
民
〉
の
様
相
に
も
変
化
が
生
じ
た
。

産
業
の
機
械
化
と
集
約
化
が
進
行
し
て
労
働
力
は
あ
る
程
度
余
剰
に
な
り
、
国
内
聞
で
労
働
者
の
移
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
農

業
は
機
械
化
が
一
部
で
進
行
し
、
南
部
の
黒
人
を
中
心
と
す
る
農
業
労
働
者
は
北
東
部
や
西
部
の
工
業
地
帯
に
移
動
し
た
。
そ
う
な
る
と
新

規
労
働
力
を
〈
移
民
〉
に
依
存
す
る
構
造
は
消
失
し
、
国
外
か
ら
流
入
し
て
く
る
労
働
力
を
規
制
す
る
た
め
の
移
民
割
当
制

(
s
g
g
∞苫
B

(
同
日
)

円
相
自
)
が
本
格
化
し
た
。

黒
人
労
働
者
な
き
あ
と
西
部
農
業
労
働
力
の
不
足
に
対
す
る
充
当
は
し
ば
ら
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
作
物
の
収
穫
作
業
に
ま
で

機
械
化
、
自
動
化
は
普
及
し
な
か
っ
た
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
レ
タ
ス
、
ブ
ド
ウ
と
い
っ
た
野
菜
果
物
の
熟
し
具
合
を
み
て
収
穫
す
る
こ
と
は

人
間
の
手
作
業
が
優
れ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
機
械
は
人
力
に
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
依
然
と
し
て
収
穫
期
の
入
手
不
足
は
大
き
な

問
題
だ
っ
た
。

農
場
作
業
を
し
て
い
た
の
は
黒
人
労
働
者
に
限
ら
な
か
っ
た
が
、
中
国
人
は
先
の
排
斥
的
移
民
法
に
よ
っ
て
制
限
を
う
け
、
次
に
導
入
さ

れ
た
日
本
人
も
ま
た
排
斥
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
あ
と
朝
鮮
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
供
給
元
/
供
給
国
は
転
々
と
し
た
。
そ
の
う
え
一
九

二
四
年
移
民
法
に
よ
る
割
当
制
は
ア
ジ
ア
系
移
民
労
働
者
が
合
衆
国
へ
流
入
し
な
い
よ
う
制
限
を
か
け
た
。

北法53(5・31)1209 

そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
メ
キ
シ
コ
人
労
働
力
の
輸
入
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
連
邦
政
府
の
新
た
な
一
雇
用
政
策
で
あ
り
、
労
働
市
場
と
〈
移
民
〉
の
新
た
な
関
係
形
成
を
意
味
す
る
。
農
業
資
本
は
メ
キ
シ
コ
人

に
、
出
稼
ぎ
を
期
待
し
た
。

つ
ま
り
中
国
人
労
働
者
や
日
本
人
労
働
者
が
し
た
よ
う
な
ア
ジ
ア
的
連
帯
と
抵
抗
に
よ
る
労
働
問
題
を
避
け
る



説

た
め
、
農
閑
期
に
は
本
国
へ
の
帰
国
を
前
提
と
す
る
シ
ス
テ
ム
を
農
業
資
本
は
求
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
抵
抗
や
労
働
運
動
へ
の
関

与
に
至
っ
た
場
合
は
即
座
に
本
国
に
送
還
で
き
る
よ
う
な
人
種
集
団
な
ら
よ
り
都
合
が
よ
い
。
メ
キ
シ
コ
人
は
農
業
資
本
に
う
っ
て
つ
け
の

論

存
在
だ
っ
た
。

メ
キ
シ
コ
人
の
導
入
は
二

O
世
紀
が
始
ま
る
と
同
時
に
増
加
の
兆
し
を
み
せ
た
。
一
九
一
七
年
に
は
季
節
労
働
者
の
排
除
決
定
権
を
司
法

(
H
H
)
 

省
か
ら
新
た
に
労
働
長
官
(
日

R
E
R可
。
ご
与
。
『
)
へ
と
与
え
る
移
民
法
改
正
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
長
官
が
ア
メ
リ
カ
国
内

(
川
町
)

の
労
働
力
需
要
の
多
寡
に
応
じ
て
、
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
を
選
別
し
入
国
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
雇
用
政
策
の
所
管
の
一

部
が
、
移
民
法
関
係
部
局
か
ら
労
働
(
法
)
関
係
部
局
へ
シ
フ
ト
し
た
の
で
あ
る
。

す
ぐ
に
労
働
(
法
)
関
係
部
局
に
政
策
関
与
の
具
体
的
機
会
が
や
っ
て
き
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
メ
キ
シ
コ
人
は
ア
メ
リ
カ
陸
軍
に

徴
兵
さ
れ
る
と
い
う
う
わ
さ
が
ア
メ
リ
カ
農
業
地
帯
に
流
布
し
た
。
こ
の
う
わ
さ
を
信
じ
て
一
時
帰
国
し
て
い
た
メ
キ
シ
コ
人
は
少
な
く
な

(
必
)

か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
大
戦
の
影
響
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
を
減
ら
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
農
業
労
働
力
の
貴
重
な
担
い

手
と
し
て
メ
キ
シ
コ
人
労
働
力
を
必
要
と
し
て
い
た
。
労
働
長
官
は
早
速
決
定
権
を
有
効
に
行
使
し
た
。
戦
時
短
期
労
働
力
需
要
を
充
た
す

と
い
う
目
的
で
、
大
量
の
メ
キ
シ
コ
人
を
ア
メ
リ
カ
へ
入
国
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
メ
キ
シ
コ
人
を
労
働
者
と
し
て
一
時
的
に
ア

メ
リ
カ
に
呼
び
戻
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

(
幻
)

メ
キ
シ
コ
人
を
必
要
と
し
た
合
衆
国
南
部
の
農
場
主
ら
は
、
法
の
改
正
に
前
後
し
て
労
働
者
調
達
団
体
な
る
も
の
を
組
織
し
た
。
た
と
え

ば
フ
レ
ズ
ノ
で
は
早
く
も
一
九
一
七
年
に
コ
5

0

0
も
の
農
場
主
ら
が
季
節
労
働
者
調
達
団
体
を
組
織
し
て
、
個
々
の
農
場
主
が
メ
キ
シ
コ

人
を
現
場
に
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
手
続
き
の
煩
わ
し
き
を
解
消
し
た
。

一
九
二
六
年
に
サ
ン
ヨ
ア
キ
ン
郡
農
業
労
働
局
が
こ
の
種
の
調
達
団
体
に
行
政
支
援
を
始
め
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
州
で

は
七
四
も
の
各
種
労
働
関
係
局
が
公
的
に
季
節
労
働
者
の
確
保
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
第
に
行
政
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
が
労
働
現
場

北法53(5・32)1210



に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
行
政
は
何
を
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
適
正
な
労
働
条
件
、
特
に
賃
金
水
準
の
監
督
の
た
め
に
労
働
者
調

サンクシヨンを通じて見た外閏人、雇用ルール、そして労働法(1)

達
団
体
に
介
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
行
政
の
介
入
は
後
に
別
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
。
一
九
一
二
0
年
代
の
最
低
賃
金

(
5
5
5
5明
白
)
は
度
肉
な
こ
と
に
労
働
者

の
生
活
水
準
に
満
た
な
い
ほ
ど
の
最
低
レ
ベ
ル
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
賃
金
水
準
の
向
上
を
目
的
に
労
働
現
場
で
ス
ト
ラ
イ
キ
が
頻

(
必
)

発
し
た
。
行
政
は
警
察
と
協
力
し
て
進
ん
で
ス
ト
抑
圧
に
と
り
か
か
っ
た
。
そ
れ
は
農
場
主
/
会
社
側
の
ス
ト
対
策
よ
り
も
強
行
だ
っ
た
。

行
政
は
雇
用
主
と
労
働
者
調
達
団
体
に
最
低
賃
金
を
守
ら
せ
る
の
が
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
最
低
基
準
の
上
昇
に
関
連
し
た
労
働
運
動
に
介
入

す
る
事
も
仕
事
の
一
つ
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
メ
キ
シ
コ
人
は
農
業
資
本
に
の
み
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
北
部
東
部
の
工
業
資
本
に
も
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
も
メ

キ
シ
コ
人
は
雇
用
の
供
給
弁
と
安
全
弁
と
し
て
の
役
割
の
他
に
、
白
人
労
働
運
動
を
抑
制
す
る
べ
く
白
人
労
働
者
の
ス
キ
ャ
ブ
と
し
て
の
役

(ω) 

割
を
再
度
期
待
さ
れ
た
。

そ
し
て
メ
キ
シ
コ
人
は
一
九
二
九
年
の
大
恐
慌
に
よ
っ
て
ひ
と
段
落
し
た
も
の
の
、

一
九
三
O
年
以
降
も
継
続
し
て
輸
入
さ
れ
た
。

合
衆
国
連
邦
議
会
は
メ
キ
シ
コ
人
の
出
稼
ぎ
と
帰
国
を
奨
励
す
る
一
方
で
、
合
衆
国
内
で
の
定
着
/
定
住
と
メ
キ
シ
コ
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

成
立
の
本
格
化
を
極
力
抑
制
す
る
よ
う
移
民
法
を
着
々
と
整
備
し
た
。

一
九
一
七
年
法
の
下
で
、
メ
キ
シ
コ
人
季
節
労
働
者
は
六
ヶ
月
限
り
の
入
国
滞
在
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
新
し
く
季
節

労
働
者
を
管
轄
す
る
労
働
長
官

(
5
5
3
ぇ

52)
は
、
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
に
払
う
べ
き
賃
金
の
二

O
%
を
移
民
局
令
官

E
E開
E
，

(
切
)

吾ロ
O
由
8
)
に
預
託
す
る
よ
う
雇
用
主
に
命
じ
た
。
こ
の
預
託
金
は
メ
キ
シ
コ
人
の
帰
国
旅
費
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

一
九
二
四
年
法
は
メ
キ
シ
コ
人
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
移
民
を
志
願
す
る
際
は
、
在
メ
キ
シ
コ
米
領
事
館
で
査
証
を
取
得
す
る
こ
と
を
義

北法53(5・33)1211 



説

務
付
け
た
。
だ
が
査
証
を
取
得
す
る
に
は
査
証
代
一

0
ド
ル
に
加
え
て
人
頭
税
八
ド
ル
が
必
要
だ
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
人
に
と
っ
て
は
重
い
金

銭
の
負
担
だ
っ
た
。
こ
う
な
る
と
メ
キ
シ
コ
人
は
移
民
志
願
を
見
合
わ
せ
る
他
な
く
、
せ
い
ぜ
い
短
期
契
約
労
働
を
目
的
に
合
衆
国
に
入
国

(
日
)

す
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
一
九
二
五
年
合
衆
国
連
邦
議
会
は
国
境
警
備
局
(
円
Z

C・m
-
Z
E
R
宮

g-)
を
制
度
化
す
る
法
案
を
可
決
し
た
。
国
境
警
備
局
は

メ
キ
シ
コ
、
カ
ナ
ダ
両
国
か
ら
の
不
法
入
国
者
の
取
締
り
を
目
的
と
す
る
政
府
機
関
だ
っ
た
。

北法53(5・34)1212

論

一
八
八
五
年
外
国
人
契
約
労
働
者
法
を
根
拠
に
、
入

国
手
続
の
際
に
合
衆
国
内
で
の
契
約
労
働
を
予
定
す
る
外
国
人
が
長
期
継
続
的
な
滞
在
に
な
り
そ
う
な
場
合
、
入
国
許
可
を
取
消
し
う
る
規

定
を
整
備
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
外
国
人
契
約
労
働
者
法
と
い
う
仏
に
魂
が
入
っ
た
と
も
言
え
る
。
た

だ
し
期
間
の
定
ま
っ
た
短
期
契
約
労
働
者
が
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
継
続
的
か
短
期
就
労
な
の
か
就
労
予
定
が

(
臼
)

明
ら
か
に
な
ら
な
く
て
も
査
証
の
不
備
な
ど
な
に
か
と
理
由
を
つ
け
て
入
国
許
可
を
取
消
さ
れ
る
外
国
人
は
多
か
っ
た
。

一
九
二
九
年
に
は
司
法
省
の
主
導
で
「
キ
ャ
ッ
チ
辺

(g円n
z
a
M
M
)
」
が
始
ま
っ
た
。

口
メ
キ
シ
コ
人
と
プ
ラ
セ
ロ
計
画
面
8
8
8
p
o
m
円
自
)

大
恐
慌
に
よ
っ
て
一
時
メ
キ
シ
コ
人
労
働
力
需
要
は
減
少
し
た
も
の
の
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
を
契
機
に
農
産
物
の
需
要
が
高
ま
っ

た
。
い
わ
ゆ
る
軍
需
景
気
が
始
ま
り
、
農
業
労
働
者
が
多
数
必
要
に
な
っ
た
が
、
国
内
労
働
者
は
多
数
が
徴
兵
さ
れ
軍
役
に
就
い
て
い
た
。

農
業
界
は
再
び
人
手
不
足
に
陥
り
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
を
求
め
始
め
た
。

メ
キ
シ
コ
政
府
は
、
外
貨
獲
得
の
た
め
自
由
労
働
者
の
移
動
に
当
初
制
限
を
加
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
が
過
去
に
ア

メ
リ
カ
で
冷
遇
さ
れ
た
経
緯
を
、
メ
キ
シ
コ
政
府
は
看
過
す
る
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
四
二
年
に
両
政
府
間
で
農
業
契
約
労

働
者
の
輸
入
に
関
す
る
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
が
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
で
あ
る
。



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1) 

ブ
ロ
セ
ロ
計
画
に
よ
る
労
働
者
は
移
民
で
は
な
く
、
契
約
労
働
者
と
し
て
入
国
す
る
。
従
っ
て
移
民
法
の
一
般
的
適
用
に
よ
る
人
頭
税
、

識
字
テ
ス
ト
は
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
外
国
人
契
約
労
働
者
法
の
適
用
も
除
外
さ
れ
た
。
労
働
者
は
メ
キ
シ
コ
人
の
成
人
男
子
に
限
ら
れ
る
。

使
用
者
は
合
衆
国
連
邦
政
府
で
あ
り
、
メ
キ
シ
コ
政
府
が
労
働
者
つ
ま
り
被
傭
者
の
代
表
機
関
で
あ
る
。
協
定
に
よ
り
メ
キ
シ
コ
政
府
は
メ

キ
シ
コ
人
労
働
者
を
調
達
し
合
衆
国
政
府
に
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
。
合
衆
国
連
邦
政
府
は
調
達
さ
れ
た
労
働
者
を
自
国
の
農
場
主
に
斡
旋
す
る

(
臼
)

役
割
を
負
う
。
事
実
上
の
使
用
者
で
あ
る
農
場
主
は
、
契
約
労
働
者
を
一
人
の
紹
介
に
つ
き
手
数
料
を
合
衆
国
連
邦
政
府
に
対
し
て
払
う
。

農
場
主
は
契
約
労
働
者
に
直
接
賃
金
を
払
う
。
な
お
賃
金
ほ
か
労
働
条
件
は
両
国
政
府
間
の
協
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
農
業
労
働
に
従
事

(
日
)

す
る
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
と
同
水
準
に
な
る
よ
う
最
低
基
準
が
定
め
ら
れ
た
。

合
衆
国
連
邦
議
会
は
こ
う
し
た
両
国
間
の
協
定
内
容
を
両
院
合
同
決
議
す

E
B
B
-
E
oロ
)
の
も
と
に
規
定
し
、
一
九
四
三
年
四
月
二

(
日
)

九
日
公
式
に
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
施
行
を
開
始
し
た
。
た
だ
し
こ
の
規
定
の
効
力
は
年
内
限
り
だ
っ
た
。
そ
の
間
労
働
力
不
足
の
事
態
が
好
転

(
日
)

す
る
は
ず
も
な
く
翌
一
九
四
四
年
以
降
も
両
院
合
同
決
議
に
基
づ
い
て
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
は
延
長
さ
れ
た
。

先
に
述
べ
た
一
九
一
七
年
制
定
の
労
働
長
官
に
よ
る
季
節
労
働
者
の
排
除
決
定
権
は
、
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
力
の
輸
入
に
好
都
合
だ
っ
た
。
労

働
省
労
働
長
官
が
合
衆
国
内
で
労
働
力
供
給
が
お
ぼ
つ
か
な
い
事
態
を
公
式
に
認
定
す
る
と
、
司
法
省
移
民
帰
化
局

(
E
E句
邑

g

g仏

zaZE--N邑
srznm一
塁
ω)
に
拠
る
こ
と
な
く
メ
キ
シ
コ
人
を
季
節
労
働
者
と
し
て
入
国
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
た
だ
し
ブ
ラ

セ
ロ
労
働
は
農
業
労
働
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
農
業
省
吾
n
U岳

E
5
2
2『
〉
宝

E
E
B
)
内
の
農
業
保
障
運
営
局

B
R
E
r
g
s

ュ
々
〉
含
冨
即
日

5
5
R
E〉
)
が
事
務
処
理
を
管
轄
し
た
。

メ
キ
シ
コ
政
府
は
契
約
期
間
中
の
労
働
者
の
住
居
、
移
動
、
食
料
、
医
療
、
賃
金
に
関
す
る
保
障
の
責
務
を
、
自
国
の
メ
キ
シ
コ
連
邦
労

働
法
を
根
拠
に
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
労
働
者
の
面
倒
を
み
た
の
は
ア
メ
リ
カ
側
だ
っ
た
。
国
境
近
く
の
メ
キ
シ
コ
国
内
の

ブ
ラ
セ
ロ
セ
ン
タ
ー
で
契
約
労
働
の
手
続
を
済
ま
せ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
側
合
衆
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
農
場
主
団
体
が
用
意
し
た
パ
ス
で
メ
キ

jヒ{去53(5・35)1213
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(
幻
)

シ
コ
人
労
働
者
は
合
衆
国
各
地
へ
送
ら
れ
た
。
各
人
の
到
着
先
は
農
場
主
が
用
意
し
た
受
け
入
れ
キ
ャ
ン
プ
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
キ
ャ
ン
プ

生
活
を
拠
点
に
、
労
働
者
た
ち
は
労
働
力
を
必
要
と
し
て
い
る
個
々
の
農
場
へ
配
分
さ
れ
た
。
労
働
者
は
農
業
労
働
以
外
の
分
野
で
働
く
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
キ
ャ
ン
プ
を
抜
け
出
し
た
労
働
者
に
は
退
去
強
制
と
い
う
処
分
が
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

北法53(5・36)1214

論

回
戦
後
ブ
ラ
セ
ロ
計
画

一
九
四
五
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
、
合
衆
国
の
成
人
男
性
の
復
員
は
す
す
ん
だ
が
、
復
員
先
は
必
ず
し
も
農
業
界
で
は
な
か
っ

た
。
農
業
界
の
労
働
力
は
依
然
と
し
て
不
足
し
て
い
た
。
両
国
政
府
は
一
九
四
七
年
一
二
月
三
二
日
を
も
っ
て
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
を
終
了
す
る

こ
と
で
合
意
し
て
い
た
。
だ
が
合
衆
国
南
部
の
農
場
主
ら
は
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
の
導
入
継
続
を
強
く
希
望
し
た
。
ア
メ
リ
カ
国
内
は
朝
鮮
半

島
の
情
勢
不
安
に
よ
っ
て
労
働
力
不
足
が
継
続
す
る
の
は
確
実
だ
っ
た
。
そ
こ
で
苦
肉
の
策
と
し
て
二
国
聞
の
行
政
協
定
を
根
拠
に
す
る
の

(
民
)

を
や
め
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
移
民
法
に
根
拠
を
変
え
て
引
き
続
き
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

だ
が
こ
の
戦
後
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
は
戦
前
の
そ
れ
と
は
違
い
、
連
邦
政
府
が
直
接
労
働
契
約
を
斡
旋
し
、
法
律
上
の
使
用
者
に
な
る
こ
と
は

な
く
な
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
政
府
も
労
働
契
約
に
直
接
関
与
し
な
く
な
っ
た
。
合
衆
国
の
農
場
主
は
メ
キ
シ
コ
圏
内
の
メ
キ
シ
コ
人
を
季
節
労

働
者
と
し
て
直
接
調
達
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

さ
ら
に
戦
後
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
で
は
農
場
主
が
合
衆
国
内
に
滞
留
す
る
資
格
外
の
メ
キ
シ
コ
人
を
季
節
労
働
者
と
み
な
し
て
調
達
す
る
こ
と

(ω) 

が
可
能
に
な
っ
た
。
農
場
主
が
就
労
資
格
の
な
い
不
法
入
国
者
を
雇
用
し
た
場
合
、
そ
の
不
法
労
働
者
は
ブ
ラ
セ
ロ
と
み
な
さ
れ
、
合
法
的

在
留
と
就
労
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
合
法
化
を
聞
き
つ
け
た
メ
キ
シ
コ
人
が
多
数
越
境
し
、
不
法
入
国
者
が
激
増
し
た
。
こ
の
時
期
す
べ

て
は
使
用
者
で
あ
る
農
場
主
が
移
民
労
働
の
合
法
不
法
を
事
実
上
決
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
境
付
近
の
移
民
帰
化
局

(
E
E
m
E
Z
E
B
R
H

(ω) 

メ
キ
シ
コ
政
府
の
意
向
を
無
視
し
て
国
境
を
開
放
し
、
農
業
労
働
者
の
流
入
を
助
け
た
。
移

Z
白
富
島
N

邑

g
p
z
n
m一
塁
ω)
地
区
局
は
、



民
帰
化
局
が
不
法
〈
移
民
〉
を
摘
発
し
な
い
限
り
、
彼
/
彼
女
ら
は
即
農
業
向
け
の
労
働
力
と
な
る
。
移
民
帰
化
局
は
戦
後
し
ば
ら
く
の
間

(
引
)

農
業
界
の
意
向
に
追
従
し
て
い
た
。
司
法
省
の
配
下
に
あ
る
移
民
帰
化
局
に
と
っ
て
メ
キ
シ
コ
人
は
よ
そ
の
管
轄
な
の
だ
っ
た
。
な
に
し
ろ

メ
キ
シ
コ
人
は
労
働
長
官
の
一
存
で
導
入
が
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
さ
す
が
に
両
国
政
府
は
不
干
渉
主
義
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
始
め
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
が
圏
外
に
流
出
し
、
合
衆
国
内
で
低
賃
金
と
人
種
差
別
的
処
遇
に
苦
し
む
状
況
は
再
び
メ
キ
シ
コ
政
府
の
懸
案
と

な
っ
た
。
合
衆
国
連
邦
政
府
は
不
法
〈
移
民
〉
の
急
増
に
対
す
る
規
制
と
、
季
節
農
業
向
け
労
働
力
の
公
正
な
確
保
を
同
時
に
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
農
場
主
た
る
使
用
者
た
ち
の
専
断
を
改
め
、
労
働
市
場
へ
の
介
入
を
始
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

(
位
)

つ
い
で
一
九
五
一
年

E
E
Z
R
F担
当
吋
∞
3

を
通
過
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

合
衆
国
連
邦
議
会
は
ま
ず
一
九
四
九
年
に
農
業
法
を
修
正
し
、

て
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
は
合
衆
国
政
府
が
再
度
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
立
法
内
容
は
再
び
二
国
間
政
府
協
定
と
な
り
、
戦
後
ブ
ラ
セ

ロ
計
画
の
相
当
期
間
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

四
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
問
題
点

E
P
H
E
W
E
-
H∞
=
は
メ
キ
シ
コ
人
労
働
力
の
調
達
を
再
び
政
府
が
代
行
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
と
は
い
え
使
用
者
の
経
済
的
負
担
は
小

さ
く
な
か
っ
た
。
農
場
主
ら
は
紹
介
手
数
料
や
支
払
保
障
が
付
い
た
比
較
的
高
め
の
政
府
規
定
の
最
低
賃
金
を
敬
遠
し
た
。
代
わ
り
に
協
定

以
外
の
就
労
資
格
の
な
い
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
を
違
法
雇
用
し
た
。
特
に
一
九
四
五
年
以
降
は
契
約
労
働
者
以
外
の
不
法
移
民
が
じ
わ
じ
わ

と
増
え
た
。
ブ
ラ
セ
ロ
の
選
考
に
も
れ
た
メ
キ
シ
コ
人
は
自
ら
越
境
し
て
キ
ャ
ン
プ
に
た
ど
り
つ
き
、
ブ
ロ
セ
ロ
に
な
り
す
ま
し
て
農
作
業

を
行
っ
た
。

一
九
五
一
年
合
衆
国
連
邦
議
会
は

E
E
σ
-
W
C者
吋
∞
z
の
他
に
、
移
民
法
修
正
法
案
を
可
決
し
た
。
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
不
法
入
国
者
の

北法53(5・37)1215
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規
制
に
乗
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
連
邦
議
会
は
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
を
違
法
雇
用
す
る
使
用
者
に
罰
則
を
課
す
制
度
を

検
討
し
た
。
だ
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
さ
す
が
に
立
法
に
至
ら
な
か
っ
た
。
か
え
っ
て
就
労
資
格
外
の
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
は
、
移

民
法
の
規
制
対
象
で
あ
る
蔵
匿
容

R
Z江
口
問
)
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
言
明
す
る
修
正
案
が
立
法
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
E

吋
問
沢
〉
∞

(
日
)

2
6〈
国
0
・
・
と
後
に
呼
ば
れ
る
修
正
条
項
で
あ
る
。

合
衆
国
連
邦
政
府
は
自
国
内
に
定
着
す
る
可
能
性
が
あ
る
不
法
移
民
の
規
制
に
熱
心
だ
っ
た
。
し
か
し
労
働
力
を
外
国
人
契
約
労
働
者
や

〈
移
民
〉
に
依
存
す
る
構
造
を
根
本
的
に
転
換
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
帰
国
を
前
提
と
す
る
限
り
、
建
前
上
は
農
業
季
節
労
働
者
の
導

入
制
度
に
問
題
は
な
か
っ
た
。
農
業
季
節
労
働
力
の
確
保
は
農
業
資
本
と
農
業
団
体
の
強
い
意
向
で
あ
り
、
政
府
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
。

あ
ま
つ
さ
え
連
邦
議
会
は
、
国
境
警
備
に
関
す
る
執
行
予
算
を
削
減
し
た
。
つ
ま
り
季
節
労
働
者
と
し
て
最
終
的
に
は
自
国
に
帰
る
メ
キ

(
似
)

シ
コ
人
な
の
だ
か
ら
、
入
国
前
に
国
境
で
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
を
事
実
上
や
め
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
不
法
入
国
者
が
増
え
た

場
合
は
特
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
編
成
さ
れ
た
。
ウ
ェ
ッ
ト
パ
ッ
ク
作
戦
(
者
2
σ
R
r
o官
E
C
O
ロ
)
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
作
戦
の
詳
細

論

は
第
二
章
第
一
節
で
後
述
し
よ
う
。

一
九
五
0
年
代
プ
ラ
セ
ロ
労
働
者
は
年
間
四
O
万
人
以
上
が
輸
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
戦
時
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
の
年
間
輸
入
数
の
実
に
一

O

(
白
山
)

倍
で
あ
っ
た
。

最
大
の
問
題
点
は
雇
用
の
場
、
す
な
わ
ち
労
働
市
場
に
お
け
る
不
正
の
放
置
で
あ
る
。
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
は
両
国
政
府
の
掌
管
事
業
だ
っ
た
。

し
か
し
政
府
機
関
を
仲
介
せ
ず
に
雇
用
さ
れ
た
不
法
入
国
者
は
、
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
た
。
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
は
合
衆
国

の
農
業
主
ら
の
み
な
ら
ず
、
メ
キ
シ
コ
人
ら
に
と
っ
て
も
現
実
的
な
法
の
抜
け
道
で
あ
り
、
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
継
続
は
不
法
入
国
者
へ
の
大

き
な
誘
因
と
な
っ
た
。
お
ま
け
に
使
用
者
側
は
叶
問
問
〉
ω
2
5〈
目
。
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
か
ら
違
法
雇
用
に
御
墨
付
き
を
得
た
も
同
然
だ
っ

た。

jヒ法53(5・38)1216



連
邦
政
府
の
不
法
移
民
規
制
と
は
別
に
プ
ラ
セ
ロ
計
画
に
反
対
し
た
の
は
、
数
少
な
い
ア
メ
リ
カ
農
業
労
働
者
団
体
を
中
心
と
す
る
組
合

グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

ブ
ラ
セ
ロ
協
定
に
よ
っ
て
使
用
者
は
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
に
対
し
て
、
合
衆
国
の
農
業
労
働
者
よ
り
低
い
賃
金
と
労
働
条
件
を
提
示
で
き
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
農
場
主
使
用
者
ら
が
農
業
労
働
界
全
体
の
労
働
条
件
の
向
上
を
圧
し
留
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
自
国

の
労
働
者
に
も
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
に
も
等
し
く
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
た
結
果
、
ア
メ
リ
カ
人
農
業
労
働
者
の
ブ
ラ
セ
ロ
に
対
す
る
反
発
は
大

(ω) 

き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

一
九
五
0
年
代
の
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
に
は
多
少
の
反
対
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
、
部
分
的
修
正
に
よ
っ
て
都
合
三
回
計
画
期
聞
が
延
長
さ
れ
た
。

し
か
し
一
九
六
0
年
代
に
な
る
と
プ
ラ
セ
ロ
計
画
に
対
す
る
批
判
が
か
な
り
強
ま
っ
た
。
こ
の
時
期
公
民
権
運
動
の
高
ま
り
は
、
外
国
人

の
劣
悪
・
な
契
約
労
働
に
対
す
る
圏
内
世
論
を
転
換
さ
せ
、
味
方
に
つ
け
た
。
農
業
団
体
と
し
て
は
代
替
労
働
力
の
確
保
に
目
途
が
つ
か
ず
、

熱
心
に
計
画
継
続
運
動
を
進
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
連
邦
議
会
は
六
ヶ
月
ず
つ
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
を
延
長
し
て
い
っ
た
が
、
次
第
に
延
長
反
対

派
が
主
導
権
を
握
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
も
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
は
収
穫
し
た
農
作
物
を
梱
包
す
る
機
械
作
業
へ
の
従
事
を
禁
じ
ら
れ
、
原
理

(
目
別
)

的
な
農
作
業
に
従
事
す
る
肉
体
労
働
者
で
あ
る
こ
と
が
議
会
で
確
認
さ
れ
た
。
あ
く
ま
で
農
業
界
の
人
手
不
足
を
補
う
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者

と
い
う
体
裁
を
整
え
な
け
れ
ば
、
計
画
延
長
が
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
四
年
一
一
一
月
末
に
最
終
延
長
期
間
が
満
了
し
、
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
は
一
九
六
五
年
移
民
法
改
正
に
あ
わ
せ
て
廃
止
さ
れ
た
。

国
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
(
同
自
主
与

2
8号
R
S『
)
の
規
制

戦
後
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
が
不
法
入
国
し
た
外
国
人
を
プ
ラ
セ
ロ
労
働
者
と
し
て
保
護
し
た
こ
と
は
、
こ
の
仕
組
み
に
目
を
つ
け
た
リ
ク
ル
ー

(
四
回
)

タ
1
の
動
き
を
活
発
化
さ
せ
た
。
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リ
ク
ル
ー
タ
l
ら
は
ブ
ラ
セ
ロ
セ
ン
タ
ー
に
代
わ
っ
て
、
農
場
主
た
ち
に
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
を
紹
介
し
、
在
米
メ
キ
シ
コ
人
を
全
米
各

地
に
移
動
さ
せ
、
か
つ
メ
キ
シ
コ
か
ら
合
衆
国
へ
メ
キ
シ
コ
人
を
送
り
込
ん
だ
。
リ
ク
ル
ー
タ
l
は
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
(
時
間

B

F

論

σ。円円。ロ門司白
n
g円
)
と
か
ク
ル
l
リ
ー
ダ
ー

(nEZg骨
片
)
と
称
さ
れ
て
い
た
。
労
働
省
(
宮

0
8
E
B
g
Z戸
釦
ぎ
『
)
の
試
算
で
は
、

(ω) 

六
O
年
当
時
全
米
で
五
0
0
0
人
か
ら
八
0
0
0
人
の
ク
ル
l
リ
ー
ダ
ー
が
存
在
し
た
と
い
う
。

農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
や
ク
ル

l
リ
ー
ダ
ー
ら
は
、
農
場
主
(
同

8
5『
)
に
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
を
有
料
で
紹
介
し
、
紹
介
料
を
得
る
。

農
繁
期
の
労
働
を
希
望
す
る
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
を
募
集
し
、
合
衆
国
の
各
農
場
へ
労
働
者
を
輸
送
し
、
労
働
者
と
農
場
主
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
代
行
す
る
の
で
あ
る
。
と
き
に
は
労
働
現
場
の
監
督
も
行
う
。
労
働
者
の
住
宅
や
キ
ャ
ン
プ
の
世
話
、
金
銭
の
貸
借
、
農
場
聞
の

(
初
)

移
動
や
帰
国
に
あ
た
っ
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
活
動
も
す
る
。

し
か
し
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
や
ク
ル
l
リ
ー
ダ
ー
ら
は
、
ま
め
に
世
話
役
を
引
き
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悪
評
の
高
い
存 九

北法53(5・40)1218

在
で
あ
っ
た
。

紹
介
し
た
労
働
者
を
ブ
ラ
セ
ロ
と
し
て
扱
わ
な
い
農
場
主
と
通
じ
て
、
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
や
ク
ル
l
リ
ー
ダ
ー
ら
は
農
場
主
か
ら

一
括
し
て
払
わ
れ
た
請
負
料
を
自
ら
の
懐
に
納
め
、
労
働
者
に
は
分
け
前
を
少
な
く
し
て
渡
す
。
他
方
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
と
し
て
扱
う
農
場

主
か
ら
賃
金
の
支
払
を
代
行
す
る
場
合
は
ピ
ン
ハ
ネ
を
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
種
の
中
間
搾
取
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

農
繁
期
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
全
米
各
地
で
様
々
で
あ
る
。
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
や
ク
ル
l
リ
ー
ダ
ー
ら
は
、
農
繁
期
の
労
働
力
需
要
に

あ
わ
せ
て
労
働
者
を
あ
る
州
か
ら
別
の
州
へ
移
動
さ
せ
る
際
、
労
働
者
と
農
場
主
双
方
か
ら
輸
送
費
用
を
徴
収
す
る
。
少
な
い
賃
金
か
ら
移

動
費
用
を
引
か
れ
て
債
務
奴
隷
に
な
る
労
働
者
の
多
数
は
立
場
の
弱
い
不
法
入
国
メ
キ
シ
コ
人
だ
っ
た
。

農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
や
ク
ル
i
リ
ー
ダ
ー
を
規
制
す
る
法
律
は
一
九
六
O
年
当
時
、
各
州
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
各
州
法

は
請
負
人
や
リ
ー
ダ
ー
を
登
録
し
、
請
負
活
動
を
ラ
イ
セ
ン
ス
化
す
る
と
と
も
に
、
請
負
人
や
リ
ー
ダ
ー
に
は
労
働
者
の
賃
金
か
ら
老
齢
保



(n) 

険
(
。
-
令
指

2
5
R
g
B
)
と
死
亡
保
険

(
E
E
S
Z
S
E
E
B
)
を
控
除
し
て
管
轄
行
政
庁
に
納
入
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

広な
域農かし
的業っか
に労たし
取働。農
り者州業
締へ労労
まの働働
る経行者
た済政供
め的は給
に虐対請
待応負
連をに人
邦防苦や
法止慮ク
レししル
ベ、て l
lレ社いリ
で会た l
の保。ダ
立障 l 
法制 は
的度 州
対ーの を
応履 ま
が行 た
必の が
要障 つ

に害 て
なを 活
つ除 動
たき し
。て

そ勢 い
の力 た
対を た
応の め
はば
ブし 各
ラつ 州
セつ の
ロあ 法
計る レ
画労 ベ
が働 ル
廃者で
止供 は
さ給 規
れ請 制
る負 効
前業 果
でを が

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

(η) 

曲
折
の
末
一
九
六
三
年
に
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法

q
R
B
F
$
2
n
g
g
n
g
宮
松
田
可
邑

g
〉

2
0ご
ま
ど
は
成
立
し
た
。

O
人
以
上
の
移
民
農
業
労
働
者
(
邑
開
B
昆
君
。
長
。
『
)
を
州
際
(
宮
田

g
E
m
)
で
有
料
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
者
は
合
衆
国
労
働
長
官
(
同
町
四

ω
2
8
E

(
ね
)

S
々
。
戸
島
宮
司
)
に
対
す
る
登
録
が
毎
年
義
務
付
け
ら
れ
る
。

(
九
)

農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
に
対
す
る
労
働
長
官
の
登
録
証
は
、
事
業
の
透
明
性
と
労
働
者
の
輸
送
の
安
全
性
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
労

(
お
)

働
条
件
の
不
正
な
改
寵
行
為
や
連
邦
規
則
違
反
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
登
録
が
抹
消
さ
れ
る
。

こ
の
法
律
は
登
録
を
奨
励
す
る
こ
と
は
出
来
た
が
、
違
法
な
請
負
業
自
体
を
規
制
出
来
る
か
は
不
明
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
同
法
は
故
意

ま
た
は
違
法
と
知
り
な
が
ら
各
項
目
に
違
反
し
た
者
に
は
、
五

0
0
ド
ル
を
超
え
な
い
金
銭
罰

3
5
)
を
与
え
る
と
し
か
罰
則
規
定
が
な

(
苅
)

か
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
行
為
が
法
の
義
務
違
反
に
該
当
し
て
、
ど
の
よ
う
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
が
適
用
さ
れ
る
の
か
不
明
で
あ
っ
た
。

移
民
農
業
労
働
者

(E喝
自
門
者
。
失
負
)
の
定
義
は
、
「
大
半
の
雇
用
が
農
業
に
あ
る
者
か
、
季
節
的
も
し
く
は
そ
の
他
一
時
的
で
あ
る
農

北法53(5・41)1219 

作
業
に
従
事
す
る
者
」
で
あ
っ
た
。

律
の
問
題
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
労
働
者
の
就
労
資
格
の
有
無
は
、
請
負
人
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
法



説

結
果
的
に
一
九
六
三
年
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
は
、
農
業
労
働
と
い
う
限
定
的
な
が
ら
も
重
要
な
領
域
に
お
け
る
〈
移
民
〉
の

(
作
)

入
国
お
よ
び
就
労
規
制
に
効
果
を
発
揮
し
な
か
っ
た
。
立
法
の
目
的
は
移
民
労
働
者
の
保
護
で
あ
っ
た
。
だ
が
立
法
経
過
を
み
る
限
り
、
同

北法53(5・42)1220

ヲl誌
面岡

法
は
労
働
者
保
護
策
よ
り
も
雇
用
政
策
的
な
機
能
が
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
農
業
労
働
者
の
供
給
ル

l
ト
の
確
保
を
妨
げ
る
よ
う
な

法
制
度
は
確
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

的
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
終
了
後
の
メ
キ
シ
コ
人
の
動
向

プ
ラ
セ
ロ
計
画
は
労
働
力
不
足
が
逼
迫
し
て
い
た
戦
時
下
の
対
処
策
で
あ
っ
た
。
だ
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
後
も
計
画
は
継
続
し
た
。

農
業
労
働
者
の
不
足
を
原
因
と
す
る
労
働
者
賃
金
の
上
昇
を
懸
念
す
る
農
業
界
の
意
向
が
大
き
く
影
響
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者

(
花
)

は
計
画
的
に
農
業
界
へ
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
る
か
ら
、
農
業
界
以
外
の
労
働
市
場
へ
の
影
響
は
無
い
は
ず
だ
っ
た
。

し
か
し
戦
後
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
継
続
は
他
方
で
不
法
入
国
者
の
伏
流
を
基
礎
付
け
る
役
割
を
果
た
し
た
。
不
法
入
国
者
は
統
計
上
の
事
実

が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
確
実
に
合
衆
国
の
労
働
市
場
へ
た
ど
り
着
い
た
。
し
か
も
農
業
労
働
に
限
ら
ず
、
工
場
労
働
や
都
市
部
サ
ー
ビ
ス
産
業

へ
も
流
入
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
年
を
追
う
ご
と
に
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
。

プ
ラ
セ
ロ
計
画
の
終
了
し
た
一
九
六
五
年
以
降
、
合
衆
国
内
で
は
受
入
れ
移
民
数
の
問
題
が
再
発
す
る
事
に
な
っ
た
。

(

乃

)

(

鈎

)

法
は
正
規
の
移
民
資
格
に
関
す
る
法
的
基
準
を
整
備
し
た
。
し
か
し
合
法
移
民
の
数
量
規
制
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
同
時
に
合
衆
国
内
の
不

法
移
民
も
こ
の
年
を
境
に
し
て
増
加
傾
向
を
見
せ
た
。
メ
キ
シ
コ
人
に
関
し
て
ニ
コ
ヲ
ん
ば
、
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
に
よ
っ
て
毎
年
入
国
し
て
い
た
人

数
に
相
当
す
る
分
が
、
確
実
に
不
法
越
境
者
に
な
る
運
命
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
農
業
界
に
は
雇
用
す
な
わ
ち
労
働
力
需
要
が
あ
り
、
農
業

界
以
外
の
産
業
全
体
に
し
て
も
工
業
化
が
進
ん
だ
全
米
各
地
で
労
働
力
は
全
般
的
に
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

移
民
の
受
入
れ
国
で
あ
る
合
衆
国
は
、
移
民
の
送
り
出
し
各
国
と
の
結
び
付
き
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
特
に
一
九
七
0
年
代
か
ら
一
九

一
九
六
五
年
移
民



八
0
年
代
に
か
け
て
、
低
賃
金
国
の
中
南
米
諸
国
、
特
に
隣
国
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
不
法
移
民
数
の
増
加
が
目
立
っ
た
。
当
時
メ
キ
シ
コ
は
、

対
外
債
務
の
増
大
、
囲
内
物
価
の
急
騰
、
失
業
率
の
上
昇
と
い
う
社
会
経
済
上
の
難
問
に
直
面
し
て
い
た
。
メ
キ
シ
コ
人
は
就
労
機
会
を
求

め
て
隣
国
で
あ
る
合
衆
国
に
不
法
入
国
し
た
。
だ
が
か
つ
て
の
ス
タ
イ
ル
、

つ
ま
り
必
ず
メ
キ
シ
コ
へ
戻
る
出
稼
ぎ
労
働
者
と
し
て
入
国
す

る
者
ば
か
り
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
季
節
労
働
に
固
執
し
た
自
国
還
流
型
移
民
の
ほ
か
に
、
二
国
聞
に
共
同
体
を
持
っ
て
両
地
を
行
き
来

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

す
る
往
復
(
∞
Z
E
m
)
型
移
民
や
合
衆
国
国
内
で
の
共
同
体
を
ベ

i
ス
に
出
身
国
を
訪
問
す
る
「
定
着
」
型
移
民
と
い
う
よ
う
な
ス
タ
イ
ル

(
別
)

が
出
現
し
始
め
た
。
〈
移
民
〉
の
多
種
多
様
化
が
ま
す
ま
す
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
伏
流
は
単
身
の
男
性
の
み
な

(

門

出

)

ら
ず
女
性
子
供
を
多
数
含
む
家
族
集
団
の
両
方
向
的
な
越
境
さ
え
を
も
誘
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
不
法
入
国
者
数
が
増
加
し
、
な
ん
ら
か
の
不
法
も
し
く
は
不
公
正
と
い
う
属
性
を
備
え
た
〈
移
民
〉
が
参
入
す
る
労
働
市
場
が

そ
れ
な
り
に
恒
常
性
を
保
ち
、
し
か
も
そ
の
〈
移
民
〉
の
存
在
規
模
が
決
し
て
無
視
で
き
な
い
よ
う
な
市
場
構
図
が
形
成
さ
れ
る
の
が
一
九

七
0
年
代
な
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
傾
向
は
、
個
別
法
制
を
備
え
た
農
業
界
以
外
の
産
業
全
般
で
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
の
〈
移
民
〉
参
入
許
容
モ
デ
ル
不
法
も
し
く
は
不
公
正
の
黙
認
l
と
で
も
吾
一
口
う
べ
き
合
衆
国
労
働
市
場
全
体
に
対
し
て
、
連
邦
政
府

が
ど
の
よ
う
な
法
政
策
を
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
次
節
で
検
証
す
る
。

第
二
節

行
政
制
裁
制
度
の
誕
生
と
導
入

行
政
制
裁
誕
生
の
経
緯

北法53(5・43)1221



説

付
ア
メ
リ
カ
社
会
の
認
識

E
E
E
n
E宅
吋
∞
3

の
成
立
以
降
、

ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
〈
移
民
〉
に
纏
わ
る
不
法
入
園
、
資
格
外
雇
用
が
徐
々
に
増
え
、
問
題
に
な
り
つ

町一
日岡

つ
あ
っ
た
。

一
九
六
五
年
移
民
法
の
立
法
後
、
合
衆
国
連
邦
議
会
内
の
各
委
員
会
お
よ
び
各
小
委
員
会
は
、
不
法
入
国
問
題
に
つ
い
て
の
対
処
策
を
議

論
し
始
め
た
。
一
九
六
五
年
法
は
合
法
移
民
に
関
す
る
規
定
を
新
た
に
定
め
た
も
の
で
、
〈
移
民
〉
す
な
わ
ち
法
に
よ
ら
な
い
移
民
に
関
し

て
は
、
従
来
の
一
九
五
二
年
移
民
法
の
効
力
が
継
続
し
て
い
た
。
つ
ま
り

4
m×
〉
∞
耳
N
O〈
冒
。
と
い
う
制
度
が
、
雇
用
主
の
す
る
就
労
資

格
の
な
い
外
国
人
の
雇
用
行
為
を
黙
認
し
、
同
時
に
メ
キ
シ
コ
人
を
中
心
と
す
る
外
国
人
に
入
国
お
よ
び
短
期
労
働
へ
の
参
入
を
も
支
援
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
社
会
の
雇
用
意
識
な
る
も
の
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
九
六
0
年
代
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
は
、
雇
用
に
関
す
る
二
つ
の
重
要
な
価
値
規
範
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
現
在
も
形
を
か
え
て
命
脈
を

保
っ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
E

由
自
立
♀
百
四
忠
良
三

--zと
い
う
法
規
範
で
あ
る
。
随
意
的
雇
用
の
原
則
と
か
、
あ
る
い
は
直
裁
に
解
約
自
由
の
雇
用
契
約

(
幻
)

と
か
雇
用
(
終
了
)
自
由
の
法
理
と
解
さ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
こ
ろ
確
立
さ
れ
た
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
原
別
で
あ
る
。
雇
用
関
係
は
随
意

的

富

三

5
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
使
用
者
は
採
用
も
解
雇
も
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
労
働
者
は
い
つ
で
も
雇
用
契
約
を
解
除
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
解
雇
に
関
し
て
は
特
別
な
現
代
的
修
正
を
受
け
て
い
る
が
、
労
働
者
の
採
用
過
程
に
関
し
て
は
そ

(
似
)

の
ま
ま
適
用
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
雇
用
主
は
誰
を
雇
お
う
と
自
由
で
あ
る
し
、
誰
か
を
雇
わ
な
い
の
も
自
由
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
価
値
規
範
は
、
外
国
人
に
向
け
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
認
識
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ

北法53(5・44)1222



て
の
外
国
人
の
一
雇
用
の
自
由
で
あ
る
。
誰
を
採
用
す
る
の
も
雇
用
主
の
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
が
外
国
人
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
構
わ
な
い
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
随
意
的
雇
用
の
原
則
に
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
認
識
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
留
保
は
あ
れ
ど
も
、
〈
外
国
人
を
雇
用
す
る
こ
と
は
違
法
で
は
な
い
〉
と
い
う
合
衆
国
の
共
通
認
識
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
と
い
う
土
地
で
誰
が
外
国
人
な
の
か
、
ど
の
外
国
人
に
合
衆
国
内
で
の
就
労
資
格
が
あ
る
の
か
は
、
移
民
法
が
扱
う
べ
き
問
題
で

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

あ
っ
て
雇
用
主
の
問
題
で
は
な
い
。
だ
か
ら
〈
外
国
人
を
雇
用
す
る
こ
と
は
違
法
で
は
な
い
〉
と
い
う
認
識
は
〈
就
労
資
格
を
欠
く
労
働
者

の
雇
用
の
正
悪
を
使
用
者
だ
け
の
責
任
問
題
に
す
べ
き
で
な
い
〉
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
事
実
、
雇
用
に
際
し
て
就
労
資
格
の
有

無
を
問
題
に
す
べ
き
使
用
者
の
規
範
意
識
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
不
法
就
労
に
関
与
す
る
外
国
人
は
増
加
し
続
け
、
使
用
者
側
に
抑
制
が
働
い

て
い
な
い
の
は
明
白
だ
っ
た
。

外
国
人
労
働
者
へ
の
認
識
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
建
国
当
初
か
ら
の
移
民
立
国
の
理
念
が
反
映
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は

宗
教
上
の
平
等
、
公
平
と
い
う
観
念
も
多
少
関
係
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
六
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
は
反
差
別
、
反
人
種
主
義
の

ム
l
ブ
メ
ン
ト
の
影
響
な
し
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
規
範
意
識
の
由
来
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
二
つ
の
価
値
規
範
は
不
法
就
労
に
関
し
て
、
雇
用
主
が
〈
悪

い
こ
と
は
し
て
い
な
い
〉
と
い
う
帰
結
を
生
む
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
新
し
く
外
国
人
一
雇
用
の
規
制
管
理
を
法
制
化
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
規
範
と
折
り
合
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同

時
に
新
し
い
法
制
度
は
、
雇
用
主
の
規
範
意
識
を
矯
正
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
多
く
の
障
害
と
困
難
が
幾
重
に
も
予
想
さ

(
応
)

れ
る
。当
節
で
は
労
働
市
場
に
お
け
る
〈
移
民
〉
の
規
制
管
理
の
構
想
と
制
度
化
、

つ
ま
り
労
働
市
場
法
制
の
構
築
に
、
雇
用
主
の
規
範
意
識
と

先
の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
を
試
論
す
る
。
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説

ω行
政
制
裁
と
い
う
形
式

戦
後
プ
ラ
セ
ロ
計
画
の
終
了
に
前
後
し
て
連
邦
政
府
は
、
不
法
入
園
、
お
よ
び
資
格
外
雇
用
す
な
わ
ち
つ
ま
り
合
衆
国
内
で
就
労
が
法
律

上
許
さ
れ
て
な
い
労
働
者
を
雇
用
す
る
行
為
を
宥
恕
し
な
い
方
針
を
表
明
し
た
。
〈
移
民
〉
の
規
制
の
た
め
に
連
邦
議
会
は
一
雇
用
主
A

懲
罰
〉

制
度
の
導
入
を
再
度
検
討
し
始
め
た
。

ミ手也
ロ醐

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
(
伺
5
1
0
3『
∞

g
g
g
)
と
は
違
法
な
雇
用
に
加
担
す
る
使
用
者
に
処
罰
を
与
え
る
制
度
で
あ
る
。
実
際
の
処
分

あ
る
い
は
予
想
さ
れ
る
処
罰
の
も
つ
抑
止
力
に
よ
っ
て
、
使
用
者
の
非
合
法
な
雇
用
行
動
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
減
ら
し
、
結
果
的
に
違
法

な
雇
用
を
防
止
す
る
制
度
で
あ
る
。

*
E
m
B
1♀
0
2
B
a
oロ
=
を
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
訳
す
こ
と
に
つ
い
て
再
言
し
て
お
く
。

ま
ず
労
働
法
で
は

Em目
立
。
百
円
3

を
使
用
者
と
置
き
直
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
の
ち
に
連
邦
法
が
制
定
す
る
一

九
八
六
年
法
が
、
直
接
の
使
用
者
に
限
ら
ず
代
理
人
、
紹
介
入
、
も
し
く
は
斡
旋
人
へ
も
規
制
枠
を
広
げ
た
こ
と
か
ら
、
広
義
の
使
用

者
を
総
称
し
て
「
雇
用
主
」
と
す
る
。

次
は
E
∞
g
a
o
R・
で
あ
る
。
定
訳
は
制
裁
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
序
章
お
よ
び
本
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
で
は
か

雇
用
犯
。
に
刑
事
制
裁
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
単
な
る
金
銭
上
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
と
ど
ま
ら
な
い
刑
事
的
機
能
と
手
続
的
規
制

が
、
す
で
に
一
九
五
二
年
移
民
法
に
お
け
る
雇
用
主
の
「
蔵
匿
」
行
為
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
次
節
以
下
で
明
ら
か
に
さ
れ
る

E
m
B
1
a
R
E
H色
。
ロ
ョ
の
立
法
過
程
は
、
刑
事
罰
に
よ
る
抑
止
を
議
論
し
、
実
際
に
法
案
に
も
刑
事
罰
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。

た
だ
し
一
九
八
六
年
に
制
定
さ
れ
た

Em自
立
♀
R
E
M
n
C
O
R
・
は
、
そ
の
刑
事
罰
機
能
が
弱
め
ら
れ
、
行
政
罰
と
し
て
の
「
行
政
制
裁
」

が
主
機
能
と
な
っ
た
。
本
稿
は
立
法
過
程
の
経
緯
と
弱
め
ら
れ
た
と
は
い
え
残
存
す
る
刑
事
的
機
能
を
汲
み
、

J
S
2
5ロ
z
を
括
弧
っ

き
の
〈
懲
罰
〉
と
言
い
当
て
る
こ
と
に
し
、

E
O
B
立
。
ヨ

Z
E
8
8
3
を
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
呼
ぶ
。
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、，そして労働法(1)

こ
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
戦
後
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
期
間
中
に
幾
度
と
な
く
立
法
化
の
動
き
が
あ
っ
た
が
、
使
用
者
側
す
な
わ
ち
農
業
界

を
中
心
と
す
る
産
業
界
全
体
に
大
き
な
反
感
と
反
対
運
動
を
巻
き
起
こ
し
、
結
局
法
案
は
廃
案
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
同
制
度
は
雇
用
主

の
伝
統
的
な
採
用
の
自
由
を
奪
い
、
労
働
コ
ス
ト
の
縮
減
努
力
を
蔑
ろ
に
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、
使
用
者
側
に
経
済
的
負
担
を
強
い
る
分
、

使
用
者
の
乳
擦
を
高
め
て
懲
罰
制
度
法
案
の
反
対
勢
力
を
大
き
く
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

だ
が
使
用
者
側
の
反
発
の
理
由
は
経
済
的
負
担
だ
け
で
は
な
い
。

(
総
)

も
う
一
つ
の
理
由
が
先
程
の
法
規
範
で
あ
り
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
一
つ
は
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
非
労
働
法
的
な
土
壌
と
い
え
る
。
ア
メ

リ
カ
法
文
化
と
い
う
土
壌
に
お
い
て
、
雇
用
の
問
題
は
一
般
的
に
労
使
間
で
解
決
す
べ
き
労
使
自
治
の
問
題
で
あ
っ
た
。
同
時
に
雇
用
は
充

(
幻
)

分
に
私
的
な
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
、
伝
統
的
に
国
家
と
行
政
の
介
入
事
項
で
は
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
社
会
的
土
壌
の
中
で
使
用
者
が
自
ら
に
不
利
益
な
規
制
介
入
を
歓
迎
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
使
用
者
ら
の
思
惑
の

み
な
ら
ず
、
社
会
全
体
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
が
、
個
人
の
自
由
と
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
市
場
原
理
を
強
く
信
奉
し
て
い
る
。
社
会
民
主
的
な
色

彩
の
強
い
労
働
保
護
規
制
を
導
入
す
る
に
は
当
然
根
強
い
慎
重
論
が
対
抗
し
て
く
る
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
単
に
外
国
人
労
働
の
警
察
的
取
締
り
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
私
的
自
治
問
題
へ
の
国
家
行
政

の
介
入
と
み
な
さ
れ
、
使
用
者
を
始
め
社
会
全
体
の
反
発
を
招
く
の
は
必
主
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
国
家
行
政
は
労
働
市
場
の
監
督
者
と
し

て
の
立
場
か
ら
、
市
場
に
お
け
る
契
約
締
結
行
動
や
契
約
履
行
の
公
正
さ

(Egog)
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
な
市
場
ル

l
ル
の
管
理
を
行

う
と
い
う
体
裁
を
採
ら
な
け
れ
ば
使
用
者
ら
の
理
解
は
得
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
の
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
骨
格
に
行
政
制
裁
を
据
え
る
こ
と
だ
っ
た
。

な
ぜ
立
法
府
は
行
政
制
裁
を
志
向
し
た
の
か
。
行
政
制
裁
な
ら
ば
使
用
者
の
理
解
と
と
も
に
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
成
立
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
行
政
制
裁
は
警
察
型
取
締
り
規
制
と
い
う
手
法
で
は
な
く
、
市
場
管
理
型
の
統
制
方
法
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
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説

日
行
政
制
裁
の
誕
生
と
労
働
市
場

*
 

行
政
制
裁

(nE-
岡
山
口
町
¥
己
忌
宮

E
S
¥
ロ〈』

-SEa-uo口問
-Q)
は
ア
メ
リ
カ
法
上
、
行
政
法
令
上
行
為
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
の
履
行

を
促
し
、
か
つ
行
為
義
務
違
反
者
に
は
司
法
手
続

C
Z
e
n
-包
唱

5
8
g
)
に
よ
る
金
銭
罰
を
与
え
る
こ
と
で
行
政
上
の
秩
序
と
正
統
性
を
回

(

印

閃

)

復
維
持
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。

*
丘
三
回
出
向

¥n-三
宮
口
巳
q
¥
n
F
i
-
B
g
a
H
M伺
E-々
を
日
本
で
は
民
事
的
課
徴
金
、
民
事
的
懲
罰
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
シ
ピ

論

ル
の
意
義
は
、
行
政
庁
が
独
自
に
制
裁
の
履
行
権
限
を
持
っ
て
い
な
い
点
に
由
来
す
る
。
行
政
庁
と
い
え
ど
も
一
個
の
私
人
と
し
て
民

事
訴
訟
(
制
裁
金
支
払
訴
訟
も
し
く
は
制
裁
金
支
払
命
令
請
求
訴
訟
)
の
確
認
を
経
な
い
と
制
裁
の
履
行
つ
ま
り
金
銭
の
徴
収
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
同
時
に
陪
審
制
に
頼
ら
な
い
手
続
過
程
を
シ
ピ
ル
が
体
言
す
る
側
面
も
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
は
こ
れ
ら
の
点
を
理
解

し
、
訴
訟
体
系
の
特
徴
を
用
語
に
込
め
て
民
事
的
課
徴
金
、
民
事
的
懲
罰
と
呼
び
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
私
は
本
稿
で
民
事
な
る
用
語
を
、
ロ
〈
巳
片
山
口
町
¥
丘
三
宮
口
色
々

¥
n
F
i
-
5
0ロ
弔
問
M何
回
色
々
に
あ
て
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
。

第
一
に
、
公
権
力
の
担
い
手
で
あ
る
行
政
当
局
と
そ
の
執
行
権
能
に
対
し
て
民
事
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
、
日
本
で
は
誤
解
と
混
乱

を
招
き
か
ね
な
い
。
第
二
に
、

a£
s
s
a
-
u
oロ
色
々
は
結
局
の
と
こ
ろ
行
政
庁
の
行
使
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
で
あ
り
、
私
人
間
の
紛

争
処
理
と
は
お
お
よ
そ
異
な
る
性
質
の
丘
三
戸

B
8
4
で
あ
る
。

本
稿
は
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
へ
の
公
権
力
/
行
政
庁
の
介
入
と
い
う
機
能
に
着
目
し
、
雇
一
用
ル

l
ル
違
反
に
対
す
る
行
政
庁
の
制

裁
を
追
求
す
る
手
前
、
行
政
を
わ
か
り
や
す
く
打
ち
出
す
の
が
好
都
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
語
群
を
独
自
に
「
行
政
制
裁
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
ア
メ
リ
カ
に
は
「
邑
邑
巳
奇
邑
高
官

E
S
(行
政
的
課
徴
金
)
」
と
い
う
に
よ
る
行
政
庁
の
自
力
執
行
に
極

(
約
)

力
類
似
し
た
制
裁
金
徴
収
シ
ス
テ
ム
が
別
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
の
行
政
制
裁
と
は
性
格
が
異
な
る
。
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行
政
制
裁
は
、

一
九
七
0
年
代
に
突
如
開
発
さ
れ
た
労
働
市
場
の
規
制
管
理
手
段
で
は
な
い
し
、
雇
用
政
策
の
支
援
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
で
も

サンクションを通じて見た外岡入、雇用ルール、そして労働法(1)

な
い
。
行
政
制
裁
は
遡
れ
ば
お
よ
そ
七
O
年
に
わ
た
る
伝
統
を
も
っ
た
、
古
典
的
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
起
源
を

た
ど
る
と
、
行
政
制
裁
は
誕
生
の
時
点
か
ら
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
と
〈
移
民
〉
の
双
方
に
つ
な
が
り
が
深
い
制
度
な
の
で
あ
る
。

行
政
制
裁
は
一
九
O
三
年
連
邦
移
民
法
で
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
た
。
行
政
制
裁
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
制
定
さ
れ
、
運
用
が
始
ま
っ
た
の

か
。
再
び
一
九
世
紀
末
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
移
民
政
策
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

合
衆
国
が
移
民
に
関
し
て
開
放
政
策
を
採
り
続
け
た
一
八
七
五
年
ま
で
は
、
移
民
を
上
陸
さ
せ
る
大
き
な
港
湾
施
設
を
持
つ
各
州
の
州
法

が
移
民
の
監
察
に
関
す
る
諸
規
定
を
整
備
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
や
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
で
は
移
民
を
輸
送
し
た
船
舶
の
船

(
卯
)

長
に
乗
客
の
職
業
、
年
齢
、
健
康
状
態
に
関
す
る
報
告
を
義
務
付
け
て
い
た
。
合
衆
国
に
辿
り
着
く
頃
に
は
新
移
民
ら
は
船
旅
で
消
耗
し
て

お
り
、
州
政
府
は
そ
の
応
対
に
少
な
か
ら
ぬ
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
別
に
報
告
を
必
要
と
す
る
理
由
が
あ
っ
た
。
渡
航
客
が
次
第
に
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移

民
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
多
少
の
危
慎
が
州
議
会
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
側
の
国
民
感
情
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
両
州
議
会

(
引
)

は
移
民
乗
客
の
搬
送
、
上
陸
に
つ
い
て
船
舶
の
船
長
に
人
頭
税
を
課
す
法
案
を
準
備
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
通
過
さ
せ
た
。

一
八
七
五
年
に
な
る
と
連
邦
議
会
が
移
民
に
関
す
る
包
括
規
定
の
制
定
に
乗
り
出
し
始
め
た
。
当
時
の
リ
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
影
響
し
て
か
連

邦
議
会
は
移
民
開
放
政
策
を
修
正
し
、
入
国
拒
否
事
由
に
基
づ
く
移
住
民
の
選
別
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
七
五
年
法
は
主
に
中
国
の

(
幻
)

出
身
者
が
多
か
っ
た
売
春
婦
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
出
身
の
前
科
者
を
入
国
拒
否
対
象
者
と
定
め
た
。
続
け
て
一
八
八
二
年
に
は
公
の
負
担

(
m
m
)
 

(宮
σ
z
n
n
z
R明
白
)
に
な
り
そ
う
な
者
(
こ
れ
は
後
に
貧
困
者
、
忌
ま
わ
し
い
な
い
し
危
険
な
伝
染
病
を
持
つ
者
、
他
人
の
援
助
を
受
け
て

(
似
)

い
る
者
と
特
定
さ
れ
た
)
、
一
八
八
七
年
に
は
短
期
契
約
労
働
者
、
そ
し
て
一
九
O
三
年
に
は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
が
連
邦
移
民
法
の
入
国
拒
否

北法53(5・49)1227



説

(
M
m
)
 

事
由
の
該
当
者
と
し
て
加
え
ら
れ
た
。

論

こ
の
間
合
衆
国
に
入
国
し
て
き
た
外
国
人
に
は
連
邦
法
に
根
拠
を
移
し
つ
つ
人
頭
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
O
三
年
法
は
外

*
 

国
人
を
合
衆
国
に
輸
送
し
た
船
舶
に
リ
l
エ
ン
を
謀
し
、
そ
の
リ
!
エ
ン
は
船
舶
の
所
有
者
に
対
し
て
合
衆
国
連
邦
政
府
が
有
す
る
債
権
に

(
川
町
)

な
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

は
こ
の
場
合
人
頭
税
の
徴
収
を
容
易
に
す
る
た
め
に
船
舶
に
課
せ
ら
れ
た
一
種
の
金
銭
的
な
担
保
権
で
あ
る
。
制

(
釘
)

定
法
で
は
リ

l
エ
ン
が
物
権
上
の
先
取
特
権
や
留
置
権
か
ら
債
権
上
の
そ
れ
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
が
あ
る
。
合
衆
国
は
輸
送
乗
客
分

の
人
頭
税
を
船
舶
か
ら
一
括
し
て
徴
収
し
、
船
会
社
は
運
賃
に
人
頭
税
を
含
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

*
リ
l
エ
ン

(巴

g)

人
頭
税
と
の
絡
み
で
各
船
舶
は
移
民
審
査
官
に
乗
客
の
氏
名
、
年
齢
、
性
別
そ
の
他
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
事
項
を
リ
ス
ト
(
ロ
主
と
し
て

(
関
)

提
出
す
る
か
、
宣
誓

(
S
B
5
5
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
た
船
舶
の
長
は
入
港
地
の
関
税
徴
収
官

(gロ
R円
2
丘町
Eg

(
卯
)

SBm)
に
一
外
国
人
の
違
反
に
つ
き
一

0
ド
ル
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

入
国
拒
否
対
象
者
の
う
ち
、
忌
避
す
べ
き

(
-
S
P
E
B白
)
も
し
く
は
危
険
な
(
仏
言
明
白
8
5
)
伝
染
性
疾
患
者
で
あ
る
外
国
人
を
入
国
さ

せ
よ
う
と
し
た
船
舶
を
発
見
し
た
場
合
、
関
税
徴
収
官
は
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
一
外
国
人
毎
に
一

0
ド
ル
を
徴
収
し
、
徴
収
が
完
了
し
な

(
削
)

い
聞
は
当
該
船
舶
の
出
港
許
可
証

(
n
W
R
E
R
官
官
同
)
を
船
舶
に
発
行
し
な
い
旨
を
規
定
し
た
。

一
九

O
三
年
法
は
さ
ら
に
入
国
拒
否
事
項
に
該
当
す
る
人
物
の
上
陸
お
よ
び
入
国
に
加
担
す
る
者
の
責
任
を
規
定
し
た
。
同
法
第
四
条
は

次
の
よ
う
な
規
定
だ
っ
た
。

品
開
。
・
ム
・
吋

E
Z
Z
V色
Z
E
S
t
ξ
p
=
0
2
5
uよ
n
a
g
-
n
O
B吉
岡

q-
同福岡

S
2国
F
G・
2

8号。『白
c
o
p
g
g司
自
自
由

2
g
z
a
8
2
m
p
円
。
宮
町
宮
三
宮
町
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tr叩 sportationor in組 yway to assist or encourage the importation or immigration of any alien into the United States， in 

pursuance of any offer， solicitation， promise， or agreement， parole or special， expressed or implied， made previous to the 
(豆)

importation of such alien to perform labor or service of any kind， skilled or unskilled， in the United States." 
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対~ll!!:延長141引"，r-Qg宿直よJ-.:J¥Jll!!:士道線同様宝村G吋小ぷ曜{)!;!-'Jぷ(¥.{..!O 

“SEC.5. That for巴veryviolation of叩 yof the provisions of section four of this Act the person， company， partnership， or 

corporation violating the same， by knowingly assisting，巴ncouraging，or so¥iciting the migration or importation of any kind by 

reason of any offer， so¥icitation， promise， or agreement， express or imp¥ied， parole or special， to or with such alien shal1 forfeit 

and pay for every such offense the sum of one thousand dollars， which may be sue for and recovered by the United States， or by 

any person who shal1 first bring his action therefore in his own name and for his own benefit， including叩 ysuch alien thus 

E
N
N
【
(
【
旧
・
出
)
的
回
以
品
科

promised labor or service of any kind as aforesaid， as debts of like amount are now recovered in the courts of the United States; 

and separate any kind as aforesaid. And it shall be th巴dutyof the district attom巴Yof the proper district to prosecute every such 
(Sl) 

suit when brought by the United States." 
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円
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窓
氷
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説

同
条
に
よ
れ
ば
、
前
第
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
違
法
な
引
受
代
金
の
没
収
(
守
岡
崎
岳
)
に
処
さ
れ
、
加
え
て
一
違
反
毎
に
一

0
0

0
ド
ル
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。
違
法
な
航
送
に
加
担
し
た
船
会
社
の
運
賃
収
入
が
徴
収
官
の
没
収
対
象
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
リ
ス
ト
提
出
違
反
や
宣
誓
違
反
と
違
っ
て
、
違
反
者
が
関
税
徴
収
官
に
支
払
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
の
問
出
港
許
可
証
の

発
行
や
、
船
舶
の
繋
留
料
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
法
律
の
規
定
は
、
合
衆
国
が
違
反
者
に
対
し
て
民
事
訴
訟
を
提
起

(
問
)

し
、
そ
の
終
局
を
ま
っ
て
徴
収
が
可
能
に
な
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
所
轄
の
地
区
検
事
宇
佐
E
2
皇
0
3
4
)
は
合
衆
国
が
提
起
す
る

(
似
)

訴
訟
の
検
察
官
と
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
民
事
訴
訟
を
必
要
と
す
る
金
銭
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
規
定
し
た
一
九
O
三
年
移
民
法
第
五
条
が
行
政
制
裁
の
原
形
守
口
包
ロ
)
で
あ
る
。

北法53(5・52)1230

論

移
民
法
の
経
緯
を
み
る
と
、
州
法
の
レ
ベ
ル
で
は
移
民
上
陸
に
関
す
る
州
政
府
の
コ
ス
ト
の
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
て
、
移
民
の
搬
送
責

任
者
へ
の
課
税
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
二

O
世
紀
連
邦
法
の
レ
ベ
ル
で
も
目
的
税
の
徴
収
と
い
う
機
能
は
残
存
し
て
い
た
。
連
邦
政
府
に
徴

(
問
)

収
さ
れ
た
人
頭
税
は
移
民
基
金

(
E
E
m
E
S
D
P
E
)
に
算
入
さ
れ
、
財
務
長
官
の
監
督
の
下
で
、
移
民
行
政
の
運
営
資
金
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ

O
世
紀
連
邦
法
の
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
金
銭
徴
収
は
連
邦
政
府
の
コ
ス
ト
負
担
の
み
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
た
。
当
時
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
大
統
領
で
あ
っ
た
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
(
忌
属
。

E
B
m
gぉ
az)
は
新
た
に
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
を
推
進
し
、
建
国
の
理
念
を

部
分
的
に
修
正
し
、
公
共
性
に
基
づ
く
選
民
を
開
始
す
る
た
め
の
移
民
法
を
求
め
た
。
そ
し
て
連
邦
議
会
は
、
こ
の
方
針
に
適
う
よ
う
な
移

民
法
を
策
定
し
、
執
行
/
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

(
S
F
B
m
B
B同
)
を
確
実
に
す
る
た
め
に
特
別
な
金
銭
罰
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
課
税

的
コ
ス
ト
負
担
か
ら
ル

l
ル
違
反
の
懲
罰
/
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
へ
目
的
が
推
移
し
た
と
き
、
行
政
制
裁
が
誕
生
し
た
と
言
え
る
。
た
だ
こ
の
場

合
ル

l
ル
は
あ
く
ま
で
も
主
と
し
て
入
国
に
関
す
る
も
の
で
、
労
働
市
場
に
関
す
る
も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
。

一
九
O
三
年
移
民
法
第
五
条
は
入
国
拒
否
事
項
に
該
当
す
る
人
物
の
入
国
や
上
陸
に
加
担
す
る
者
へ
の
金
銭
的
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
定
め
た
が
、



当
時
は
自
由
放
任
主
義
の
風
潮
も
残
っ
て
お
り
、
移
民
の
到
来
を
援
助
す
る
こ
と
自
体
は
決
し
て
答
め
ら
れ
る
べ
き
事
で
は
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
連
邦
議
会
は
周
到
に
違
反
行
為
を
規
定
し
た
。
違
反
者
は
一
違
反
毎
に
一

0
0
0
ド
ル
を
「
支
払
」
(
田
町
住
・
:
宮
司
『
O
司

2
m
q
g
n
z

(
川
川
)

色
彩
E
2
Z
E
B
0
2
5
任
。
ロ
回
目
円
四
円
目
。
口
問
国
)
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
罰
金
や
制
裁
を
匂
わ
せ
る
言
葉
使
い
は
一
切
な
い
。
な
ぜ
な
ら

こ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
つ
い
て
連
邦
政
府
に
は
直
接
徴
収
す
る
権
限
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

当
時
の
議
会
資
料
に
は
民
事
訴
訟
を
必
要
と
す
る
理
由
ゃ
、
行
政
制
裁
の
由
来
に
関
す
る
議
論
が
な
く
、
制
度
の
核
心
部
分
に
不
明
な
点

一
つ
だ
け
確
か
な
こ
と
は
連
邦
議
会
が
当
初
か
ら
警
察
的
規
制
と
い
う
手
法
を
好
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

連
邦
議
会
の
ア
イ
デ
ア
は
非
警
察
的
手
法
つ
ま
り
行
政
制
裁
を
用
い
て
、
移
民
に
関
し
て
〈
悪
く
な
い
/
非
で
は
な
い
〉
行
為
を
ど
う
に

が
多
い
の
だ
が
、

か
し
て
規
制
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
思
想
は
一
九
七
O
年
以
降
、
移
民
法
改
正
各
法
案
に
た
い
へ
ん
好
意
を
も
っ
て
受
容
さ
れ

た
行
政
制
裁
へ
と
繋
が
る
の
で
あ
る
。
以
下
詳
し
く
論
じ
て
み
よ
う
。

回
行
政
制
裁
の
手
続
上
の
非
刑
事
性

行
政
制
裁
の
特
質
の
一
つ
は
、
そ
の
手
続
上
の
非
刑
事
性
で
あ
る
。

一
九
O
三
年
移
民
法
第
五
条
は
違
反
者
が
〈
罰
金
〉
を
「
支
払
寄
与
)
」
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
が
、
こ
の
〈
罰
金
〉
は
民
事
訴
訟
に

よ
る
徴
収
を
必
要
と
す
る
故
に
、
刑
事
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
問
)

こ
の
第
五
条
と
は
別
に
一
九
O
二
一
年
法
の
各
条
違
反
に
対
す
る
金
銭
罰
と
し
て
か

REm--
が
規
定
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の

品
目
z
の
中
に
は
通
常
ア
メ
リ
カ
刑
法
典
で
用
い
ら
れ
る
科
料

3
5
)
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
非
刑
事
的
な
行
政
上
の
過
料
(
宮
口
岳
吋
)

(
別
)

と
解
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。

移
民
法
の
体
系
で
は
用
語
上
の
区
別
が
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
行
政
制
裁
は
刑
事
的
な
山
吉
と
は
峻
別
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
民
事

北法53(5・53)1231 



説

訴
訟
手
続
を
定
め
る
も
の
は

P
5
で
あ
っ
て
も
行
政
制
裁
も
し
く
は
行
政
法
上
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
行
政
庁
が
自
己
の
権
限
の
枠
内
で
課
し
う
る
制
裁
は
、
行
政
処
分
や
行
政
制
裁
、
あ
る
い
は
賠
償
的
な
民
事
的
制
裁
に
と
ど
ま

る
。
こ
の
う
ち
金
銭
賠
償
的
な
制
裁
は
訴
訟
手
続
を
必
要
と
し
、
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
考
慮
す
る
と
行
政
が
持
つ
自
己
の
権
限
枠
を
越

え
て
、
裁
判
所
の
協
力
が
不
可
欠
と
な
る
。
当
然
金
銭
賠
償
的
な
制
裁
の
権
限
は
立
法
府
か
ら
適
法
な
委
任
を
受
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(
問
)

刑
事
制
裁
の
発
動
は
こ
れ
ま
た
別
途
に
(
刑
事
)
法
廷
に
よ
る
判
決
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
刑
事
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
行
政
庁

(
川
)

の
持
つ
自
己
の
権
限
内
で
事
実
上
行
使
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

"3b. 
日間

こ
れ
に
対
し
て
行
政
制
裁
の
発
動
は
、
民
事
訴
訟
手
続
が
必
要
で
あ
る
点
を
差
し
引
け
ば
、
比
較
的
容
易
で
あ
る
。

第
一
に
、
法
令
違
反
者
に
対
し
て
刑
事
被
告
人
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
手
続
的
保
護
を
行
政
庁
が
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
行
政
が
違
反

者
に
制
裁
金
の
支
払
を
請
求
す
る
民
事
訴
訟
の
過
程
で
、
違
反
者
す
な
わ
ち
民
事
訴
訟
上
の
被
告
人
に
、
刑
事
被
告
人
に
保
障
さ
れ
る
よ
う

(
山
)

な
訴
訟
上
の
権
利
は
備
わ
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
黙
秘
や
証
言
拒
否
に
よ
っ
て
訴
訟
の
迅
速
な
進
行
が
支
障
し
、
制
裁
の
発
動
が
遅
延
す
る

可
能
性
は
比
較
的
少
な
い
。

第
二
に
、
民
事
法
廷
に
お
け
る
違
反
事
実
の
立
証
に
関
し
て
は
、
行
政
側
が
相
手
被
告
側
に
優
越
(
可
お
宮

E
R
B
B
え

2
5
3
8
)
さ
え

し
て
い
れ
ば
よ
い
。
行
政
庁
は
割
合
に
違
反
事
実
を
立
証
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
加
え
て
行
政
側
の
主
張
立
証
に
よ
っ
て
、
制
裁
金
の
支
払

命
令
が
ひ
と
た
び
裁
判
所
で
決
定
さ
れ
る
と
、
被
告
側
法
令
違
反
者
が
上
訴
し
て
も
支
払
猶
予
は
な
い
。

裁
判
所
の
徴
収
命
令
な
し
に
は
最
終
的
に
法
令
違
反
者
か
ら
罰
金
を
徴
収
で
き
な
い
点
を
、
エ
ン
フ
ォ

l
ス
上
の
欠
点
と
考
え
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
だ
が
行
政
庁
に
と
っ
て
行
政
制
裁
は
、
法
令
違
反
者
の
捜
査
摘
発
と
立
件
を
容
易
に
し
、
迅
速
な
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を

可
能
に
す
る
便
利
な
制
度
で
も
あ
る
。
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二
O
世
紀
に
至
っ
て
移
民
法
や
連
邦
森
林
保
護
規
制
の
領
域
で
行
政
制
裁
が
実
際
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ま
も
な
く
し
て
行
政

制
裁
を
受
け
た
違
反
者
の
抗
告
に
よ
っ
て
行
政
庁
の
権
限
範
囲
l
す
な
わ
ち
そ
の
非
刑
事
的
手
続
過
程
ー
が
訴
訟
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

行
政
制
裁
は
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
で
、
法
令
違
反
に
関
す
る
事
実
審
理
を
独
自
に
行
い
、
制
裁
の
決
定
お
よ
び
罰
金
額
を
違

反
者
に
通
告
す
る
。
で
は
行
政
庁
の
事
実
審
理
が
、
違
反
者
か
ら
裁
判
上
の
初
審
的
事
実
審
理
の
機
会
を
奪
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
手
続
的
デ
ユ

1
プ
ロ
セ
ス
違
反
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
行
政
庁
は
行
政
制
裁
の
施
行
に
関
し
て
司
法
権
か
ら
独
立
し
た

サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
付
与
と
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
絶
対
的
権
限
(
立

B
S
司

0
5
5
を
連
邦
議
会
か
ら
付
与
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
ら
二
点
が
法
律
上
の
争
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
山
)

連
邦
最
高
裁
判
所
は
。

B
B
ω
5
5
Z堅
苦
E
g
g
-
〈
・
吉
富
島

g
判
決
で
、
連
邦
議
会
は
外
交
通
商
及
び
移
民
規
制
の
権
限
の
行
使
に

あ
た
っ
て
、
立
法
手
続
き
を
経
て
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
行
政
官
に
信
任
す
る
こ
と
を
適
法
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
連
邦
議
会
は
商

務
労
働
大
臣
(
円
宮

ω
2
5
3
え
の
O
B
5
2
8
8仏

Zσ
。
円
)
に
対
し
て
一
九
O
三
年
移
民
法
に
基
づ
き
、
司
法
権
に
頼
る
こ
と
な
く
法
違
反

(
川
)

者
に
金
銭
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
憲
法
上
の
権
限
を
与
え
た
も
の
と
最
高
裁
は
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
九
O
三
年
法
が
規
定
す
る
船
舶
着
港
時
の
臨
検
(
ヨ
邑

5
-
2
3
5
z
oロ
)
と
、

ペ
ナ
ル
テ
ィ
未
納
者
に
対
す
る
出
港
許
可
証

(
川
)

の
発
行
拒
絶
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
五
条
の
手
続
的
デ
ユ

l
プ
ロ
セ
ス
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
判
断
し
た
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
行
政
制
裁
の
手
続
上
の
非
刑
事
性
、
つ
ま
り
手
続
の
あ
る
種
の
「
独
立
」
性
を
認
め
て
い
る
。
裁
判
所
に
拠

(
川
)

ら
な
い
非
刑
事
的
手
続
は
、
違
反
者
へ
の
憲
法
上
の
手
続
的
保
護
に
な
お
欠
け
る
と
い
う
指
摘
は
あ
る
。
確
か
に
違
反
行
為
に
対
す
る
行
政

庁
の
迅
速
な
対
応
を
可
能
に
し
た
分
、
違
反
者
へ
の
手
続
の
慎
重
性
は
失
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

だ
が
違
反
者
は
民
事
的
な
被
告
と
い
う
立
場
か
ら
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
制
裁
命
令
(
支
払
命
令
)
の
法
的
正
当
性
を
争
う
余
地
が
残
さ

(
n
W
R
E
B
官
官
同
)
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れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
行
政
制
裁
は
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
に
行
政
庁
の
命
令
強
行
を
確
認
す
る
作
用
と
、
違
反
者
の
手
続
的
救
済

(
川
)

を
確
保
す
る
作
用
と
を
依
然
と
し
て
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヲi為
員岡

回
行
政
制
裁
の
柔
軟
性

〈
移
民
〉
が
か
か
わ
る
労
働
市
場
で
萌
芽
し
運
用
さ
れ
、
し
か
も
裁
判
所
の
承
認
を
得
た
行
政
制
裁
は
、
そ
の
後
合
衆
国
連
邦
行
政
の
さ

(
川
)

ま
ざ
ま
な
領
域
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

行
政
制
裁
が
広
く
普
及
し
た
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
非
刑
事
的
な
手
続
の
簡
便
性
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
の
特
質
と
し
て
、
そ
の
柔
軟
性

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
庁
が
自
己
の
権
限
内
で
採
り
う
る
他
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
、
例
え
ば
許
認
可
の
停
止
、
取
消
と
い
っ
た
処
分
を
考
え
て
み
よ
う
。
仮
に

違
反
内
容
が
軽
微
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
認
可
の
停
止
取
消
処
分
を
与
え
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
違
反
者
の
操
業
に
よ
る
サ
ー
ビ

ス
を
享
受
し
て
い
た
第
三
者
(
百

5
8
2
E
a
官
民

5)
や
公
衆
(
任
問
宮

En)
に
は
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
全
く
滞
っ
て
し
ま
い
、
違
反
内

(
川
)

容
と
は
無
関
係
に
全
体
へ
の
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
違
反
に
関
与
し
た
者
を
行
政
庁
が
拘
束
す
る
よ
う
な
サ
ン
ク
シ

ヨ
ン
も
同
様
で
あ
る
。

特
に
二

O
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
は
、
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
事
業
や
運
輸
通
信
な
ど
公
共
性
の
高
い
事
業
を
営
む
私
企
業
が
急
速
に
発
展
し
、

市
民
の
日
常
生
活
や
他
の
企
業
活
動
に
不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
行
政
庁
が
事
業
の
停
止
命
令
や
関
係
者
の
拘
束
と
い
っ
た
サ
ン
ク

シ
ヨ
ン
を
発
動
す
れ
ば
、
公
共
性
の
高
い
事
業
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
完
全
に
停
止
し
、
違
反
行
為
の
継
続
に
よ

(
川
)

る
悪
影
響
を
上
回
る
よ
う
な
不
合
理
な
結
果
を
招
く
か
も
知
れ
な
い
。

こ
う
し
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
色

2
5
E
a
的
な
運
用
し
か
で
き
ず
、
し
か
も
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
色
に
、
つ
ま
り
完
全
に
発
動
す
れ
ば
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公
共
性
を
損
な
い
か
ね
な
い
ケ
l
ス
が
出
て
く
る
。

こ
れ
に
比
べ
て
行
政
制
裁
は
、
柔
軟
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ
機
能
が
特
般
的
で
あ
る
。

ま
す
行
政
制
裁
は
、
違
反
者
の
軽
微
な
法
令
違
反
に
も
悪
質
な
犯
罪
ま
が
い
の
違
反
に
も
、
制
裁
金
額
こ
そ
変
わ
る
も
の
の
等
し
く
適
用

さ
れ
る
。
し
か
も
金
銭
罰
の
経
済
的
抑
止
効
果
は
、
直
ち
に
操
業
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
違
反
者
の
自
発
的
な
違
法
行
為
の
是
正
と
法

サンクションを通じて見た外周人、雇用ルール、そして労働法(1)

令
順
守
を
可
能
に
さ
せ
る
。
む
ろ
ん
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

さ
ら
に
行
政
制
裁
に
は
、
違
反
者
の
不
当
な
利
潤
を
回
収
し
、
違
反
行
為
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
公
益
を
補
填
す
る
機
能
が
あ
る
と
い
わ

(
印
)

れ
る
。
違
反
者
に
課
せ
ら
れ
る
金
銭
罰
額
は
、
損
な
わ
れ
た
公
益
や
不
当
な
利
潤
と
全
く
等
価
で
は
な
い
。
だ
が
違
法
な
利
益
を
金
銭
サ
ン

ク
シ
ヨ
ン
に
よ
っ
て
回
収
し
社
会
的
な
公
平
を
保
つ
よ
う
、
行
政
庁
は
違
反
の
程
度
を
判
断
し
、
制
裁
金
額
を
柔
軟
に
変
動
さ
せ
る
こ
と
が

(
問
)

可
能
な
の
で
あ
る
。

金
銭
額
の
変
動
と
い
う
あ
る
種
の
柔
軟
性
は
、
さ
ら
に
行
政
庁
と
違
反
者
と
で
行
政
制
裁
の
支
払
金
額
を
取
引
的
に
交
渉
し
、
決
定
す
る

場
に
も
存
在
す
る
。
こ
れ
を
行
政
制
裁
に
関
す
る
和
解

(
g
B司
5
5
8
)
と
称
す
る
。
次
項
で
和
解
に
つ
い
て
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
考
察
し

て
み
よ
、
っ
。

行
政
制
裁
の
問
題
点
|

|

l

和
解

(
四
)

行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
に
和
解

(
8
5同
g
E
8
)
と
い
う
制
度
が
用
意
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

行
政
庁
は
法
違
反
者
の
事
実
調
査
を
行
い
、
法
律
や
命
令
、
規
則
に
基
づ
き
違
反
者
に
制
裁
金
額
を
提
示
す
る
。
こ
の
と
き
行
政
庁
の
提

(
問
)

示
金
額
は
、
法
律
規
定
の
制
裁
上
限
額
よ
り
も
低
い
金
額
で
あ
る
。
法
違
反
者
が
違
反
事
実
に
照
ら
し
て
提
示
金
額
を
妥
当
な
も
の
と
考
え
、
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提
示
金
額
に
同
意
す
る
と
、
行
政
庁
と
法
違
反
者
と
の
聞
に
和
解
が
成
立
す
る
。
提
示
金
額
は
双
方
の
聞
の
交
渉
に
よ
り
当
初
の
提
示
金
額

よ
り
も
さ
ら
に
低
額
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
提
示
金
額
は
和
解
金
額
と
な
り
、
法
違
反
者
が
和
解
金
額
を
行
政
庁
に
納
入
す
る
と
事
件
は
終

(
凶
)

了
す
る
。

自省

他
方
で
和
解
が
成
立
し
な
い
場
合
、
つ
ま
り
法
違
反
者
が
行
政
庁
の
調
査
に
よ
る
違
反
事
実
を
承
服
し
な
い
場
合
ゃ
、
法
違
反
者
が
行
政

庁
の
提
示
金
額
に
承
諾
し
な
い
場
合
は
、
行
政
庁
は
制
裁
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
和
解
が
不
成
立
と
な
る
と
、
行
政
庁
は
裁
判

所
に
民
事
訴
訟
を
提
起
し
、
事
実
審
理
を
経
た
う
え
で
確
定
判
決
を
得
て
最
終
的
な
制
裁
金
の
徴
収
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
通

(
防
)

り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
裁
判
上
の
和
解

(
n
S
8
g
a
R
B
O
)
は
も
ち
ろ
ん
別
に
成
立
し
う
る
。

こ
う
し
た
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
様
々
な
柔
軟
性
は
、
行
政
庁
の
大
き
な
役
割
で
あ
る
「
法
の
実
現
」
を
相
当
程
度
確
実
な
も
の
に
す

る
。
行
政
庁
は
同
時
に
法
の
実
現
能
力
を
高
い
レ
ベ
ル
で
維
持
し
な
が
ら
行
政
的
規
制
を
施
行
し
う
る
の
で
あ
る
。

他
方
で
和
解
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
は
、
制
裁
金
額
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
の
あ
り
方
で
あ
る
。
行
政
庁
は
何
故
制
裁
金
額
の
上
限
額
を
違
反

者
に
提
示
し
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
な
ぜ
行
政
庁
は
最
初
か
ら
民
事
訴
訟
を
通
じ
て
制
裁
金
を
徴
収
し
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
和
解
制

度
が
行
政
制
裁
に
内
在
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

行
政
制
裁
の
意
味
付
け
|
|
新
し
い
価
値
規
範
を
め
ぐ
っ
て

付
刑
事
規
制
と
の
相
違

行
政
制
裁
の
非
刑
事
的
手
続
、
柔
軟
な
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
、
そ
れ
に
行
政
制
裁
が
内
包
す
る
和
解
制
度
は
、
行
政
制
裁
が
い
わ
ば
〈
脱

(
郎
)

|
典
型
的
〉
価
値
を
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
に
辿
り
着
く
。
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以
下
こ
の
括
弧
っ
き
〈
脱
|
典
型
的
〉
価
値
な
る
も
の
を
説
き
起
こ
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
行
政
制
裁
に
は
非
道
徳
的
犯
罪
行
為
を
処
罰
す
る
目
的
が
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
目
的
性
は
刑
事
罰
が
道
徳
的
犯
罪
と
密
接
な
関
連

を
有
す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

行
政
制
裁
と
刑
事
罰
の
違
い
と
は
な
に
か
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

英
米
法
で
い
う
刑
法
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
他
人
の
生
命
や
身
体
に
危
害
を
加
え
る
行
為
を
道
徳
上
の
悪
と
み
な
し
た
。
そ
う
し
た
行
為
は

道
徳
的
非
難
に
値
す
る
犯
罪
、
つ
ま
り
自
然
犯
(
自
由

-Eロ
回
目
)
で
あ
る
と
し
て
、
権
力
は
規
制
を
加
え
続
け
て
き
た
。

の
ち
に
刑
法
の
規
制
対
象
は
、
道
徳
的
な
悪
と
一
概
に
考
え
ら
れ
な
い
犯
罪
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
市
場
の
独
占
や
環
境
汚
染
と
い
っ

た
行
為
で
あ
る
。
未
聞
の
原
野
に
廃
材
を
投
棄
す
る
と
い
う
行
為
は
道
徳
的
な
非
難
の
度
合
は
低
い
が
、
し
か
し
環
境
保
護
や
市
場
経
済
ル
ー

ル
と
い
う
観
点
で
み
る
と
許
さ
れ
な
い
「
犯
罪
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
然
犯
と
対
置
さ
せ
て
法
定
犯

(
B色
白
言
。
E
E
S
)
と
称
す
る
。
刑
法

が
な
に
を
法
定
犯
と
定
め
る
か
は
、
近
代
化
し
た
政
治
経
済
領
域
に
お
け
る
価
値
基
準
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。
そ
し
て
社
会
が
近

代
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
法
定
犯
は
道
徳
、
倫
理
と
い
っ
た
典
型
的
価
値
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
局
所
的
で
限
定
的
、
非
伝
統
的
な
〈
脱
|
典

(
印
)

型
的
〉
価
値
の
体
系
下
で
規
定
さ
れ
る
。

さ
て
、
刑
罰
の
目
的
に
関
し
て
議
論
は
多
々
あ
る
だ
ろ
う
が
、
自
然
犯
に
は
道
徳
倫
理
上
の
非
難
を
基
に
し
て
刑
罰
が
謀
せ
ら
れ
る
。
全

般
的
に
応
報
論
は
犯
罪
に
対
し
て
道
義
上
の
責
任
を
刑
罰
の
根
拠
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
罪
と
刑
を
道
徳
面
か
ら
規
定
す
る
こ
と
は
自

然
で
あ
り
無
理
が
な
い
。

jヒi去53(5・59)1237

し
か
し
法
定
犯
の
場
合
、
罪
そ
の
も
の
が
道
徳
倫
理
の
持
外
で
決
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
刑
罰
も
道
徳
倫
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
法
定
犯
と
し
て
の
罪
は
典
型
的
価
値
を
脱
し
た
現
代
的
基
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
与
え
ら
れ
る
罰
は
古
典
的

な
道
徳
倫
理
上
の
根
拠
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



説

法
定
犯
に
道
徳
倫
理
的
非
難
と
同
義
の
刑
事
罰
を
与
え
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
道
徳
倫
理
的
な
応
報
と
は
異
な
る
刑
事
サ
ン
ク
シ
ヨ

ン
を
用
い
た
ほ
う
が
望
ま
し
い
。
い
わ
ゆ
る
経
済
犯
に
は
自
由
刑
よ
り
も
、
科
料
あ
る
い
は
懲
罰
的
な
金
銭
制
裁
と
い
っ
た
よ
う
な
サ
ン
ク

シ
ヨ
ン
を
与
え
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。

北法53(5・60)1238

論

ア
メ
リ
カ
は
さ
ら
に
典
型
的
価
値
を
脱
し
た
現
代
的
価
値
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
行
為
の
一
部
を
、
い
わ
ゆ
る
刑
法
が
扱
う
法
定
犯
と
は
別

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
て
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
先
述
し
た
一
九
O
三
年
移
民
法
に
は
、
禁
忌
者
の
入
国
支
援
行
為

(
邸
)

に
対
し
て
刑
事
警
察
の
関
与
が
全
く
な
い
。
あ
る
い
は
入
国
支
援
行
為
者
へ
の
罰
則
規
定
に
懲
罰
を
匂
わ
せ
る
直
接
の
文
言
は
な
い
。
つ
ま

り
同
法
の
下
で
入
国
支
援
行
為
は
法
定
犯
で
は
な
く
現
代
的
規
範
価
値
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
違
反
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
違
反

行
為
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
、
非
難
可
能
性
が
薄
れ
た
行
政
上
の
金
銭
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

口
行
政
庁
の
ス
タ
ン
ス

く
り
返
し
に
な
る
が
、
行
政
制
裁
は
〈
非
典
型
的
〉
価
値
を
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
法
定
犯
あ
る
い
は
違
反
行
為
に
与
え
ら
れ
る
金
銭

制
裁
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
道
徳
的
な
絶
対
悪
と
は
由
縁
の
異
な
る
〈
法
定
悪
〉
を
規
制
す
る
制
度
で
あ
る
。

行
政
制
裁
が
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
に
運
用
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
(
叫
品
z
E
5ロ
)
は
な
い
。
だ
が
行
政
庁
に
と
っ
て
や
っ

か
い
な
こ
と
に
、
現
代
的
規
範
は
い
つ
で
も
確
実
で
し
か
も
承
認
済
み
の
正
統
な
価
値
規
範
で
は
な
い
。
そ
の
非
確
実
性
は
行
政
庁
に
制
裁

制
度
の
厳
格
な
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
跨
踏
さ
せ
る
。
代
わ
り
に
行
政
庁
は
、
法
律
や
行
政
の
命
令
規
則
を
行
為
者
が
理
解
す
る
よ
う
制

度
を
推
進
す
る
。
た
と
え
実
際
に
制
裁
を
発
動
す
る
に
し
て
も
違
反
者
に
対
し
て
は
柔
和
な
運
用
を
心
掛
け
る
。

さ
ら
に
現
代
的
規
範
価
値
は
、
違
法
行
為
の
程
度
や
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
適
用
に
関
す
る
行
政
庁
と
違
反
者
と
の
交
渉
理
由
と
な
る
。
こ
の

場
合
双
方
は
大
き
な
意
味
で
の
価
値
探
求
者
で
あ
る
。
立
法
府
の
〈
法
定
悪
〉
は
暫
定
的
な
定
義
で
あ
る
か
ら
、
〈
法
定
悪
〉
の
法
定
客
観



基
準
に
対
す
る
違
反
行
為
の
再
評
価
が
行
政
府
と
違
反
者
の
間
で
行
わ
れ
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
行
政
庁
は
〈
法
定
悪
〉
の
独
断
を
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
行
政
庁
の
専
門
性
の
問
題
が
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
個
人
の
役
割
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
く

る。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

第
一
に
、
行
政
庁
に
は
行
政
の
専
門
性
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
〈
法
定
悪
〉
の
具
体
的
解
釈
と
制
裁
適
用
の
運
営
一
般
が

(m) 

任
さ
れ
て
い
る
。
行
政
の
専
門
性
と
は
、
官
僚
制
に
代
表
さ
れ
る
政
策
判
断
能
力
と
専
門
知
、
政
治
動
向
に
容
易
に
左
右
さ
れ
な
い
中
立
性

と
合
理
性
、
科
学
性
、
そ
れ
に
執
行
過
程
全
般
で
収
集
さ
れ
投
下
さ
れ
る
見
識

l
E。
手
ぎ
宅
|
の
総
体
を
指
す
。
高
度
な
行
政
の
専
門
性

(
即
)

は
、
裁
判
所
の
行
う
手
続
保
障
の
精
織
さ
と
対
置
さ
れ
双
極
を
な
し
た
こ
と
さ
え
あ
る
。

し
か
し
そ
の
専
門
性
は
一
九
七
0
年
代
の
前
後
に
か
け
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。

行
政
庁
は
細
分
化
し
た
法
令
の
管
轄
と
法
令
違
反
の
掌
握
に
は
確
か
に
専
門
性
を
発
揮
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
新
し
い
価
値
規
範
i

〈
法
定

悪
〉
|
に
関
し
て
は
ど
こ
に
も
蓄
積
さ
れ
た
見
識
が
な
い
以
上
、
賢
明
で
正
当
な
判
断
を
直
ち
に
行
え
る
責
任
主
体
で
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
。

少
な
く
と
も
従
来
形
の
属
性
と
し
て
語
ら
れ
た
行
政
の
専
門
性
は
〈
法
廷
悪
〉
の
処
置
に
関
し
て
万
能
で
は
な
い
。

と
は
い
え
行
政
庁
へ
の
事
務
委
任
を
止
め
て
、
行
政
庁
は
事
件
の
捜
査
摘
発
と
立
件
の
み
を
行
い
、
裁
判
所
が
事
件
の
送
致
を
、
つ
け
て
最

終
的
に
制
裁
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
裁
判
所
が
い
か
に
慎
重
な
る
手
続
を
し
て
も
、
裁
判
所
も
ま
た
〈
法

定
悪
〉
に
関
し
て
は
蓄
積
さ
れ
た
判
例
や
決
定
の
専
門
知
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

北法53(5・61)1239 

行
政
の
専
門
知
の
神
話
が
否
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
も
つ
個
人
へ
の
信
頼
性
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

行
政
庁
の
独
断
を
許
さ
な
い
第
二
の
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
法
文
化
の
い
わ
ゆ
る
個
人
主
義
(
宮
島
〈

EE--5)
で
あ
る
。
こ
の
個
人
主
義



説

(
川
)

の
い
う
英
米
法
の
特
質
の
一
つ
で
あ
り
、
従
来
は
英
米
政
治
過
程
論
に
お
け
る
最
少
国
家
の

文
脈
で
用
い
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
引
き
付
け
て
言
、
っ
と
、
開
拓
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
国
民
は
権
力
の
過
剰
な
介
入
を
嫌

悪
し
、
社
会
契
約
に
基
づ
く
秩
序
維
持
に
必
要
最
小
限
の
法
し
か
認
め
な
い
。
そ
の
結
果
、
硬
直
的
で
厳
格
な
法
を
ア
メ
リ
カ
国
民
は
志
向

し
、
そ
れ
が
立
法
意
思
と
な
っ
て
立
法
府
に
作
用
す
る
。
立
法
後
も
行
政
府
に
法
解
釈
の
濫
用
の
余
地
を
与
え
な
い
。
こ
れ
ら
は
専
制
支
配

を
防
ご
う
と
い
う
開
拓
者
ら
の
政
治
体
制
へ
の
先
見
の
眼
が
源
流
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
個
人
主
義
は
そ
の
後
の
社
会
の
進
歩
発
展
と
と
も
に
失
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
個
人
主
義
は
現
在
な
お
ア
メ
リ
カ

法
文
化
の
な
か
で
、
行
政
庁
の
専
門
知
に
基
づ
く
法
的
価
値
の
一
方
的
な
創
造
や
、
行
政
庁
の
持
つ
法
令
運
用
の
範
囲
内
の
裁
量
権
限
と
激

し
く
措
抗
す
る
原
理
で
あ
る
。
被
規
制
者
で
あ
り
行
為
者
で
あ
る
個
人
は
、
行
政
庁
の
裁
量
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
上
意
と
し
て
の
〈
法
定

悪
〉
を
し
ず
し
ず
と
承
認
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
庁
と
と
も
に
〈
法
定
悪
〉
を
交
渉
過
程
に
お
い
て
再
定
義
し
、
事
件
の
〈
悪
〉
の
程
度

は
ロ
ス
コ

1
・
バ
ウ
ン
ド
(
問
。
田
町
0
0

旬。ロロ仏)

普ム
白岡

に
応
じ
た
金
銭
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
つ
い
て
合
意
を
す
る
。

現
代
的
価
値
と
し
て
の
〈
法
定
悪
〉
は
、
制
裁
シ
ス
テ
ム
内
で
行
政
庁
と
違
反
者
の
ど
ち
ら
に
も
絶
対
的
な
優
位
性
を
発
揮
で
き
な
く
さ

せ
る
代
わ
り
に
、
共
同
で
価
値
探
求
を
促
進
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
規
制
者
か
つ
監
督
者
で
あ
る
行
政
庁
は
、
法
を
適
用
し
制

裁
を
発
動
す
る
点
で
、
最
終
的
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
保
ち
、
違
反
者
を
法
に
基
づ
い
て
支
配
す
る
。
だ
が
、
制
裁
内
容
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に

関
し
て
言
え
ば
、
行
政
の
支
配
で
は
な
く
交
渉
こ
そ
が
機
能
原
理
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
原
理
が
和
解
制
度
に
内
包
さ
れ
痕
跡
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

行
政
庁
が
試
み
る
和
解
と
は
、
制
裁
金
額
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
が
行
政
庁
の
模
索
す
る
〈
違
法
行
為
の
程
度
〉
の
仮
決
定
と
、
法
令
違
反

者
に
〈
法
定
悪
〉
の
程
度
を
確
認
さ
せ
、
制
裁
を
了
承
さ
せ
る
行
政
庁
側
の
申
し
出
な
の
で
あ
る
。

北法53(5・62)1240



日
行
政
制
裁
の
運
用
の
実
際

で
は
行
政
庁
は
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

1
ス
メ
ン
ト
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
程
度
実
際
に
そ
の
柔
軟
性
を
駆
使
し
て
い
る
の
か
。

一
般
的
に
行
政
制
裁
を
法
令
違
反
者
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
際
、
行
政
庁
は
調
査
し
た
違
反
事
実
に
応
じ
て
制
裁
金
額
を
決
定
し
、
違
反

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

者
へ
ま
ず
通
告
す
げ
る
。

そ
の
金
額
決
定
の
際
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
、
違
反
行
為
の
認
識
の
程
度
、
過
去
の
違
反
事
実
の
有
無
、
違
反
行
為
が
周
辺
に
与
え
る
影
響

の
総
体
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
行
政
庁
は
同
時
に
違
反
者
の
違
反
事
実
の
程
度
に
応
じ
て
、
違
反
者
が
ま
ず
承
服
す
る
だ
ろ
う
金

(
問
)

額
を
決
定
す
る
。

行
政
庁
は
制
裁
対
象
た
る
違
反
行
為
な
ら
ば
そ
の
軽
重
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
ケ
l
ス
に
制
裁
を
発
動
で
き
る
。
と
は
い
え
比
較
的
軽
微

な
違
反
行
為
に
対
し
て
制
裁
上
限
額
を
適
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
違
反
者
は
制
裁
金
額
を
不
服
と
し
て
支
払
通
告
を

無
視
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
手
続
過
程
の
饗
杭
と
長
期
化
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
ぶ
ん
違
反
者
の
行
為
は
中
止
せ
ず
継
続
す
る
で
あ

ろ
う
。
か
つ
行
政
庁
は
民
事
訴
訟
に
よ
る
支
払
命
令
を
得
る
ま
で
は
制
裁
金
の
徴
収
が
不
可
能
と
な
る
。
悪
質
な
違
反
行
為
の
場
合
も
事
情

は
同
じ
で
、
違
反
者
が
素
直
に
行
政
庁
の
指
示
に
従
う
と
は
限
ら
な
い
。

具
体
的
な
運
用
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
触
れ
る
が
、
行
政
庁
は
行
政
制
裁
の
金
額
決
定
に
際
し
て
、
上
限
額
を
適
用
す
る
よ
り
デ
ィ
ス
カ

ウ
ン
ト
し
た
制
裁
金
額
を
違
反
者
に
提
示
し
た
ほ
う
が
実
質
的
に
和
解

(
g
B官。
E
8
)
へ
の
早
道
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
よ
う

で
あ
る
。
違
反
者
も
違
反
行
為
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
小
さ
け
れ
ば
、
違
反
事
実
を
承
認
し
て
制
裁
金
を
支
払
う
際
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
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小
さ
く
な
る
。
そ
れ
よ
っ
て
行
政
庁
は
迅
速
に
違
反
者
の
違
反
行
為
を
中
止
さ
せ
規
制
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ク
な
行
政
制
裁
の
一
部
分
と
し
て
和
解
は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
和
解
は
多
分
に
運
用
上
の
妙
味
を
反
映
さ
せ

る
部
分
で
も
あ
る
。
和
解
で
終
局
す
る
事
件
数
を
み
る
と
、
む
し
ろ
行
政
制
裁
の
主
要
な
機
能
と
し
て
和
解
を
位
置
付
け
て
よ
か
ろ
う
。



説

和
解
を
包
含
す
る
行
政
制
裁
制
度
は
、
終
局
を
当
事
者
に
任
せ
る
点
で
当
初
か
ら
完
成
し
た
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
制
度
の
深
化
と
確
立

を
予
定
し
た
法
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
行
政
庁
が
す
る
行
政
制
裁
の
厳
格
適
用
を
結
果
的
に
妨
げ
る
点
で
は
和
解
は
万
能
性
に
欠
け
る
が
、
行

政
制
裁
の
広
範
な
適
用
1

つ
ま
り
一
般
的
普
及
ー
に
は
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

論

四

行
政
制
裁
型
の
雇
用
主
懲
罰
制
度
へ
向
け
て

付
非
犯
罪
/
非
刑
罰
化
と
い
う
一
現
象

行
政
制
裁
を
語
る
つ
い
で
に
、
ア
メ
リ
カ
法
の
動
向
全
般
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
つ
は
非
犯
罪
/
非
刑
罰
化
と
い
う
刑
事
政
策
の
動
向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
市
場
原
理
へ
の
信
奉
と
で
も
い
う
べ
き
〈
国
家
の
退
場
〉

と
い
う
言
説
で
あ
る
。
こ
の
二
点
を
以
下
論
じ
て
み
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
に
お
け
る
刑
罰
緩
和
や
非
犯
罪
化
の
動
き
は
、
丁
度
一
九
六
0
年
代
に
議
論
の
隆
盛
を
極
め
、
六
0
年
代
後
半
か

ら
七
0
年
代
に
か
け
て
現
実
化
し
た
。
各
州
に
よ
っ
て
差
は
あ
れ
、
同
性
愛
や
早
期
堕
胎
、
そ
れ
に
酪
町
、
薬
物
所
持
と
い
っ
た
行
為
に
対

(
問
)

し
て
、
処
罰
規
定
を
削
除
し
た
り
刑
罰
を
緩
和
し
た
り
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
趨
勢
は
、
宗
教
的
倫
理
へ
刑
法
が
介
入
す
る
こ

と
へ
の
反
省
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
個
人
の
活
動
の
自
由
と
い
う
概
念
の
拡
張
、
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
問
題
の
増
加
を
契
機
と

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ア
メ
リ
カ
の
社
会
改
革
/
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
一
環
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
進
国
か
つ
覇
権

国
家
を
自
認
し
、
世
界
へ
の
影
響
力
を
保
つ
以
上
、
自
国
の
非
近
代
的
汚
点
を
払
拭
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

刑
事
司
法
制
度
か
ら
外
さ
れ
た
諸
行
為
は
、
以
降
全
く
無
関
心
に
放
置
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
刑
罰
の
回
避
が
目
的
だ
っ
た
に
し
て
も
、
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

決
し
て
誉
め
ら
れ
る
行
為
で
は
な
く
、
相
応
の
処
置
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
公
然
酪
町
に
つ
い
て
は
刑
事
司
法
制
度
に
よ
る
扱

い
を
や
め
て
、
例
え
ば
社
会
医
療
福
祉
施
設
や
民
間
セ
ン
タ
ー
へ
と
対
処
機
関
が
移
管
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
刑
罰
緩
和
や
非
犯
罪
化
の
動
き
は
、
一
九
六
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
法
の
揺
藍
期
に
対
応
す
る
一
つ
の
現
象
で
あ
る
。

六
0
年
代
ア
メ
リ
カ
は
少
な
か
ら
ぬ
権
威
の
危
機
と
〈
法
〉
に
対
す
る
非
難
を
呼
び
起
こ
し
た
。
ノ
ネ
H
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
の

原
因
は
正
義
の
混
乱
に
あ
る
。
六
0
年
代
は
一
部
の
裁
判
所
と
法
曹
が
使
命
感
に
燃
え
て
市
民
権
を
拡
充
す
る
一
方
、
法
が
大
衆
市
民
運
動

(
胤
)

に
対
し
て
抑
圧
的
に
働
く
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
は
大
衆
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
に
確
固
と
し
た
態
度
を
向
け
ら
れ
な
い
ま
ま
七

(
郎
)

0
年
代
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
。
同
時
に
法
を
司
る
国
家
の
権
威
に
対
し
て
、
懐
疑
的
な
考
察
、
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

。
〈
国
家
の
退
場
〉
と
い
う
言
説

一
九
七
O
年
以
降
の
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
領
域
か
ら
周
辺
へ
と
規
制
緩
和
を
推
し
進
め
た
。
き
っ
か
け
は
金
融
グ
ロ

l

パ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
頃
す
で
に
超
国
家
/
多
国
籍
企
業
は
経
済
運
営
面
で
政
府
と
並
ぶ
権
威
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

(m) 

こ
う
し
た
企
業
は
産
業
と
投
資
の
配
置
、
技
術
革
新
の
方
向
、
労
使
関
係
の
管
理
や
剰
余
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。

国
際
政
治
経
済
モ
デ
ル
に
よ
る
と
、
領
域
国
家
の
権
威
は
低
下
し
、
か
わ
っ
て
国
家
枠
を
超
越
し
た
世
界
規
模
の
市
場
秩
序
が
生
成
し
、

影
響
力
を
も
ち
つ
つ
あ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
国
家
が
既
成
制
度
の
な
か
で
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
地
位
を
後
退
さ
せ
、
国
家
権
威
を
衰
退

(
町
)

さ
せ
る
現
象
を
ス

l
ザ
ン
・
ス
ト
レ
ン
ジ
は
〈
国
家
の
退
場
合

Z
F
5包
。
士
宮
∞
室
町
)
〉
と
名
付
け
た
。
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国
家
の
退
場
論
は
ア
メ
リ
カ
農
業
界
と
そ
の
労
働
問
題
と
い
う
現
象
を
も
う
ま
く
説
明
す
る
。
中
西
部
か
ら
南
部
に
か
け
て
の
大
農
場
地

帯
で
生
産
さ
れ
る
農
作
物
は
、
輸
出
向
け
の
商
品
作
物
が
相
当
な
割
合
を
占
め
る
。
農
業
市
場
の
運
営
に
は
政
府
の
施
策
が
介
入
す
る
こ
と

メ
ジ
ャ
ー
の
意
向
に
適
っ
た
政
策
の
ほ
う
が
多
い
。
安
価
な
農
業
労
働
力
の
確
保
と
い
う
都
合
を
優
先
し
て
移
民
/
労
働
力
輸

も
あ
る
が
、



説

入
政
策
が
決
め
ら
れ
、
世
界
市
場
に
お
け
る
農
産
物
価
格
に
基
づ
い
て
農
業
労
働
者
の
賃
金
が
決
定
す
る
。
不
法
移
民
の
流
入
規
制
や
賃
金

水
準
の
維
持
向
上
と
い
っ
た
課
題
は
常
に
後
送
り
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
問
)

国
家
は
依
然
、
正
義
の
実
現
、
貿
易
の
管
理
、
防
衛
、
内
部
市
場
の
確
保
等
に
責
任
を
持
つ
が
、
各
々
の
大
部
分
は
市
場
の
作
用
に
強
く

影
響
を
う
け
、
負
担
す
べ
き
任
務
は
縮
減
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
分
析
を
可
能
に
す
る
程
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
こ
の
時
期
市
場
原
理

論

の
信
奉
を
組
み
入
れ
た
諸
政
策
を
推
進
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
政
策
に
は
当
然
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

臼
刑
事
罰
に
か
わ
る
行
政
制
裁
導
入
の
勧
告

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
の
動
向
と
同
時
期
に
、
合
衆
国
連
邦
行
政
協
議
会
(
回
目
〉
昔
旨
仲
間

R
5
5
9ロ『白『
gnn
。
『
昏
m
d
E
s
a
ω
E目的

b
n
d
ω
、
議
長
ア
ン
ト
ニ
ン
・
ス
カ

l
リ
ア
〉
Z
叶

O
Z
E
ω
の
〉
口
〉
)
は
、
連
邦
各
行
政
庁
に
向
け
て
行
政
法
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
幾
つ
か

の
勧
告
を
行
っ
た
。

一
九
七
二
年
二
一
月
、
協
議
会
は
法
令
違
反
者
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
の
行
政
制
裁

(nz-gga
宮
ロ
丘
三
を
積
極
的
に
評

(m) 

価
し
、
行
政
庁
が
広
く
行
政
制
裁
を
行
使
す
る
よ
う
求
め
る
勧
告
書
を
制
定
し
た
。
こ
の
勧
告
書
は
拡
大
す
る
行
政
制
裁
の
運
用
実
態
と
行

政
庁
に
備
わ
る
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
上
の
利
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
刑
事
罰

(
n
E
E色
∞

g
g。
ロ
)
を
含
む
行
政
法
規
を
扱
う
各
行
政
庁

に
、
そ
の
刑
事
罰
が
公
益
上

(
5
吉
E
n
E
O
B出
向
)
行
政
制
裁
に
代
替
で
き
る
か
、
も
し
く
は
行
政
制
裁
が
別
途
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に
な
り
う

(
凶
)

る
か
再
検
討
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
勧
告
書
は
「
行
政
制
裁
は
、
令
状
に
よ
る
拘
禁
が
相
応
し
い
と
は
考
え
ら
れ

(
凶
)

な
い
法
規
違
反
行
為
(
。

ROE-晶
σ同
町
宮

S
『
)
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
威
力
を
発
揮
す
る
」
か
ら
だ
と
述
べ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
各
行
政
庁
が
ど
れ
程
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
連
邦
議
会
は
勧
告
内
容
を
好
意
的
に
受
け
止

め
た
。
議
会
は
そ
れ
ま
で
少
な
か
ら
ぬ
行
政
制
裁
規
定
を
容
れ
た
法
案
を
通
過
さ
せ
て
来
た
の
で
あ
る
。
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事
実
行
政
制
裁
は
七
0
年
代
の
一
つ
の
モ

l
ド
で
あ
っ
た
。
判
明
し
た
統
計
だ
け
で
も
一
九
六
七
年
会
計
年
度
か
ら
一
九
七
一
年
会
計
年

(
山
)

度
に
か
け
て
、
徴
収
さ
れ
る
制
裁
金
総
額
は
五
八
五
七
二
二

0
ド
ル
か
ら
一

O
四
六
三
六
二
二
ド
ル
へ
と
倍
増
し
た
。
実
勢
総
額
は
当
然
そ

れ
よ
り
多
く
、
し
か
も
制
裁
事
件
数
は
年
間
一
五
0
0
0
件
を
上
回
る
勢
い
だ
っ
た
。

連
邦
議
会
は
こ
の
モ

l
ド
に
乗
っ
て
、
労
働
に
か
か
わ
る
規
制
管
理
を
行
政
制
裁
に
よ
っ
て
履
行
保
障
し
よ
う
と
試
み
た
。
例
え
ば
公
正

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

労
働
基
準
法
(
明
包
ユ
恒
一
σ
2
g
s
E
E∞
〉
♀
)

の
一
九
七
四
年
改
正
時
に
は
過
酷
な
年
少
労
働
者
(
。

3
5
z
g
n
E
E
E一
ざ
と
を
雇
用
す
る
使

(
問
)

用
者
に
行
政
制
裁

(nz-
宮
口
色
々
)
を
与
え
る
規
定
を
用
意
し
た
。
ま
た
職
業
安
全
衛
生
法
(
。

2
毛
色
。

E
-
s
E司
自
己
出
向
阻
害
〉
己
)
に

は
一
九
七
O
年
の
制
定
当
初
か
ら
、
労
働
者
に
対
し
て
「
死
亡
ま
た
は
重
大
な
身
体
的
危
害
を
も
た
ら
す
、
あ
る
い
は
そ
の
蓋
然
性
の
あ
る
、

認
識
さ
れ
た
危
険
の
存
在
し
な
い
雇
用
お
よ
び
職
場
」
を
整
え
る
よ
う
使
用
者
に
整
備
義
務
を
課
し
、
故
意
に

Z
E
P
-
-『
)
あ
る
い
は
く

(
胤
)

り
返
し
(
『
岳

B円
maq)
法
に
違
反
す
る
使
用
者
へ
行
政
制
裁

(
n
z
J
m
E
-さ
を
課
す
よ
う
規
定
し
て
い
る
。

四
不
法
移
民
に
対
す
る
方
向
性

こ
う
し
た
経
緯
か
ら

Eos-♀
0
2
8
n円
F
O
R
・
の
設
計
に
つ
い
て
は
採
る
べ
き
方
向
性
が
明
ら
か
だ
っ
た
。

雇
用
社
会
の
土
壌
と
気
風
に
併
せ
て
、
市
場
原
理
の
尊
重
と
国
家
行
政
権
威
の
相
対
的
下
落
が
時
勢
と
な
る
只
中
で
、
警
察
力
に
頼
っ
た

行
政
の
摘
発
取
締
り
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
不
都
合
極
ま
り
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
行
政
は
、
市
場
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
で
は
な
く
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

ナ
ル
テ
イ
を
与
え
、
ア
ク
タ
ー
の
排
除
や
参
入
拒
絶
で
は
な
く
適
切
な
活
動
支
援
を
可
能
に
す
る
監
督
を
す
べ
き
で
あ
る
。
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(
監
督
者
)
と
し
て
、
労
働
市
場
に
お
け
る
違
法
活
動
に
ペ

そ
の
た
め
に
は
移
民
の
流
入
規
制
の
ほ
か
に
、
労
働
市
場
で
〈
移
民
〉
労
働
者
が
違
法
就
労
す
る
の
を
防
止
し
、
か
つ
雇
用
主
が
労
働
市

場
で
違
法
に
雇
用
活
動
を
行
う
こ
と
を
防
ぐ
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
と
、
そ
の
法
政
策
を
支
援
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
行
政
制



説

裁
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

吾ム
白岡

連
邦
議
会
は
七

O
年
以
降
、
行
政
制
裁
の
採
用
を
視
野
に
含
め
た

Enヨ
立
ミ
雪
国

g
g
g
z
と
、
総
合
移
民
法
案
を
議
論
し
始
め
た
。
次
節

で
再
び
連
邦
議
会
の
動
向
を
と
り
あ
げ
、
政
策
支
援
法
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
成
立
過
程
を
検
証
し
よ
う
。

jヒ法53(5・68)1246

(
1
)
凶
哲
三
出
BOロ円
c
p
r
s
B可∞
-ES--除
却

gro-
∞0
8・
3
R句
、
き
と
き
た
ま
ヨ

b
E
A『
門
」
ミ
色
町
史
書
き
た
え
さ
旬
、
皇
室
町
b
H
t
sたえ
M
E
P
S

czu。門戸』富田
4

↓
開
。
冨
問
。
同
〉
叶
5
2
4
。
国
自
己
z
q問
。
∞
叶
〉
↓
開
閉
山
同
河
内
〉
〉
zu-wvQ開沼恒
zn岡
山
。
明
司
田
開
苫
∞
C
間一
N
-

ご
E
-
M
(
即
時
司
開
込
B
。ロ回円。口相円曲目・目仏国
3

3
8
)・
同
稿
に
よ
る
と
、
日
刊
阿
倍
-
巴

g
・
5
ι
o
E
B
g
g
R同
B
G
S
E
F
百
花
田

-FBB仲間
S
E
は
相
互
に
言
い
換
え
可
能
な
用
語
で
あ
る
。
あ
え
て
言
え

ば
入
国
申
請
書
類
を
所
持
せ
ず
/
入
国
審
査
を
経
ず
に
入
国
し
、
中
短
期
間
の
滞
在
/
就
労
の
の
ち
出
国
す
る
場
合
は
資
格
外
移
民
(
ロ
足
。

g'

g
g
s色
邑
句

g
同
)
と
称
し
、
観
光
ピ
ザ
で
入
国
後
、
長
期
間
/
永
続
し
て
定
住
す
る
場
合
は
不
法
移
民

2
z
m包

E
E句
g
円
)
と
区
別
し
て
称

す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
。
不
法
入
国
者
(
己

}mm包
些
何
回
)
は
法
秩
序
の
維
持
に
関
与
す
る
当
局
の
観
点
に
い
さ
さ
か
傾
斜
し
た
用
語
で
、

合
衆
国
領
域
内
へ
不
法
に
侵
入
し
、
か
つ
存
在
す
る
者
で
、
そ
の
移
民
資
格
が
審
査
承
認
を
受
け
て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
入
国
手
続
に
違
反

し
て
い
る
者
を
称
す
る
と
い
う
。

も
っ
と
も
本
稿
は
〈
移
民
〉
を
こ
れ
ら
三
用
語
の
総
称
よ
り
も
広
義
に
捉
え
る
。
∞
向
。
ピ

l
タ
l
・
ス
ト
l
カ
l
著
、
大
石
奈
々
H
石
井
由
香

訳
『
世
界
の
労
働
力
移
動
』
(
築
地
書
館
、
一
九
九
八
年
)
五

i
七
頁
。
同
書
で
は
国
際
移
動
者
(
吉
田
冊
目
邑

S
曲目

E
m『
包
。
ロ
)
を
、
定
住
者

(
室
晋
豆
、
契
約
労
働
者

(
n
g
g
n円
き
件
。
豆
、
専
門
職
従
事
者
(
司

g
r
a
s
s
-∞
)
、
非
合
法
労
働
者

(Emm包

5
2
m『g
豆
、
庇
護
希
望
者

及
び
難
民
(
担
問
可
Z
B
間四四宮
a
g
S
8
2加
ng)
に
類
型
化
す
る
。

本
稿
の
〈
移
民
〉
は
こ
れ
ら
類
型
の
う
ち
契
約
労
働
者
と
非
合
法
労
働
者
を
合
せ
た
グ
ル
ー
プ
に
近
い
。
現
代
の
契
約
労
働
者

(ngSR

唱
。
『
宮
円
)
は
有
期
/
短
期
労
働
契
約
を
前
提
に
入
国
を
許
可
さ
れ
就
労
す
る
人
々
を
指
す
。
し
か
し
彼
/
彼
女
ら
の
期
間
就
労
後
の
帰
国
は
完
全

と
一
言
え
ず
現
地
に
留
ま
る
者
も
多
い
よ
う
だ
。
加
え
て
契
約

(
n
g
E
S
は
近
代
に
お
け
る
奴
隷
制
、
苦
力
等
も
含
ん
で
お
り
、
現
代
で
も
そ

の
契
約
モ
デ
ル
は
完
全
に
一
掃
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
モ
ピ
リ
テ
ィ
と
あ
る
種
の
正
統
性
の
欠
如
を
理
由
に
し
て
本
稿
は
契
約
労
働
者

(ng'

E
n持
者
。
昇
R
h
w
gロ
5
2
Z
Z司
)
を
〈
移
民
〉
に
加
え
よ
う
と
思
う
。



な
お
同
書
訳
注
は
、
巳
om包

5
E加
E
-
S
を
不
法
移
民
で
は
な
く
、
定
住
白
的
の
移
民
及
び
出
稼
ぎ
目
的
の
外
国
人
労
働
者
の
双
方
を
包
摂

す
る
非
合
法
移
動
者
と
述
べ
る
。
だ
が
出
稼
ぎ
目
的
の
外
国
人
労
働
者
は
正
統
な

S
E
5
2
君
。
失
明
『
と
し
て
も
入
国
し
て
く
る
こ
と
に
留
意
す
べ

き
で
あ
る
。

サ
ス
キ
ア
・
サ
ッ
セ
ン
著
、
森
田
桐
郎
ほ
か
訳
『
労
働
と
資
本
の
国
際
移
動
l
世
界
都
市
と
移
民
労
働
者
|
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
九
二
年
)

一一

O
頁
で
は
、
短
期
契
約
労
働
者
を
「
移
民
に
分
類
さ
れ
な
い
外
国
人
労
働
者
」
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
。
だ
が
本
稿
は
「
移
民
に
分

類
さ
れ
な
い
短
期
契
約
労
働
者
」
も
〈
移
民
〉
に
含
め
て
考
え
る
。

(2)
こ
こ
で
市
場
ル

i
ル
の
仮
定
義
を
し
て
お
く
。
本
来
の
市
場
モ
デ
ル
は
例
え
ば
伝
統
的
な
商
品
取
引
所
や
株
式
市
場
と
い
っ
た
取
引
交
換
の

場
を
表
す
。
伝
統
的
な
取
引
所
や
市
場
の
メ
ン
バ
ー
は
施
設
を
組
織
し
、
取
引
に
参
入
す
る
人
々
の
活
動
を
規
制
す
る
ル

l
ル
を
持
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
高
度
な
商
品
取
引
所
や
市
場
で
は
紛
争
を
裁
定
す
る
機
関
を
持
ち
、
ル
ー
ル
違
反
者
に
処
罰
を
課
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
労
働
市
場
の
ル

l
ル
は
、
伝
統
的
な
市
場
及
び
市
場
ル

l
ル
と
は
幾
分
様
相
が
異
な
る
。

市
場
へ
の
参
入
メ
ン
バ
ー
は
不
特
定
多
数
で
あ
っ
て
、
施
設
に
よ
る
組
織
化
さ
れ
た
取
引
交
換
の
場
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
は
内
部
ル
ー

ル
の
設
定
と
運
営
と
い
う
自
治
的
な
行
動
が
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
メ
ン
バ
ー
の
外
部
に
(
多
く
は
拡
散
し
て
い
る
取
引
交
換
場
を
治
め
る

公
権
力
H
主
権
国
家
が
)
監
督
者
を
設
置
し
、
メ
ン
バ
ー
を
拘
束
す
る
ル

l
ル
を
策
定
し
、
監
督
者
が
ル

l
ル
を
運
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
出
来
あ
が
っ
た
の
が
労
働
市
場
と
そ
の
市
場
ル

l
ル
で
あ
る
。

市
場
ル

1
ル
の
中
身
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
伝
統
的
な
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
メ
ン
バ
ー
の
取
引
費
用
を
削
減
し
、
取
引
量
を
増

加
さ
せ
る
内
容
を
も
っ
ル
ー
ル
で
あ
る
。
独
占
力
の
行
使
を
排
除
し
、
競
争
を
活
性
化
さ
せ
る
ル

l
ル
が
代
表
例
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
取

引
の
場
を
規
制
し
、
参
加
者
を
特
定
し
、
取
引
さ
れ
る
対
象
を
制
限
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
市
場
の
運
営
に
関
す
る
ル

l
ル
で
あ
る
。
取
引
弱

者
の
支
援
や
、
競
争
の
公
正
さ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ル

l
ル
は
伝
統
的
な
ル

l
ル
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
切
な
運
営
上
の
ル

l
ル

で
あ
る
。

そ
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
し
ば
し
ば
ル

l
ル
管
理
者
に
任
命
さ
れ
た
国
家
は
、
管
理
す
べ
き
市
場
へ
の
世
界
規
模
的
な
参
加
希
望
者
を
制

限
し
、
か
つ
ル

l
ル
違
反
者
へ
の
制
裁
を
独
占
的
に
行
う
権
限
を
法
の
名
の
下
に
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
'
同
町
内
ロ
ナ
ル
ド
・

H
・コ

l
ス
著
、

宮
沢
健
一

H
後
藤
晃
H
藤
垣
芳
文
訳
『
企
業
・
市
場
・
法
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
二
年
)
一

oー
一
一
一
頁
。

(3)
サ
ス
キ
ア
・
サ
ッ
セ
ン
前
掲
注

(
l
)

一
一
一
一
一
頁
・
外
国
人
が
受
け
る
入
国
時
の
手
続
き
審
査
(
入
国
後
活
動
の
審
査
を
含
む
)

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

の
合
法
/

北法53(5・69)1247



説

不
法
性
で
当
座
の
正
統
性
は
決
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
入
国
が
違
法
で
も
滞
在
期
間
の
蓄
積
に
よ
り
在
留
資
格
を
取
得
し
た
り
、
市
民
権
を
取
得

し
た
り
す
る
ケ
l
ス
も
あ
り
う
る
か
ら
、
入
国
時
の
判
断
は
絶
対
で
は
な
い
。
逆
に
入
国
は
問
題
な
く
、
就
労
資
格
が
な
い
の
に
就
労
し
て
し

ま
い
、
そ
の
時
点
で
労
働
市
場
に
参
入
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
い
わ
ゆ
る
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
に
よ
る
就
労
が
典
型
例
で
あ
る
。

な
お
本
稿
の
〈
移
民
〉
を
ア
メ
リ
カ
労
働
市
場
と
の
関
係
で
特
定
す
る
場
合
、
サ
ッ
セ
ン
の
分
類
は
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
。
第
一
に
不
法

に
合
衆
国
に
入
国
し
た
人
々
。
概
念
的
な
労
働
力
供
給
予
備
軍
で
あ
る
。
合
衆
国
連
邦
移
民
帰
化
局

(C-
∞
E
E
m
E
B
E
白色

Z
包

E
E
E
E
S

P
2
8一
以
下
雪
印
)
で
は
「
審
査
を
受
け
て
い
な
い
入
国
者
」
(
品
ロ
豆
町
田
君

50Eニ
ロ
名
目
n
C
O
R
・
〈
閃

55)
と
称
し
て
い
る
。
第
二
に
合
法
的

に
合
衆
国
に
入
国
し
て
い
る
が
、
ピ
ザ
/
就
労
資
格
を
不
正
に
利
用
し
て
い
る
人
々
。
帰
国
し
な
い
有
期
/
短
期
契
約
労
働
者
は
こ
こ
に
含
ま

れ
る
。
第
三
に
、
不
正
な
書
類
を
所
持
す
る
人
々
。
変
造
カ

l
ド
で
就
労
資
格
者
を
詐
称
す
る
場
合
が
含
ま
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
「
不
法
」
移

民
の
定
義
に
は
、
こ
の
研
究
に
携
わ
る
人
々
す
べ
て
に
散
々
た
る
苦
心
の
形
跡
が
見
受
け
ら
れ
る
。
陵
情
伊
珠
谷
登
土
翁
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

移
民
の
非
公
式
化
と
地
方
労
働
市
場
|
「
不
法
移
民
」
の
制
度
化
」
宮
島
喬
・
梶
田
孝
道
編
『
外
国
人
労
働
者
か
ら
市
民
へ
l
地
域
社
会
の
視

点
と
課
題
か
ら
』
(
有
斐
関
、
一
九
九
六
年
)
一
八
七
|
二

O
四
所
収
、
一
八
七
頁
。

(
4
)
玄
白

H
E
n
-
n
g
E
-
g
h
w
k
a
s
ι
8
2
5
P
毛
色
、
~
札
句
、

MSヨ
EHF~
ヨ情。
=
.
h
E
F
Oげ
て
お
む
き

.
3
2民
県
滞
門

Hh
ミ，

HF内
止
、
町
ヨ
ヨ
b
~
同門

SSHY-
同
誌
叶
出
向
凶

言。
Z
R開
8
5要
旨

C
U
E
-
Z〉
ロ
〈
〉

Z自
己
〉

Z
U
E
E
0
2
F
C
E
R
E
Z
E
M
-
-
L
-
E
5
2
5
2
a
8
2
3
2包

-aこ還)・同論

文
で
は
何
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
は
該
当
し
な
い
か
と
い
う
観
点
で
考
察
が
始
ま
る
の
だ
が
、
結
局
そ
の
消
去
法
的
定
義
に
よ
る

と
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
は
「
所
得
|
階
層

(
5
8
5
?加

g
o
E
Zロ
)
」
過
程
に
お
い
て
「
法
や
社
会
環
境
が
規
制
を
掛
け
る
状
況

に
あ
り
な
が
ら
、
公
式
制
度
と
し
て
い
ま
だ
規
制
に
至
っ
て
い
な
い
」
所
得
過
程
で
あ
る
と
い
う
。
同
時
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
は

フ
ォ
ー
マ
ル
(
公
式
)
な
そ
れ
と
対
置
さ
れ
、
分
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る

o
p内
サ
ス
キ
ア
・
サ
ツ
セ
ン
・
前
掲
注

(
1
)
五
四
頁
。

そ
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
、
あ
え
て
言
え
ば
非
公
式
部
門
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
一
要
素
一
部
分
で
あ
る
。
本
稿

も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
を
「
経
済
活
動
の
制
度
的
枠
組
み
(
法
体
系
、
行
政
制
度
、
税
制
、
「
市
民
的
契
約
関
係
」
等
々
)
に
従
っ
て
行

わ
れ
る
公
式
の
経
済

(PS巳
R
O
S
S『
)
」
(
*
サ
ッ
セ
ン
同
部
分
よ
り
引
用
)
と
対
置
さ
れ
る
、
非
制
度
的
、
非
公
式
経
済
部
門
と
考
え
て
お

く
が
、
非
連
続
か
つ
分
断
を
想
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
次
の
定
義
が
参
考
に
な
ろ
う
。
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
と
は
、
大
概
経
済
活
動
の
一
部
門
を
意
味
す
る
が
、
小
企

業
や
個
人
経
営
者
の
活
動
つ
ま
り
こ
こ
で
は
政
府
規
制
、
税
制
、
社
会
保
障
、
安
全
衛
生
と
い
っ
た
社
会
的
義
務
を
免
れ
た
活
動
体
を
排
除
す

吾"'-
白岡

北法53(5・70)1248



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

る
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
の
活
動
は
し
ば
し
ば
違
法
と
み
な
さ
れ
る
が
、
非
公
然
部
門
で
も
な
い
。
政
府
部
門
間
の
非

協
力
体
制
、
職
務
遂
行
の
慨
怠
、
あ
る
種
の
黙
認
が
非
公
式
活
動
を
活
性
化
さ
せ
も
す
る
。
」
同
町
時
国
々
g
m
-
m
o
g
R
F
E
Hミ
ミ
ヨ
S
H
u
r
g
ミ
ミ
町
-

U
H
町
内
清
R-
皇
位
h
-
k
r
n
b
g
町
内
』
~
3
3
g
~
S
札止、
σ
s
b
Z
R
S
ヨ
S
C
E
b
E
S
ミ
h
p
吉
、
H，
z
z
z
g
雲
南
〉
F
R
o
z
。
ζ
J
F
h
R
唱
団
『
E
E
E
o
s
-
合
同
四
ム
ア
3
・

な
お
邦
語
文
献
で
は
渡
部
利
夫
『
ア
ジ
ア
経
済
を
ど
う
捉
え
る
か
」
(
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
九
年
)
九
四
頁
に
お
け
る
都
市
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
部
門
の
具
体
的
記
述
が
参
考
に
な
る
。
渡
部
に
よ
れ
ば
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
と
は
「
川
新
規
参
入
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
同
現
地
の
資

源
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
、
同
家
族
経
営
が
中
心
で
あ
る
こ
と
、
同
小
規
模
で
あ
る
こ
と
、
同
労
働
集
約
的
で
技
術
水
準
が
低
い
こ
と
、
制
労

働
者
の
技
能
が
正
規
学
校
教
育
の
外
側
で
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
川
市
場
が
公
的
な
規
制
を
受
け
る
こ
と
な
く
競
争
的
で
あ
る
こ
と
」
が
条
件

で
あ
る
。

(
5
)
一
九
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
は
、
邦
語
資
料
と
し
て
明
石
紀
雄
H

飯
野
正
子
H

田
中
真
砂
子
『
エ
ス
ニ
ツ
ク
・
ア
メ
リ
カ
』
(
有
斐
閣
、

一
九
八
四
年
)
一

O
六
1

一
O
八
頁
、
サ
ス
キ
ア
・
サ
ツ
セ
ン
前
掲
注

(
1
)
六
六
頁
、
伊
漆
谷
登
土
翁
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
メ
キ

シ
コ
人
移
民
労
働
」
森
田
桐
郎
編
『
国
際
労
働
力
移
動
』
東
京
大
学
出
版
会
(
一
九
八
七
)
一
八
七
l
一
二
八
所
収
、
一
八
八
一
九
O
頁、

小
井
土
彰
宏
「
メ
キ
シ
コ
系
「
非
合
法
」
移
民
労
働
者
と
ア
メ
リ
カ
国
家
」
百
瀬
宏
H
小
倉
充
夫
編
『
現
代
国
家
と
移
民
労
働
者
』
(
有
信
堂
高

文
社
、
一
九
九
二
年
)
八
九
|
一
一
八
所
収
、
九
二
|
九
三
頁
が
詳
し
い
。

外
国
語
資
料
と
し
て
は
開
ut主
開
口
司
・
国
5
4
2
2
8
z
-
E
g
∞
「
E
H
〈
開
回
目
的
8
2
2
〉
玄
開
宮
内
〉
三
宮
言
。
問
〉
叶
円
o
z
g
ロ
Q
コ
混
ム
唱
色
合
唱
∞
3
・

〈
田
空
。
z
冨
・
出
回
目
。
。
∞
岨
』
円
・
・
H
F
直
言
。
同
〉
司
。
Z
司
o
z
n
J
ヘ
〉
z
o
d
闘
〉
F
A
間
宮
内
〉
Z
F
〉
回
O
田
明
。
河
内
開
(
】
混
と
.
明
問
問
。
者
-
E
。
。
∞
.
司
自
∞
∞
C
自
由
。
z

【
リ
o
z
。
問
問
的
回
・
〉
∞
叶
C
U
J
円
。
明
;
口
白
河
開
司
凹
〉
戸
O
司
何
回
目
Z
開
M
W

凹
開
一
円
【
リ
円
C
M
5
Z
(
苫
凶
(
)
)
e
F
C
Q
開
内
出
回
4
0
待
問
ロ
Z
〉
図
。
Z
〉
Q
Q
山
田
)
∞
・
唱
戸
〉
図
。
間
同
Y
A
Y
白
『
。
同
〉
↓
-
o
z

c
z
宙
開
P
2
2
口
同
窓
・
z
z
z
dそ
O
同
居
間
回
目
Z
Z
開
d
z
E
U
習
己
盟
国
明
。
問
問
者
O
E
h
o
t
f
Z
同
(
這
∞
品
)
ゆ
百
ゴ
J
へ
の
〉
E
〈
司
P
ロ
∞
-
E
E
自
己
5
z

r
p
d
宅
〉
Z
口
、
E
凹
の
O
Z
叶
問
。
戸
O
明
戸
〉
回
。
回
一
-
∞
M
O
-
-
S
ム
(
-
遺
品
)
岨
閉
J
J
C
F
民
国
)
者
〉
河
口
同
・
∞
叶
回
目
同
盟
-
z
.
E
開
C
Z
回
目
。
印
、
『
〉
吋
開
閉
・
-
∞
∞
同
1
3
J
ミ
(
-
唱
∞
】
)
が
さ

し
あ
た
り
参
考
に
な
る
。

(
6
)
E自
由
自
在
n
F
ロ
h
-
E芝
E
Z
H
U
内
定
~
色
、
言
語
『
・
〉
宮
内
寄
g
z
h
s
旨
言
言
語
凡
旬
、
皇
室
-
宮
戸
〉
回
。
田
宮
言
。
E
4
5
z
d
z
宙
開
P
ヨ
〉
巴
∞
戸

F

同
町
長
当
巴
ロ

0
8
凶
咽
斗
唱
曲
円
-
-
C
E
-
M
M
・
関
司
叶
J
『
の
〉
「
〉
〈
司
〉
咽
出
口
間
以
『
mw

口O
B
u
・曲四品hfahF申・

(7)
開
含
白
因
。
s
a
n
z
L
ミ
5
5
5
m
r
白
ニ
ロ

(8)
〉20-7zqhrzahfnFMAHa--凶盟主・凶∞凶岨凶∞凶'∞吋唱、.mhuRHth守して〉口門。同Hum-u-MAr-∞∞少nz-a少閣内rN凶白押印円・凶一円N・MM一
w-
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説
ゴ!

日間

(
9
)
〈問問
Z
O
Z
玄
・
切
回
目
。
。
∞
-
言
、
5
5
8
少
包
N
品
・
ま
た
移
民
法
史
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
次
の
資
料
が
非
常
に
有
益
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
。

築
原
俊
洋
『
排
日
移
民
法
と
日
米
関
係
』
(
岩
波
書
底
、
二
O
O
二
年
)
六
九
l
一
一

O
頁。

(
叩
)
回
目

E
因
。

E
C
n
F
言、
S
吉田町内
r
同
二
己
・

(
日
)
伊
珠
谷
登
士
翁
・
前
掲
注

(
5
)

一
八
九
一
九
O
頁。

(
ロ
)
百
ゴ
J

己
〉

E
〈
司
〉
L
号
、
む
き
お
少
己
主
・

(
日
)
〉
2
0時
間

u
o
σ
-
M
a
-
-
∞∞
u
-
n
E
・Hah
ア一
N

凶∞丹包・川口
M
・凶凶一
N

』凶凶(白日開口己白色-∞∞斗)・

(U)

百ゴ
J

へ
の
〉
「
〉
〈
司
p
h
X唱

5
5
8
少曲目

2
E
3・
E
5
の
言
、
つ
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
と
は
立
法
の
欠
陥
の
み
な
ら
ず
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
欠
如
を

理
由
と
し
て
、
立
法
が
象
徴
と
し
て
の
意
味
し
か
持
た
な
い
点
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

(日

)
E・一八
九
0
年
代
(
一
八
九
一
一
九
O
O
)
の
正
規
の
移
民
数
は
三
六
八
七
五
六
四
人
。
そ
の
う
ち
単
身
男
性
労
働
者
と
し
て
出
稼
ぎ
目
的

で
入
国
を
予
定
し
、
法
の
規
制
を
受
け
た
者
は
(
一
九
八
五
年
以
降
)
せ
い
ぜ
い
毎
年
二

0
0
0
人
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
法
の
エ
ン
フ
ォ

l

ス
経
過
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

他
方
、
切
口
盟
国
に
よ
れ
ば
同
法
の
下
で
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
規
制
を
受
け
た
労
働
者
の
デ
l
タ
は
な
い
と
い
う
。
〈
E
z。
z
芦
田
問
問
。

2
・
h
R可
否

ロO
R
H
凶
咽
陣
門

M
∞・

な
お
改
訂
整
備
の
の
ち
施
行
さ
れ
た
外
国
人
契
約
労
働
者
法
に
よ
る
一
八
九
二
年
以
降
の
上
陸
不
許
可
労
働
者
数
の
デ
l
タ
に
つ
い
て
は
、

百
ヰ
J

への

R
E
-
t
L号、
22a-巳
β
h
w
E
?
$・
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

(
日
)
〉
2
0『
Hunσ-M
凶
-
E∞・戸
n
z
-
N
N
。・
M
A
H
g
民・品目
AF
晶玉
B
Z

(
げ
)
穴
H
4
4
J
へ
の
〉
戸
〉
〈
H
4
P
言
、
さ
口
。
同
町
凶

-
a
S
B小品

(

凶

)

同

h
H

(
印
)
一
九
世
紀
後
半
の
合
衆
国
西
部
の
状
況
は
、
さ
し
あ
た
り
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
著
、
阿
部
紀
子
H

石
松
久
幸
訳
『
も
う
一
つ
の
ア
メ
リ
カ
ン
・

ド
リ
ー
ム

i
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
挑
戦
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
九
六
年
)
を
参
考
に
し
た
。

(
却
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
ゆ
)
七
七
|
七
八
頁
。

(幻

)
E
S
Y向
型
~
町
。
町
宮
内
円
。
き
さ
.
円
。

ξ
き
久
町
、
昌
信
『
皇
室
~
C
E高
号
認
さ
門
リ
b
~
守
3
h
a
u
E
U。，昆句
N
W
E
F
〉
固
定
宮
玄
5
Z
4
5
z
d
z
E
m
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サンクシヨンを通じて見た外困入、雇用ルール、そして労働法(1)

【

U

〉噌司〉戸
a
F
P
言
、
言
ロ
。
円
四
少
N
-
唱曲同
M
凶凶ム。・

(
辺
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注

(
m
m
)

コヱハ
1

三
七
頁
。

(
お
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
印
)
七
七
1

七
人
頁
、

2
5
玄
3
・
言
、
言
ロ
2
n
N
f
a
出品・

(
剖
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
に
よ
る
と
、
巷
間
で
の
言
説
と
し
て
の
典
型
的
な
身
体
的
拘
束
は
ア
メ
リ
カ
向
け
の
中
国
人
労
働
者
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
中
国
人
の
行
く
先
は
東
南
ア
ジ
ア
全
域
に
及
ん
で
お
り
、
そ
ち
ら
向
け
に
上
海
さ
れ
て
な
宮
出
事
色
色
)
い
た
事
実
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
向
か
っ
た
中
国
人
労
働
者
に
身
体
的
拘
束
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
経
済
的
拘
束
は
当
然
課
せ
ら

れ
て
い
た
。
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
叩
)
一
二
六
i
三
七
頁
。

他
方

F
n
a
や

H50
沼
田
『
の
見
解
は
、
誘
拐
も
し
く
は
詐
欺
、
貧
困
、
賭
博
に
よ
る
借
金
返
済
を
原
因
と
す
る
非
自
発
的
(
岡
田
〈
♀

E
r
a
)
動

機
付
け
に
よ
る
〈
移
民
〉
が
ア
メ
リ
カ
向
け
中
国
人
労
働
者
の
中
に
存
在
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
ハ
ワ
イ
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
い
っ
た
限
ら

れ
た
地
域
へ
は
自
発
的
な
出
国
が
多
か
っ
た
と
い
う

0
2
8
ヨヨ
8
∞L
号、
a
S
S
M
-
a
f
E
B
冨
3
・田吾
B
S
S
M
-
-
a
M
Z
-

(
お
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
叩
)
三
六
頁
、

E
E
n
y白
血
予
句
号
、
白
ロ
O
再
開

N
f
巳

Nua

(
部
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
凶
)
七
八
頁
、
百
ゴ
イ
の
〉

E
〈司
p
h
x宅
む
ロ

2a-E円以
'
以
・

(
幻
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
叩
)
七
四
|
七
五
頁
。

(
却
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
印
)
七
四
|
七
五
頁
、
沼
田
)
巧
-
M
N
5
2
L号
、
む
き
芯
凶
唱
曲
二
-

(
却
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
ゆ
)
七
四
|
七
五
頁
、
担
制
口
当

-Eos-h号、
a
g
s少
白
コ
・

(
却
)
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
・
前
掲
注
(
凹
)
一

O
一一一頁。

(
お
)
〉
2
0同
冨

ap-∞∞ド
n
F

・ロ
a・M
M

∞
E-U∞-
u
∞'a--

(
担
)
パ

1
リ
ン
ガ
ム
条
約
(
回

E
B伺
曲
目
。
寸
お
認
可
)
は
合
衆
国
政
府
と
中
国
政
府
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
。
だ
が
実
際
は
在
米
中
華
会
館
(
の
E
5
8

的

F
H
n
o
g宮
田
可
)
の
強
い
影
響
と
意
向
が
作
用
し
た
と
い
う
。
同
条
約
は
「
両
国
の
市
民
並
び
に
臣
民
の
固
有
か
つ
譲
渡
で
き
な
い
、
好
奇
や
貿

易
、
移
住
を
目
的
と
す
る
自
由
な
移
動
の
利
益
」
を
両
国
が
厳
粛
に
確
認
し
、
合
衆
国
に
お
け
る
中
国
人
の
入
国
と
活
動
の
自
由
を
保
障
し
た
。

中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
み
な
ら
ず
中
国
人
「
移
民
」
で
あ
っ
て
も
そ
の
権
利
は
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
同
条
約
は
、
合
衆
国
西
部
に
お
い
て
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
中
国
人
排
撃
運
動
に
関
し
て
、
在
米
中
華
会
館
が
合
衆
国
政
府
に
公
式

の
憂
慮
を
表
明
さ
せ
、
中
国
人
の
域
内
活
動
の
保
障
を
明
文
で
確
認
さ
せ
た
の
だ
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ
前
掲
注
(
凶
)
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一
O
六
i
一
O
七
頁
。

(お

)
E
5
8河
田

5
2
z
m
o
z
-
S
3
5己
主
主
凶
'
虫

(制

)
h
A
a
s
o
ム同・

(お

)
E
g円同相『問。ロ〈・玄
3
0
F
S
C
ω
-
N
3・
MM
「
-
a
z凶
-nsr』口加〈・司回目呂田
P
S
C
∞
-M司
-M凶戸田町色・凶凶。・

(
お
)
川
原
謙
『
ア
メ
リ
カ
移
民
法
』
(
信
山
社
、
一
九
九
O
年
)
三
九
1

五
六
頁
。

(
幻
)
〉
2
0】
寸
〉
ロ
加
ロ

-
Z∞
N-nz・凶吋
a・
0N・
MMga-NHA-NZ'

(犯

)
g
t
5
5
-
v・出
2
2
2
8
z
-
句さ
5
5
8
u
-
g
-
u
u
'凶∞・

(
却
)
迂

-ag'g-

(
刊
)
一
八
八
五
年
法
は
川
他
の
外
国
人
の
秘
書
、
従
者
、
召
使
に
従
事
し
て
い
る
一
時
滞
在
の
外
国
人
、
凶
合
衆
国
内
で
は
確
保
が
不
可
能
な
熟

練
技
能
労
働
者
、
同
専
門
的
職
業
俳
優
、
芸
術
家
、
文
筆
家
、
教
員
、
歌
手
、
ま
た
は
特
定
の
個
人
に
師
事
す
る
専
門
的
執
事
、
凶
合
衆
国
に

永
住
す
る
家
族
の
一
員
も
し
く
は
私
的
な
友
人
に
よ
っ
て
移
住
目
的
で
の
入
国
を
援
助
さ
れ
る
者
を
適
用
除
外
し
て
い
た
。
〉
ヌ
え

Eσ
・
N
少

戸∞∞凶・

nF-ahH・一予
M凶∞
5
・凶

MMe
凶凶

M'出・

(叫

)
S
Z
2
玄
・
回
目
白
。
。

t
z
h
u
g
g
s
u
-
三
寸
・

(
位
)
野
村
達
朗
『
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
摩
天
楼
』
(
講
談
社
、
一
九
八
九
年
)
一
二
三
頁
。

(
日
)
一
九
一
二
年
法
は
ア
メ
リ
カ
移
民
政
策
上
初
め
て
出
身
国
の
国
籍
を
基
準
と
す
る
移
民
割
当
性
を
定
め
た
。
だ
が
西
半
球
(
の
諸
国
つ
ま
り

メ
キ
シ
コ
中
南
米
)
に
は
割
当
性
の
適
用
が
な
か
っ
た
。

(
叫
)
正
規
の
移
民
に
よ
る
労
働
力
確
保
と
い
う
合
衆
国
の
移
民
政
策
と
併
存
す
る
短
期
契
約
労
働
者
の
導
入
政
策
が
採
ら
れ
始
め
た
の
は
、
一
九

一
七
年
の
移
民
法
改
正
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
参
戦
に
よ
る
不
足
労
働
力
の
補
充
の
た
め
に
メ
キ
シ
コ
、
パ
ハ
マ
、

カ
ナ
ダ
か
ら
農
業
、
鉄
道
労
働
者
が
導
入
さ
れ
た

o
M
2
5
5
0
E芦
田
昌
間
三
円

-
E両院亘
E
E
h
-
-
さ
遣
さ
旬
、
急
ロ
ミ
も
き
~
忠
告
q
s
q
s号
、

、ロ

h
q
s
s同
句
ミ

HahSRFNCHZ叶回以
NZ〉目。
Z〉
F
Z
5同〉叶
5
z
m
m〈
白
老

-Z0・hf唱
3
・
3J『(苫∞小)・

(日

)
U
E
5玄
-
E
F
C
2
8
2
5
ヨ
白
書
出
2
5
2叶
E
C
Z
E
U
苛
己
F
5
4
-
2
3
0
)・

(
判
)
ト

l
マ
ス
・
ワ
イ
ヤ
ー
著
、
浅
野
徹
訳
『
米
国
社
会
を
変
え
る
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、

(
幻
)
関
空
開
司
。
〉

E
自
〉
注
目
の
ま
ヨ
∞

O
R民
。
同
一
寸
田
富
民
間
内
〉
Z
回
宮
内
開
問
。
∞

8
買・

3
2喝
さ
・

説論

北法53(5・74)1252
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。



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

(
品
)
足
・
目
己
∞
・

(
刊
)
小
井
土
彰
宏
・
前
掲
注

(
5
)
九
二
|
九
五
頁
。

(
叩
)
百
ゴ
J

円。〉

E
〈
司
〉
L
E育
む
き
お
凶
-
E

ニu
B
・

(
日
)
一
九
二
四
年
の
国
籍
法

(
Z
S
O
B
-
O
E
m
E
〉
公
)
施
行
後
、
合
衆
国
へ
の
正
規
の
移
民
流
入
数
は
減
少
し
、
世
界
恐
慌
以
降
の
一
九
三
O
年

代
は
拍
車
を
か
け
て
減
少
が
進
行
し
た
。
合
衆
国
の
労
働
力
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
国
内
に
お
け
る
農
村
人
口
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
メ
キ
シ
コ
系
〈
移
民
〉
は
例
外
だ
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
系
移
民
は
一
九
一
七
年
法
か
ら
制
限
の
枠
外
に
あ
っ
て
、
一
九
二
四
年
法
も
扱
い

に
変
化
は
な
か
っ
た
。

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
合
衆
国
は
こ
の
戦
時
中
の
労
働
力
の
供
給
の
為
に
、
す
べ
て
〈
移
民
〉
労
働
者
を
も
っ
て
対
応
し
た
の
で
は
な
い
。

合
衆
国
の
大
局
的
な
政
策
は
メ
キ
シ
コ
系
〈
移
民
〉
に
敵
対
的
な
人
種
主
義
者
、
白
人
労
働
者
層
と
メ
キ
シ
コ
系
労
働
者
を
求
め
る
南
部
農
業

資
本
層
と
を
調
整
し
、
季
節
労
働
者
(
∞
S
8
8
)
と
し
て
メ
キ
シ
コ
人
を
受
け
い
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。

同
時
に
合
衆
国
は
、
労
働
力
の
導
入
に
際
し
て
定
着
型
移
民
に
よ
る
供
給
策
を
採
っ
て
き
た
経
緯
を
改
め
別
個
の
契
約
型
の
短
期
労
働
者
、

い
わ
ゆ
る
〈
外
国
人
労
働
者
〉
に
よ
る
労
働
力
需
要
へ
の
対
応
を
本
格
的
に
始
め
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

(
臼
)
ロ
〉
〈
巴
冨
・
回
目
F
h苦
言
ロ
O
R
a
-
a
-
M
-

(臼

)
P
E
ι
-
u
-
F
O宮
p
qミ
q
g宮
内
ミ
ミ
ミ
2
2
3
さ句
S
H
E
-
-
E
S
H
R
F
A刊
日

KRhHS遣
会

E

S

E宅
き
と
q丘
町
予
M
∞
白
内

E
C
dモ
官
〈
H
2・
2
円

ふ小品(】唱∞-)・

(
日
)
庄
司
啓
一
「
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
城
西
経
済
学
会
誌
』
第
一
九
巻
第
一
号
(
一
九
八
三
年
)
一
九
|
三
八
所
収
、
一
一
一
一

一一一一頁。

協
定
が
立
法
化
さ
れ
た
後
は
合
衆
国
連
邦
政
府
の
下
級
機
関
が
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
に
、
域
内
支
配
賃
金
(
胃
刊
〈
包
巴
諸
君
お
開
)
の
適
用
を
保
証

す
る
よ
う
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
農
場
主
が
賃
金
額
を
決
定
し
、
そ
れ
を
政
府
下
級
機
関
に
通
知
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
つ
ま
り
域
内

支
配
賃
金
と
は
非
競
争
的
で
市
場
原
理
の
機
能
し
な
い
賃
金
額
を
意
味
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o

M

2

百
ゴ
ベ
の
〉

E
〈司
P

H
Z
沼
口
開
叶
回
開
印
斗
〉
叶
門
司
国
間
切
開
〉
内
開
問
。
司
問
。
。
同
〉
Y
A
-

同宮室-。同〉叶-。
Z
咽〉
Z
U
4
E
m
-
-
Z
・臼温
M
C
(
回申唱
M
)
・

(
日
)
同
2
2
m
g
o
-
g
g
=
え
〉
唱
『
-
N
A
Y
3
与一
ynz-∞M
e
m
m
N
s
少
司
Eσ
・「

Z
0・品凶
e
U
叶∞
g
円・斗{)・吋い
M
g

斗u
・

(日，)』
O
E
m
g
c
-
E
S
え
F
F
-
P
-
E少
n
z
-
R
E
σ
-
F
-
Z
0・
MM少
凶
∞
∞
E
-
ご
・
ニ
ム
斗
・
こ
う
し
た
両
院
合
同
決
議

C
2
2
8
8
-
E。
口
)
に
よ
る
時
限

北法53(5・75)1253



説

政
策
的
手
法
を
用
い
て
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
は
一
九
四
七
年
末
ま
で
継
続
す
る
。

(
訂
)
司
コ
J
Z
F
Eコ〉言、
5
5
8
2・S
N
0
・

(
回
)
〉
n
Z同
〉
官
民
-

H

喝
さ
-
n
F
・s
・
2σ-F-zo・
s
-
E
ω
E
-出
-uu'虫・

(
印
)
。
白
色
色
司
-
F
O司

nNLさ
ミ
ロ
。
田
町
凶
凶
@
箆
a
a
u
・

(ω)
百
ヰ
ペ

n
R〉
〈
司
〉
L
還
さ
き
お
官
民
回
目
凶
ム
・

(
臼
)
開
ロ
巧
盟
国
詰
霊
)
0
0
・H
Z
F宙
開
問
4
4
・∞∞

E
g
tタ
令
凶
(
右
∞
か
)
-
F
2
0
0色
に
よ
る
と
、
合
衆
国
牧
場
主
は
法
に
従
っ
て
ブ
ラ
セ
ロ
を
調
達
す
る
に

は
、
事
前
に
二

0
0
0
ド
ル
も
の
履
行
保
証
金
(
官
民
0
5
8
8
σ
s
a
)
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
国
境
警
備
局
は
農
場
主
や
牧
場
主
の

窮
状
を
見
か
ね
て
、
ブ
ラ
セ
ロ
目
的
の
メ
キ
シ
コ
人
不
法
越
境
者
を
し
ば
し
ば
見
逃
し
た
と
い
う
。

(
臼
)
〉
R
0
2
z
q
F
3
2・n
F・M
M
凶・

2
σ
-
F・2
。・吋∞

-a∞
E-ご
タ
ニ
喧
E
N
-
-

(
臼
)
と
き
の
合
衆
国
大
統
領
ト
ル

l
マ
ン

(E3ω
・斗
2
5
2
)
は
メ
キ
シ
コ
人
の
流
入
事
態
に
懸
念
を
表
明
し
、
合
衆
国
連
邦
議
会
に
対
策
を
議

じ
る
よ
う
圧
力
を
か
け
た
。
メ
キ
シ
コ
政
府
も
自
国
の
労
働
者
が
合
衆
国
の
労
働
現
場
で
芳
し
く
な
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
憂
慮
し
て

い
た
。連
邦
議
会
の
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
一
九
一
七
年
法
移
民
法
の
改
正
だ
っ
た
。

一
九
一
七
年
移
民
法
は
、
雇
用
(
冊
目
立

a
g
g円
)
つ
い
て
の
決
ま
り
は
な
か
っ
た
が
、
合
衆
国
内
へ
不
法
外
国
人
(
告
白
間
色
〉

-Fg)
を
蔵
匿

(
F
R
g
a国
間
)
、
護
送

(RS唱
。
邑
ロ
伺
)
、
も
し
く
は
密
入
国
す
自
己
器
ロ
ロ
加
)
さ
せ
る
行
為
を
禁
止
し
て
い
た
。

こ
の
一
九
一
七
年
法
の
蔵
匿
を
拡
張
解
釈
し
て
、
メ
キ
シ
コ
人
を
雇
用
す
る
雇
用
主
を
行
政
が
取
り
締
ま
る
こ
と
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て

否
定
さ
れ
て
い
た
。

C
-
M
・〈

-
F
g
p
出凶

C
・m-
品
包
含
ま
∞
)
・

連
邦
議
会
は
雇
用
主
の
懲
罰
制
度
を
容
れ
た
立
法
案
を
検
討
し
た
が
、
結
局
法
案
と
し
て
議
会
を
通
過
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
逆
に
連
邦

議
会
は
、
雇
用
主
が
誤
っ
て
無
資
格
の
違
法
外
国
人
を
雇
用
し
た
際
、
蔵
匿
の
罪
に
該
当
し
な
い
よ
う
に
明
文
で
雇
用
主
を
保
護
し
た
。
こ
れ

が
叶
問
問
〉
∞
沼
N
O
〈
窃
。
で
あ
る
。
テ
キ
サ
ス
の
農
場
主
ら
が
、
違
法
に
メ
キ
シ
コ
人
を
雇
用
し
て
も
処
罰
を
受
け
な
い
よ
う
運
動
し
た
成
果
が
、

こ
の
修
正
条
項
の
命
名
の
由
来
だ
と
い
う
。
た
こ
ハ
司
コ
内
手
〉
〈
司
p
h吾
5
5
8
2・
aaa'弓・

当
初
法
案
起
草
者
は
、
不
法
入
国
し
た
メ
キ
シ
コ
人
と
雇
一
用
主
が
知
り
な
が
ら

(
w
g
Sロ
包
『
)
雇
用
す
る
こ
と
を
適
用
除
外
す
る
意
図
は
な

か
っ
た
。
あ
く
ま
で
誤
っ
て
雇
用
し
た
場
合
の
適
用
除
外
規
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
施
行
の
段
階
で
、
図
ら
ず
も
移
民
帰
化
局
が
、
雇

論

北法53(5・76)1254



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

用
主
ら
に
対
し
て
、
雇
用
の
名
の
も
と
に
不
法
入
国
者
の
使
用
及
び
請
負
契
約
に
関
す
る
完
全
な
承
認
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
緑
町

内
包
図
的

ng旬
N

白
書
又
ミ
q
h
g
a
S
E
E
-
唱
で
口
、
持
司

hhSH宮
内
む
き
芯

e
s
g
-
S九
円
、
ヨ
札
口
町
史
書

5
h
b
E
S
h
~
呂
内
同
室
内
町
さ

3
2
R
g
a
h
t
n除
、
色

、
否
、
s
a
p・-甲
ω叶〉
Z
同uomU』
O
C
同Z
〉F
M
O
明同
ZJ
『問問
Z
〉
4
5
Z
〉「
F
〉4
〈咽一凶吋ア凶、工(-唱∞い山)・

(
臥
)
。

m
E弘司・円。唱。
N
-

長
官
む
ロ
。
円
四
凶
凶
咽
担
問

aa∞ふ$・

(
伍
)
百
ゴ
a
J

への〉

E
〈
司
P
句号、むロ
0
8
2・
az--

(
前
)
開
空
間
問
。
〉

E
自
と
さ
5
5
E
C円
NOM・

(
町
)
百
ゴ
J

への〉

E
〈
司
P
言、

E
S
S
E
-
曲
ニ
お

(
同
)
一
九
五
0
年
代
か
ら
一
九
六
0
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
農
業
労
働
者
の
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
の
各
邦
語
論
文
が
有
益
な
情
報
を
提
供

し
て
く
れ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
農
業
労
務
請
負
制
」
『
統
計
研
究
参
考
資
料
』
(
法
政
大
学
日
本
統
計
研
究
所
)
恥
部
(
一
九
八
六

年
)
、
喜
多
克
己
「
ア
メ
リ
カ
移
民
統
計
と
「
非
合
法
」
外
国
人
労
働
者
」
『
研
究
所
報
』
(
法
政
大
学
日
本
統
計
研
究
所
)
第
一
五
巻
(
一
九
八

八
年
)
二
四
五
九
所
収
'
喜
多
克
己
「
一
九
八
0
年
代
ア
メ
リ
カ
農
業
雇
用
労
働
と
デ
l
タ
問
題
」
『
経
済
志
林
』
(
法
政
大
学
)
第
五
八
巻

第
一
・
二
号
(
一
九
九
O
年
)
一
九
二
l
二
六
二
所
収
、
喜
多
克
己
「
ア
メ
リ
カ
農
業
労
働
者
運
動
の
新
局
面
中
西
部
に
お
け
る
移
動
農
業

労
働
者
の
三
者
協
定
|
」
『
経
済
学
論
纂
』
(
中
央
大
学
)
第
一
一
一
一
一
一
巻
第
一
・
二
号
(
一
九
九
二
年
)
一
ー
l

一
二
所
収
。

(
的
)
∞
・
何
回
目
M

・
2
0・M
O
M
2唱。
3
・
夜
、
ミ
ミ
同
九
九
お
戸
市
wmTHC・∞
-n-n-〉
Z
・Mm中市V
0
・凶品川注目唱
N・

(叩

)hh・
白
己
$
回
目
沼
-

(れ

)hh・同己
S
V
3・

(
ロ
)
〉
2
0『印白勺・叶・

3
歪
-EF-F-Z0・geu∞
M・
3
aムロ・∞・門
U-n-〉
-Z・(吋∞∞
E
-
S
C
)
5畠・

(
刀
)
〉
2
0
3
8・〆
3
F
E
σ
-
F
Z
0・∞∞'凶∞
M唱争

3
2
c・
m
-
の
の
〉
-Z・
3
M
E
-
S
C
)
E
S
-

(
日
)
〉
2
0『凶
8
・吋
4
3霊
4
2
σ
-
r
z。・∞∞'凶∞
N4
官
e
s
a品己・∞
-
n
h〉
-z・(斗∞∞
E
a
s
s
-
c
s
-
移
民
労
働
者
に
対
し
て
各
州
財
政
の
拠
出
に
よ
る
保

険
制
度
が
規
定
さ
れ
、
移
動
中
の
事
故
に
関
し
て
は
労
働
者
本
人
へ
の
障
害
給
付
金
や
遺
族
へ
の
死
亡
給
付
金
制
度
が
整
っ
た
。

(
日
)
〉
2
0明日凶
8
吋・

3
aムイ
PMσ-F-Z0・∞∞'凶∞
M
-
g品
4ae-喧
mEtc-∞・門リ・【
U

・〉
-z・
3
∞∞冨同
-SC)-O凶{
)
E

凶
M-

(
苅
)
〉
n
5
3
8・斗・

3
宏・

2
σ
-
F
-
Z
0・gBU∞
M-
唱
-
-
ま
品

C
印・門
yn
〉
-Z・(叶∞∞
E
-沼
9
5
3
同
法
の
罰
則
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

4
E
L
Z〉戸、『
J

『同
vmC〈
岡
田

5
Z∞
罰
則
規
定
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印
公
・
申
・
〉
国
司
『
R
S
F
σ
。『

n
o
E
5
2
2
2
2戸立。〕『
00
円E
0
8
0叫
垣
F
0
5
-
R
E
-
-『
h
g
ι
r口
。
ョ
ロ
加
q
i
o目白円相田恒国司司『
c
i
2
0口
。
叫
円
F
Z
〉円円。吋国ロリ『

お加ロ

-agロ同
M
5
2ロ
σ
a
F
R
Oロロ
ιmZE--σ
刊
ロ
。
円
言
。
『
開
門
吉
ロ
ヨ

C0・3

第
九
条
本
法
も
し
く
は
以
下
に
規
定
す
る
規
則
に
、
故
意
お
よ
び
そ
う
と
知
り
つ
つ
違
反
す
る
い
か
な
る
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
も
し

く
は
そ
の
従
業
員
も
、
五
0
0
ド
ル
を
超
え
な
い
金
銭
罰
に
処
す
0

3

同
法
の
£

5
3
は
違
反
意
思
お
よ
び
犯
意

EF--p=可
)
を
要
件
に
し
て
い
る
か
ら
、
刑
事
規
制
に
お
け
る
軽
罪

(
B
E
r
g
g
g円
)
と
し
て
の

科
料
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

行
政
当
局
に
よ
る
登
録
証
新
規
発
行
の
拒
絶
や
登
録
証
更
新
の
拒
否
、
あ
る
い
は
審
査
の
一
時
停
止
等
に
つ
い
て
、
同
法
は
行
政
手
続
法

(
円
宮
〉
仏
邑
ロ

Z
E
C忘
却

R
O
E
-
a
〉
n
F
2」・∞
-n・
5
2
8仏門
FOE--za)
に
基
づ
く
聴
聞
、
審
査
手
続
き
を
申
請
人
労
働
者
供
給
請
負
人
に

認
め
て
い
る
。
し
か
し
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
つ
い
て
は
全
く
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
品
Em--
の
非
行
政
罰
的
な
側
面
は
ま
す
ま
す
高
く
な
る
の
で
あ

る
。
〉
町
向
。
号
町
、
・
〆
】

U
E
E
V・M
l

・
2
0・器
'u
巴セ
9
3
E
d
-
M・η
・内リ・〉

-z・
3
∞切

5
・S
3
5
u凶・

(
打
)
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
農
業
労
務
請
負
制
」
・
前
掲
注
(
槌
)
二

O
|
二
六
頁
。

な
お
一
九
六
三
年
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
は
殆
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
連
邦
議
会
は
一
九
六
三
年
法
を
一
九

七
四
年
以
降
数
回
改
正
し
、
登
録
請
負
人
か
ら
し
か
農
場
主
(
伺

8
5司
)
は
労
働
者
を
調
達
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
ほ
か
、
請
負
人
と
農
場
主
双

方
に
罰
則
規
定
を
強
化
し
た
。

(
沼
)
百
コ
・
4
n
R
E
R
p
h号、
S
O
B
-巳
M
0
・

(
河
)
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
一
九
六
五
年
法
は
出
身
国
の
国
籍
に
よ
る
割
当
制
(
一
九
二
四
年
法
に
よ
る
官
。
g

a々
m
B
)
を
や
め
て
、
志
願
者
の

職
能
・
技
能
と
家
族
の
再
結
合
を
考
慮
し
た
査
証
の
発
給
を
行
い
、
年
間
移
民
受
入
数
(
西
半
球
一
二
万
人
と
東
半
球
一
七
万
人
)
と
国
別
年

間
上
限
(
た
だ
し
東
半
球
国
の
み
)
を
定
め
る
制
度
を
定
め
る
移
民
法
で
あ
る

o
p乙
山
口
当
〉
百
句
・
目
』
4
4
2
2
8
z
-
hさ
さ
ロ
C
R
u
-
白
円
以
ま
ー
逼
-

(
剖
)
移
民
上
限
数
の
設
定
は
移
民
数
の
増
加
傾
向
を
押
さ
え
る
の
が
目
的
だ
っ
た
。
し
か
し
家
族
を
た
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
入
国
す
る
ア
ジ
ア
系

移
民
と
、
国
別
移
民
上
限
数
の
適
用
を
免
れ
た
メ
キ
シ
コ
中
南
米
系
移
民
の
入
国
数
は
漸
増
の
傾
向
を
示
し
て
い
た
O

L

明記

U
〉〈
5
玄
・
国
間
間
戸

句
町
長
喝
、
む
回
。
同
町
恥
抽
出
・
同
月

M
凶・

(
剖
)
一
九
五
0
年
代
時
代
の
移
民
が
農
作
業
中
心
の
労
働
に
就
い
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、

を
問
わ
ず
、
そ
の
大
部
分
が
都
市
部
周
辺
の
低
賃
金
職
種
に
就
く
傾
向
に
あ
る
。

説Z命

北法53(5・78)1256

一
九
六
五
年
以
降
に
増
加
し
た
移
民
は
、
合
法
不
法



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

彼
/
彼
女
ら
の
殆
ど
は
機
械
操
作
工
や
サ
ー
ビ
ス
職
種
に
従
事
し
て
お
り
、
女
性
の
占
め
る
割
合
も
増
加
し
た
。
ま
た
〈
移
民
〉
の
労
働
市

場
へ
の
参
入
上
の
大
き
な
特
色
と
し
て
、
地
理
的
集
中
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
八

O
年
に
な
る
と
合
衆
国
の
全
人
口
の
一

O
%
は
、
十
大
都
市

に
居
住
し
て
い
た
が
、
移
民
(
も
ち
ろ
ん
合
法
で
な
い
移
民
も
含
ま
れ
る
)
に
つ
い
て
は
四
O
%
が
こ
の
十
大
都
市
に
集
中
し
て
い
た
。
と
り

わ
け
メ
キ
シ
コ
人
は
越
境
の
簡
便
さ
と
そ
の
特
有
の
意
識
か
ら
、
彼
ら
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
最
大
限
利
用
し
て
大
都
市
以
外
で
も
合
衆

国
南
西
部
の
諸
州
を
中
心
に
広
範
に
移
住
し
つ
つ
あ
っ
た
。

-e同
サ
ス
キ
ア
・
サ
ッ
セ
ン
・
前
掲
注

(
1
)
九
五
l

一
O
一
頁
。

(
回
)
定
住
と
家
族
呼
び
寄
せ
は
、
労
働
市
場
に
若
年
層
と
女
子
層
を
導
入
す
る
契
機
と
も
な
っ
た

o
p同
サ
ス
キ
ア
・
サ
ッ
セ
ン
・
前
掲
注

(
1
)

一
O
六
1

一
O
八
頁
。

(
幻
)
中
窪
裕
也
「
ア
メ
リ
カ
労
働
法
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
)
五
1

六
頁
、
マ
ッ
ク
・

A
・
プ
レ
イ
ヤ
ー
著
、
井
口
博
訳
『
ア
メ
リ
カ
雇
用
差

別
禁
止
法
」
(
木
鐸
社
、
一
九
九
七
年
)
一
人
1

二
一
一
頁
、
小
宮
文
人
『
英
米
解
雇
法
制
の
研
究
』
(
信
山
社
、
一
九
九
二
年
)
一
一
五
頁
。

(
剖
)
解
雇
以
外
へ
の
随
意
的
雇
用
の
原
則
に
関
し
て
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
0
0
0
2
〉
「
ロ
者
・
回
開
。
口
四
回
・

zgsuchFF

開高
5
4
5
3
0
-∞
耳
目
白
・

U
E
Z阿
国
〉

Z
O
H
Z
E
E
Z
E
討

宮

内

O五
回

Ra-MMMB3(-33・
-
M

〉
戸
内
・
ぞ
恩

E
F
。。〈

E
2
5
司担

当
易
自
E
g
-
d自
耳
目
自
宅

E
g同
室
。
開
高
5
4
5百
円
〉
戸

a'司
令
遇
。
)
・

(
部
)
他
に
も
政
治
的
な
障
害
が
幾
っ
か
あ
っ
た
。
連
邦
議
会
は
雇
用
主
団
体
の
利
益
代
表
機
関
で
は
な
い
し
、
〈
移
民
〉
規
制
の
議
論
を
怠
っ
て
い

た
訳
で
も
な
い
。
し
か
し
メ
キ
シ
コ
人
の
不
法
入
国
問
題
ば
か
り
議
論
す
る
時
間
的
ゆ
と
り
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
0
年
代
後
半
か
ら
一
九
六

0
年
代
に
か
け
て
移
民
全
体
に
関
す
る
状
況
は
刻
々
と
変
化
し
て
い
た
。

第
一
に
、
一
九
六
五
年
移
民
法
の
改
正
施
行
と
前
後
し
て
、
ア
ジ
ア
系
移
民
の
入
回
数
が
増
加
し
た
。
同
時
に
不
法
入
国
や
資
格
外
労
働
を

行
う
ア
ジ
ア
系
〈
移
民
〉
も
目
立
ち
始
め
た
。

第
二
に
、
一
九
六
0
年
代
、
ア
メ
リ
カ
は
公
民
権
運
動
の
隆
盛
を
極
め
た
。
こ
の
こ
と
は
黒
人
開
放
運
動
と
同
時
に
反
差
別
運
動
を
ア
メ
リ

カ
全
土
に
も
た
ら
し
た
。
つ
ま
り
は
〈
マ
イ
ノ
リ
テ
イ
〉
の
地
位
向
上
に
背
く
よ
う
な
〈
移
民
〉
制
限
立
法
は
許
さ
れ
な
い
風
潮
と
な
っ
た
。

第
三
に
、
一
九
六
0
年
代
、
難
民
問
題
に
関
す
る
対
処
策
が
各
国
で
具
体
化
し
た
。
当
時
は
政
治
的
難
民
が
ア
フ
リ
カ
と
東
欧
諸
国
で
発
生

し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
労
働
力
規
制
の
観
点
と
は
別
途
に
、
政
治
的
配
慮
と
し
て
難
民
受
け
入
れ
の
法
整
備
を
早
急
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ

た。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
連
邦
議
会
は
〈
移
民
〉
規
制
に
つ
い
て
一
雇
用
や
財
政
、
社
会
問
題
の
観
点
も
折
り
混
ぜ
て
慎
重
に
議
論
す
る
必

北法53(5-79)1257



説

要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
対
応
す
べ
き
問
題
が
山
積
し
す
ぎ
て
肝
心
の
法
案
通
過
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
部
)
中
窪
裕
也
・
前
掲
注
(
幻
)
一
一
二
三
一
一
。

(
釘
)
ア
メ
リ
カ
で
公
正
労
働
基
準
法
(
明
島
戸
ち

2
g
g
e
a
〉
n
T

固
い
〉
)
が
成
立
し
た
の
は
一
九
三
八
年
で
あ
る
。
〉
2

0『

E
S
N
U岨
3
u
∞-

nz・2
少
司
己
y
F
-
Z
0
・寸】∞・凶一
N

回目白円・

-cac--oao目
。
甲

(moa-ma-
即日即日

gRW品
目

N唱
C
・ω・の・掛川町
N
2ムヨ・

立
法
以
前
の
連
邦
最
高
裁
は
、
当
初
労
働
者
の
賃
金
は
連
邦
行
政
や
州
行
政
の
規
制
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
宮
OBE

E
g仏〈

Z
m語
、
ペ
。
円
昨
日

E
4
2官
E
C
W
M
唱
∞
百
∞
-
u
当

(
3
u
E
)
・
私
人
の
役
務

(
8
2
8
)
に
干
渉
す
る
州
の
最
低
賃
金
法
は
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
違
反

を
構
成
す
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
〉
会
宮
田
〈

-nz-ag吹
田
吉
田
宮
E
-
N
a
-
c
-∞
-UNU(3N凶
)
・
し
か
し
労
働
協
約
の
恩
恵
を
得
ら
れ
な
い

女
性
労
働
者
の
保
護
の
為
に
、
州
行
政
が
最
低
賃
金
法
と
最
大
労
働
時
間
法
に
よ
る
統
治
権
限

ec--s-55『
)
の
行
使
は
違
憲
で
は
な
い
と

い
う
最
高
裁
の
判
断
も
存
在
し
た
。
項
目
良
。
。
由
民
国
。
円
四

-no
〈
-
E
E
P
凶
gc-∞・
3
申

2
3
3
立
法
直
前
の
時
期
に
行
政
庁
が
す
る
介
入
の
是

非
は
揺
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
、
一
九
三
八
年
法
は
労
働
契
約
の
対
等
な
当
事
者
に
な
り
得
な
い
年
少
者
の
過
酷
な
労
働
環
境
を
懸
念
し
、
二
ハ
歳
未

満
の
児
童
の
就
労
を
禁
止
し
た
ほ
か
、
労
使
自
治
で
は
解
決
が
難
し
く
州
行
政
の
規
制
介
入
も
効
果
を
見
せ
な
か
っ
た
一
日
あ
た
り
の
最
大
労

働
時
間
と
一
週
あ
た
り
の
最
大
労
働
時
間
を
規
制
し
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
労
働
行
政
が
私
人
間
の
労
働
契
約
に
介
入
す
る
こ
と
が
無
条
件
に
賛
美
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
連
邦
議
会
の
意
図
は
、

極
端
に
貧
し
い
労
働
者
へ
の
賃
金
保
障
と
極
端
に
長
い
労
働
時
間
の
規
制
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
連
邦
と
州
の
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
行
政
と

裁
判
所
は
立
法
意
思
を
無
視
し
、
公
正
労
働
基
準
法
を
幅
広
く
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
~
守
町r司向穴伺色-ロ-叩
ε『』宮。円丘仏
g戸.
、
巳
、
〉
占
足
平• 

同己H
再号=ま旬。s=3てさ包~宮毘
EE=ミ同E内2内包立号匂吉斉~
H

苦詮芯向

sE旬同

な
お
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
自
由
放
任
主
義
を
労
働
者
保
護
の
領
域
で
検
証
し
た
の
が
、
田
中
英
夫
『
英
米
法
総
論
(
上
)
』
(
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
O
年
)
三
O
四
|
三
O
七
頁
で
あ
る
。
同
部
分
に
も
ア
メ
リ
カ
の
一
雇
用
の
「
土
壌
」
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
。

'
(
部
)
い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
法
の
体
系
中
に
、
司
法
手
続

CE-n庄
司
8
8
E
)
に
拠
ら
な
い
行
政
上
の
強
制
執
行
の
制
度
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
。
行
政
庁
は
裁
判
所
を
通
じ
て
義
務
違
反
者
に
刑
罰
的
制
裁
を
課
す
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
裁
判
所
を
通
じ
て
の
行
政
的
命
令
に
従

わ
な
い
場
合
は
法
廷
侮
辱
的
手
続

(
n
g
g
g宮
司

8
8
a
g
m回
)
に
訴
え
る
方
法
が
あ
る
と
い
う
。
行
政
庁
が
私
人
と
同
様
の
立
場
で
民
事
訴
訟
を

提
起
し
、
法
令
違
反
者
に
特
定
の
義
務
履
行
を
命
ず
る
場
合
に
も
、
多
様
な
訴
訟
形
式
が
あ
る
と
い
う
。
~
町
内
向
康
問
隆
「
行
政
上
の
強
制
執
行
の

論

北法53(5・80)1258



サンクションを通じて見た外岡入、雇用Jレール、そして労働法(1)

研
究
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
六
一
年
)
二
六
O
l
二
六
二
頁
、
広
岡
隆
「
行
政
強
制
」
『
公
法
研
究
』
第
二
七
号
(
日
本
公
法
学
会
編
、

六
五
年
)
一
六
七
|
一
二
三
所
収
、
二
ハ
八
l

一
六
九
頁
。

(
卸
)
行
政
制
裁
と
行
政
的
課
徴
金
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
機
能
分
析
を
詳
し
く
行
っ
て
い
る
邦
語
資
料
は
次
の
も
の
が
唯
一
で
あ
ろ
う
。
北
村
喜
宣

『
環
境
管
理
の
制
度
と
実
態
|
ア
メ
リ
カ
水
環
境
法
の
実
証
分
析
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九
O
年
)
一
五
五
|
一
六
二
具
。

(叩

)
g
t
5
5司
・
国
戸
河
内
田

502LX喝
さ
ロ
O
円
相
少
曲
目
品
。
工
8
・

(引

)
E
-
a
き
凶
・
ま
た
築
原
俊
洋
・
前
掲
注

(9)
七
四
|
七
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
位
)
〉
n
g明
富
民
・
凶
・
お
斗
少

nz-zf-∞∞
E
・5
斗・

5
ア斗∞

(
川
町
)
〉
口
問
。
叫
〉
ロ
個
-M-H∞∞
M-nF・凶寸
mrmM・
MM
史
認

-M-hfM-ι
・

(
似
)
一
八
八
五
年
法
は
短
期
契
約
労
働
者
が
関
与
す
る
労
働
契
約
の
無
効
と
契
約
金
没
収
を
規
定
し
た
が
、
短
期
契
約
労
働
者
の
上
陸
拒
否
と
退

去
強
制
事
項
は
一
八
八
七
年
に
な
っ
て
初
め
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
何
)
〉
2
0同玄白同・凶・

3
。凶
-nF・5
-
M・副官∞ふ市
Y

盟国
σ-F-zo--EM・凶
M
∞
E
ロ
己
--MM-
・MM-

(Mm)
〉

a
a
z
R
u
-
-唱
8
・
ny--EM-myEF-FZo--aN-UN臼
E--MHUe-NE-

(
貯
)
田
中
英
夫
(
編
集
代
表
)
『
英
米
法
辞
典
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)
五
一
八
l
五
一
九
頁
。

(
悌
)
〉
2
え
富
由
H

・M・-唱。凶
-nF--o-N-
合

M・
2-σ-F-Zo--s・
MM臼
S

ニME--MG-

(
卯
)
〉
a
a
玄白同・凶・

3
0凶岨
nF・5
5・
0
5・
2
σ
-
F
-
z。・
-s-
同
盟
国
己
M
E
-
-
M
3・

(
間
)
〉
2
0叫玄白岡・凶・

3
3・
nv・5
5・唱
-
E
F
-
F・2
0
目白咽凶
Nmg-HN戸
ロ
ロ
ム
。
・

一
九
O
五
年
に
は
船
舶
の
船
長
が
乗
客
名
簿
を
商
務
労
働
長
官
(
移
民
業
務
は
一
九
O
五
年
に
財
務
長
官
か
ら
商
務
労
働
長
官
へ
監
督
管
轄

が
移
行
し
た
)
に
提
出
す
る
か
わ
り
に
、
寄
港
接
岸
時
に
臨
検
を
受
け
、
乗
客
の
安
全
な
搬
送
を
行
っ
た
旨
の
宣
誓
を
す
れ
ば
い
い
こ
と
に
な
っ

た
。
〉
巳
広
明
白
σ・巾
y
s
o凶
-nF-uahp
司ロ
σ
-
r
z
o・s
・
3
g
a
-
J
コ「

(
肌
)
〉
2
0『

Z
R・凶・

3
3・
nE・5

P
官
Eσ-F-zo--aM-
己
的
E-HM戸
口

E

(
問
)
〉
a
a
v白血同・凶・

3
8・
nz・5
p
m凶
-
E
σ
-
F
-
z。・
-aN・凶
N
g
R
-
N
F
-
M
E
'
Z
-

(m)
迂・

(削
)
h
h・
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説

(
問
)
〉
2
0叫冨旨・凶・

3
8
-
n
z・5
P
字
E
σ
-
F
-
z
z
s
-
己
∞

E--M戸
ロ
ロ
・

(
附
)
〉

n
g同
富
田
H

・M・-唱
8
・
nF・5
5・
mu・
2σ
・「

zo--s-
出
回

E
・5
戸

口

E
'
Z

(
即
)
例
え
ば
同
法
第
九
条
の
罰
則
は
、
関
税
徴
収
官
に
対
し
て
一
外
国
人
毎
に
一

0
ド
ル
を
「
支
払
」
う
べ
き
こ
と

(i
田町己

J
a
s
円Fog--ag『

。『

2
回
円
。
ョ
デ
・
円
宮
町
田
ロ
目
。
同

Oロ
2
Z
5
8色色。
-
E凹『
O『
g
n
z
g
a
m
s
q
〈
F
O
E
-
s
oご
F
2
5
S
F
Oロ
え
を
回
目
白
色

OR)
を
規
定
し
て
い
る
。
〉
円
円
。
同

室町・凶・

3
8・
nF・5-M-
官・

2σ
・円

-zo-aN
い
N∞
S

ニ
M己
・
ロ
H
A

ヤロ・

こ
の
規
定
自
体
に
は
支
払
う
べ
き
〈
金
銭
〉
の
性
格
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
段
の
規
定

(
i
g
〈
町
田
在
日
宮
島

-umm同
B
R
a
n
-
O
R
g
n
m

官
官
円
師
宅
E
m
g
コE
n
F
E
E
S吉
田
向
島
吾

S
X
B自
民
ロ
助
言
四
国
民
戸
口
。
『
田
町
色
白

En宮
山
口
町
宮
町
mBFRa・
)
か
ら
品
口
町
ぎ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
別
)
一
九
O
三
年
法
第
三
条
は
売
春
を
目
的
と
し
て
少
女
を
含
む
女
性
を
合
衆
国
に
移
送
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
そ
し
て
合
衆
国
に
女
性
を
移
送

も
し
く
は
移
送
を
企
て
、
あ
る
い
は
女
性
を
拘
束
も
し
く
は
拘
束
を
企
て
た
者
は
重
罪
を
構
成
し
(
各
住
吉
弘
m
m
B
a
O
P
E
S三
、
有
罪
判
決

を
受
け
た
場
合
は
一
年
以
上
五
年
を
超
え
な
い
自
由
刑

(
5
1
8
5島
)
と
、
五
0
0
0
ド
ル
を
超
え
な
い
品
目
伺
3

を
処
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し

た
。
こ
の
E

町
田
町
ョ
は
文
意
か
ら
刑
事
的
な
科
料
(
出
口
町
)
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
〉

2
0時
玄
R
凶
-
s
s
-
n
F・5-N-
包・

2
σ
-
F
-
Z。・広
M-
同

∞
同
国

F-N-凶
.
-
M
H
A
F
.

他
方
一
九
O
三
年
法
第
六
条
は
合
衆
国
外
で
の
印
刷
出
版
物
に
よ
る
宣
伝
広
告
を
通
じ
て
合
衆
国
で
の
雇
用
の
約
束
や
移
民
の
支
援
を
す
る

こ
と
を
違
法
と
し
、
そ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
第
五
条
を
準
用
す
る
こ
と
(
円
耳
目
M
O
B
-
E
g
g
-
5
8
a
S
8
5
8
?刊
え

E
日
〉
2
8
1』
E
g
o
g

窓
口
宮
島
町

gm)
を
規
定
す
る
。
同
様
に
第
七
条
は
船
会
社
、
船
舶
所
有
者
ら
の
移
民
勧
誘
行
為
を
違
法
と
規
定
し
、
そ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
第

五
条
を
準
用
す
る
。
宮
田

O叫富田
H

・M・-唱
S-nF・5-N-
諒
a'NEσ-rzo--aN・凶
N∞
E
-
-
N
3・
5
5・

こ
れ
ら
は
「
行
政
制
裁
」
の
手
法
に
よ
る
非
刑
事
的
ペ
ナ
ル
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
連
邦
最
高
裁
は
一
九
O
三
年
法
の
規
定
に
よ
る
法
違
反
者
か
ら
の
金
銭
徴
収
は
、
刑
事
的
手
続
を
必
要
と
し
な
い
と
判
示
し
た
。

こ
の
徴
収
が
単
に
「
ペ
ナ
ル
テ
ィ
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
o
N
E
C
-
∞
・
凶
邑

(
3
c
s・

(
川
)
同
州
各
星
回
・
呂
町

w
a
h
s
a
s
s
切
さ
き
お
勺
昌
司
む
き
S
宮
、
是
正
司
R
a
h
-
s
z
t
F
P
F要
旨

2
2・
品
会
場
主
凶
(
}
ま
品
)
・

(
山
)
連
邦
最
高
裁
は
行
政
法
令
違
反
者
に
は
連
邦
議
会
の
権
限
の
委
任
に
よ
っ
て
行
政
庁
が
刑
事
制
裁
を
課
し
う
る
旨
判
断
し
た
o
d墨
色
∞

E
g

〈-。ュ

SEa-NNod-
∞

uoa(苫
ご
)
伊
丹

u-0・
M
R
m。
σ四円四回・冨
n
r
a
L苦
言
ロ
C
8
5占
y
a主凶・

(
山
)
刑
事
被
告
人
に
備
わ
る
訴
訟
上
の
権
利
と
は
次
の
七
つ
の
権
利
を
指
す
。
川
公
開
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
(
同
町
町
也
事
ご
。
白
官
立
尽
き
さ
、
間

論

北法53(5・82)1260



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

対
審
の
権
利
(
同
FmE関宮
a
n
g
Eロ
E
5ロ
)
、
同
証
人
出
頭
を
強
制
さ
せ
る
権
利
(
円
宮
町
口
問

E
g
r
o
s吉
宮
ミ

-
5
8
a
e
z
g呂
E
m
舌
百
四
回
田
町
三
口

。ロ
0・2
2
0円
)
、
凶
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
害
。
乱
開
F
=
0
2宮
邑
豆
島
、
則
自
然
権
な
ら
び
に
起
訴
理
由
を
知
ら
さ
れ
る
権
利
(
任
。
江
加
z

s
z
g向。
s
a
。
ご
Z

E吉
B
g
a
n
g
8
0ご
Z
O
R
m
g
a
gロ
)
、
同
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
(
円
宮
口
加
宮
内
O
ご
E
q
S包当日】
g
門
官
官

E
Z
O

朋
刊
誌

g
n
o
a
n
o
a
z買
g
oロ
苦
)
、
例
弁
護
士
を
つ
け
る
権
利
令
官
ユ
加

Z
8
8
5
a
E
F
2
2
2
吉
田
包

Z
5
0
2
5向
n
m
g
gロ
)
。
む
こ

o
E円FSH-

S
E
a
-
ヨ
2
R
h
k
σ
2
S
E
E
Sミ
も
さ
『
同
門
き
言
、
え
も
E
S
H
H
S
号
ξ
同
E
-
e
g
h
a
-
遣
の

omZ開
FFF〉巧
E
S
E
-
合
∞
・
当
∞
'
選
会
主
品
)

(
山
)
。
門
町
ぬ
お
匂
E吉~〈ねてhhbH九也、
F
N
E
C
-∞
-MM。
(SOS-

(山
)
H
A
-
a
凶這・

な
お
同
種
の
事
件
判
決
で
最
高
裁
は
、
行
政
制
裁
の
決
定
手
続
き
過
程
に
裁
判
所
が
介
入
す
る
可
能
性
と
し
て
、
労
働
長
官
(
門
町
四
回
伺
Q
a健司

え

E
F
g
)
の
訴
訟
提
起
が
制
定
法
の
権
限
の
範
囲
内
か
ど
う
か
、
長
官
の
訴
訟
提
起
の
決
定
を
支
え
る
証
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
行
政

制
裁
の
決
{
事
乎
続
が
公
正
、
合
理
的
か
つ
連
邦
議
会
の
制
定
し
た
略
式
手
続

(
2
5
5
Rご
M
8
8
0
e
a日
)
に
適
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
挙
げ
る
o

ECUR-M白
σgaomonRS
〉
回
。
三
自
白
〈
開

zgm-M∞吋
C-M・凶凶泡(右凶一
N
)

血同一円ロふ凶。・

(
山
)
違
反
船
会
社
は
、
行
政
制
裁
の
適
用
決
定
ま
で
に
告
知
や
聴
聞
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
い
の
は
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
違
反
を
構
成
す
る
旨
主
張

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
法
廷
意
見
(
玄
戸
宮
田
位
打
開
者
Zm)
は
、
一
九
O
三
年
法
の
執
行
過
程
に
お
い
て
、
違
反
事
実
の
通
告
か
ら
行
政
庁
の
金

銭
徴
収
の
民
事
訴
訟
手
続
の
開
始
ま
で
の
実
質
一
四
日
間
中
、
告
知
や
聴
聞
を
行
政
庁
に
求
め
る
権
利
は
文
言
解
釈
上
存
在
し
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。
ヒ
ミ
九

ha守
喜
弘

O
Mむ
門
た
た
み
司
。
さ
ヨ

P
M∞斗
d-m
同一泊(】

SM)
包
凶
品
目
ム

M-

(
山
)
旬
。

E
E
-
-
S
E
a
-
S
E
E
S
-
】
}
咽
恒
三
∞
。
，
∞
一

(
川
)
行
政
法
体
系
の
下
で
は
違
反
者
の
手
続
的
救
済
の
作
用
を
防
禦
的
救
済
手
段
(
♀
n
p
z
g
a
g
a
E
)
と
か
受
動
的
救
済
手
段
(
宮
E
S
B
B
'

包
同
町
田
)
と
称
す
る
よ
う
で
あ
る
。
慶
岡
隆
・
前
掲
注
(
槌
)
二
六
二
頁
。

(
山
)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
法
の
行
政
制
裁
は
、
一
九
0
0
年
代
に
移
民
法
ゃ
い
わ
ゆ
る
環
境
法
の
領
域
で
用
い
ら
れ
、
一
九
四
0
年
代
以
降
に

は
航
空
宇
宙
法
や
農
業
法
の
領
域
、
そ
の
の
ち
税
法
や
労
働
安
全
衛
生
法
の
領
域
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。

行
政
制
裁
の
概
況
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
次
の
各
論
文
を
参
考
に
し
た
。
円
U
E『-28
同

y
z
z号
5
・
ミ
2
3
E
E
~
H
R
h
a
〉
=
包
宮
ShhHSHE

Z
ロ
ミ
ミ
ロ
ロ
ヨ
ミ
2
・
MFZ44〉
内
「
〉
同
〉
「
〉

t
2
P
ニ
凶
会
ま

M)・
垣
島
-
言
。

mZEE-
泣
き
さ
さ
号
ミ
ミ
号
、
宮
芯
司
令
お
と
さ
も
た
た
S
A刊
』
返
さ
な
凡
な
唱

者〉回同

Z
0
4
0
2
C
2
2周回目
4JR
「
〉
ぎ
β
巴
〉
雪
開
「
J
F
U
N
8
2
2
9・
mC即
日
開
戸
田

g
E
持
者
三

gヨ
句
者
回
目

E
R
r
-
〉
号
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説

s
h
H
E問
え
も
こ
ミ
ε
ミ
ミ
ミ
-
出
者
〉
∞
塁
。
↓
。
Z
〉
Z
U
F
E
F〉
者
問
問
〈
罰
d

〈温斗石

(-sa)・

行
政
制
裁
の
全
般
と
シ
ピ
ル
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
関
す
る
邦
語
資
料
と
し
て
は
次
の
各
論
文
が
た
い
へ
ん
詳
し
い
。
村
上
暦
造
「
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
に
お
け
る
シ
ピ
ル
ペ
ナ
ル
テ
ィ

l
行
政
強
制
の
一
態
様
|
」
『
研
究
報
告
第
一
部
』
(
海
上
保
安
大
学
校
)
第
二
三
巻
第
二
号
(
一
九
七
七
年
)

四一

i
九
六
所
収
'
村
上
暦
造
「
行
政
庁
に
よ
る
処
罰
|
行
政
法
令
違
反
に
対
す
る
非
刑
事
的
金
銭
罰
に
つ
い
て
l
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
六

四
号
、
有
斐
閣
(
一
九
八
二
)
一
一

O
l
一
一
五
所
収
。

(川

)
-
n・明
-m-官
。
u
・斗

M'a(】ヨ
M){F22ロ
白
骨
ア
河
内
S
E苦
言
包
む
き
ま

]
-
s
b
E
~
u
t
s
m
2
0
5
5
2己
記

5
5
0時
四

FO
〉円四
5
5岡田同『
a
z
m
n
oロ
F
Zロ
円
相
。
ご

Z

ロロル同開

S
E
E
H
g
y
〉
切
〉
〉
内
田
昌
吉
】
回
同
HECAa
喝同。打開門戸耳切り回目白げ
g
m
w
2
0ロ
ι目

ω
S
8
C忌
〈
刊
吋
田
宮
可
(
〈
即
位
広
島
玄

auNI可咽

Hoc-)
〈

z
e・
ミ
垣
垣
垣
-

zdそ
-PE-a見回目
g
q
P
R同岡田仲ロ¥白
n
ロ回二。凶斗
Ma-V昨日』〉・

*
合
衆
国
連
邦
行
政
協
議
会
(
叶
宮
〉
色
E
E∞S
E
5
9口同町諸国打開。片岡町四
C
E
E
∞室町田
4

〉【
UC印
)
」
は
一
九
六
四
年
連
邦
行
政
協
議
会
法
(
円
宮

〉
含
吾
』
豊
田
氏
認
の
S
P
B口
nm
〉
n
p
u
c・
ω・
内
・
恕
3
-
-
3
a
(】
ま
ム
)
)
に
基
づ
き
一
九
六
八
年
に
創
立
し
た
。
こ
の
協
議
会
は
連
邦
議
会
の
財
政
的

支
援
が
終
了
し
た
一
九
九
五
年
ま
で
、
連
邦
行
政
手
続
の
調
査
研
究
と
、
議
会
と
行
政
の
改
善
に
関
す
る
勧
告

E
g
g
s
s
e
gロ
)
を
行
っ
て

い
た
。
勧
告
数
は
お
よ
そ
こ
0
0
以
上
に
の
ぼ
り
、
一
部
は
実
施
に
至
っ
た
ケ
1
ス
も
あ
る
。

な
お
合
衆
国
連
邦
行
政
協
議
会
の
勧
告
は
(
主
題
別
)
連
邦
行
政
規
則
集

(na由
良
明
白
色
伺
E

8加
巳
島
民
自
由
)
に
毎
年
(
一
九
九
五
年
ま
で
)

掲
載
さ
れ
た
。

(
川
)
足
行
政
庁
は
行
政
制
裁
と
い
う
制
度
が
な
い
場
合
に
は

t
-
2
5を
ロ
加
ョ
的
な
処
分
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
ず
、
執
行
の
是
非
を
め
ぐ
る
ジ
レ

ン
マ
と
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
増
す
と
い
う
。

(
即
)
同
S
S
E
-
P
E
a
-
s
i
a
m
-
コ
ミ
き
お
-

と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
で
は
刑
事
罰
と
行
政
制
裁
と
の
峻
別
が
一
九
七
O
年
頃
盛
ん
に
試
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
上
述
の
手
続
過
程
の
刑
事

被
告
的
な
保
護
の
有
無
の
ほ
か
、
本
文
に
あ
げ
た
補
償

(
g
B官
回
目
白
お
)
的
機
能
、
そ
れ
に
立
法
目
的
、
違
反
に
関
す
る
故
意

(
E
g
g『
)
の
有

無
、
道
徳
的
非
難
の
有
無
、
国
家
権
限
(
あ
る
い
は
刑
罰
の
行
使
主
体
)
へ
の
侵
害
の
程
度
、
原
告
の
訴
訟
上
の
万
能
性
と
い
っ
た
事
項
が
、

両
者
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
が
、
完
全
な
峻
別
に
は
至
ら
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。

(山)門川町白
HE∞
「
国
3
・
。
回
国
〉
』
usbNH凡な
-M。
5
2リ。
EDHE足
。
=
ミ
円
。
雪
国
弘
司
bH九
OE--CHU〉
出
。
「
〉
宅
問
問
〈
問
者
-NN凶・
MNArN叫
(3JX)・

(
即
)
戸

-n・明・岡山
-tou・叶一
N
z

。・(四)(ヨ斗一
N
)

・

論
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(1)

(
凶
)
の

Z
E
g
F・
出

3
・言、
S
ロ0
5
-
N
ア
担
問

N
N
a
s
N
叶・

(
凶
)
行
政
制
裁
の
発
動
の
ケ
l
ス
で
和
解
に
よ
る
終
結
は
全
体
の
九
O
%
以
上
に
も
の
ぼ
る
と
言
う
。

-
h・明
-m-mug-斗
M
E
a
-
(
白
)
(
苫
己
)

(
凶
)
裁
判
上
の
和
解

(ng∞
S
E
R
B
S
の
お
お
ま
か
な
過
程
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

行
政
庁
の
訴
訟
提
起
の
の
ち
、
審
尋
と
は
別
に
行
政
庁
と
違
反
者
と
が
協
議
を
通
じ
て
相
互
間
の
権
利
義
務
を
合
意
す
る
。
裁
判
所
は
合
意

内
容
を
確
認
し
、
和
解
案
を
許
可
す
る
と
和
解
が
発
効
す
る
。
同
時
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
は
終
結
す
る
。
な
お
和
解
内
容
は
両
当
事
者
を
拘
束

す
る
。
和
解
内
容
に
従
わ
な
い
場
合
は
裁
判
所
侮
辱
罪
を
構
成
す
る
。
日
本
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
裁
判
上
の
和
解
と
は
若
干
異
な
る
o
h
2
北

村
喜
宣
・
前
掲
注
(
剖
)
一
九
四
1

一
九
八
頁
。

ア
メ
リ
カ
経
済
法
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
ト
・
デ
イ
ク
リ
ー
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
次
の
資
料
が
参
考
に
な
る
。
石
川
正
「
独
禁
法
の
エ
ン

フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
お
け
る
和
解
の
意
義
と
そ
の
発
展
に
つ
い
て
」
成
田
頼
明
ほ
か
編
『
行
政
法
の
諸
問
題
一
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
(
下
)
』

(
有
斐
関
、
一
九
九
O
年
)
一

O
七
一
四
七
所
収
。

(
凶
)
行
政
制
裁
が
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
〈
脱
l
典
型
的
〉
価
値
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
直
接
問
題
に
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
行
政
制
裁
の
性
質
は
刑
事
的
か
民
事
的
か
と
い
う
こ
項
対
立
的
な
争
点
問
答
に
還
元
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り

違
反
者
へ
の
手
続
的
保
護
に
欠
け
る
点
が
、
行
政
制
裁
の
非
刑
事
性
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
が
も
っ
ぱ
ら
の
論
点
だ
っ
た
。
~
町
内
向
北
村

喜
官
一
・
前
掲
注
(
的
)
一
五
一
ー
ー
一
五
二
頁
、
村
上
暦
造
・
前
掲
注
(
山
)
六
O
l
七
二
頁
。

(
凶
)
ひ
と
く
ち
に
〈
道
徳
〉
と
い
っ
て
も
刑
罰
と
の
関
係
で
は
語
義
が
変
化
す
る
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
非
犯
罪
化
の
動
向
は
、
宗
教
倫

理
の
様
相
が
強
い
道
徳
の
国
家
的
強
制
を
再
検
討
す
る
文
脈
で
語
ら
れ
た
。
'
同
町
内
吉
岡
一
男
「
合
衆
国
に
お
け
る
非
犯
罪
化
の
方
向
」
『
法
学
論

叢
』
(
京
都
大
学
)
第
一

O
二
巻
第
五
・
六
号
(
一
九
七
八
年
)
三
ハ
一
一
一
|
二
O
O
所
収
、
一
六
五
|
工
ハ
六
頁
。

本
稿
で
い
う
〈
道
徳
〉
は
、
特
定
の
宗
教
倫
理
か
ら
完
全
に
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
通
常
は
宗
教
色
を
も
は
や
感
じ
さ
せ
な
い
戒
律
を

言
い
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
「
盗
む
勿
れ
、
殺
す
勿
れ
」
は
人
聞
社
会
に
普
遍
的
に
成
立
す
る
〈
道
徳
〉
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
普
遍
的
道
徳
性
の
介
入
を
許
さ
な
い
の
が
近
代
的
な
法
定
犯
で
あ
る
。
近
代
的
法
定
犯
が
近
代
社
会
に
お
け
る
道
徳
倫
理
観
の

新
た
な
創
造
過
程
に
関
与
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
ま
た
別
の
話
し
で
あ
る
。

(
郎
)
一
九
世
紀
末
に
ア
メ
リ
カ
は
大
都
市
で
よ
う
や
く
警
察
機
構
を
整
え
始
め
た
が
、

そ
の
信
用
度
は
充
分
で
な
く
、

し
か
も
合
衆
国
連
邦
全
土
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説論

を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
裁
判
所
以
外
に
完
成
さ
れ
た
法
の
執
行
機
関
が
未
発
達
だ
っ
た
こ
と
に
は
充
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
警
察
の
歴
史
に
つ
い
て
は
次
の
資
料
が
簡
明
か
つ
有
益
で
あ
る
。
。
包
加
0
・
d
n
E
F
M
1
E
ご
宮
、
内
~
也
、
吉
町
ミ
ミ
H
E
問
、
占
S
E
E
ミ
S
E
R
-
〉

E
h
S
3
.
2
~
ミ
問
、
で
お
宅
、
宮
内
E
E
Z
〉
戸
』
C
師
、
口
Q
W
E
〉
富
田
自
の
〉
'
、
吋
出
開
。
同
吋
b
同
〉
門
司
聞
の
問
〉
z
u
-
K
)
戸
内
J

「場、
3.
司
'
∞
。
(
回
〉
何
回
N
4
t
そ
・
E
〉
z
n
。
内
囲
内
待
問
》
〉
C
F
玄
・

回
国
〉
同
国

vna凹
咽
-
唱
唱
品
)
・

(
悶
)
富
)
司
O
z
-
-
z
o
m
s
↓N
・
2
2
E
5
8
2
5
2
。
2
5
E
n
E
F
f
∞
斗
O
E
O
-
E
2
2
2
Z
。
〉
F
O
E
5
0
0

ロ
ω
お
お

(35・

モ
1
ト
ン
・

J
・ホ
l
ウ
イ
ツ
ツ
著
、
樋
口
範
雄
訳
『
現
代
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
)
一
一
一
一
六
頁
。

(
問
)
モ

1
ト
ン
・

J
・ホ
l
ウ
イ
ツ
ツ
・
前
渇
注
(
即
)
三
O
一
|
三
O
二
頁
。

(山
)
E
R
0
2
c
c
z
u
h
日
ω沼
田
司
。
Z
E
n
2
5
z
c
t
ミ
3
∞
E
N
C
-

(
問
)
n
F
R
-
g
F
・
出
3
・
S
N
U
S
E
。
円
。
ロ
ア
民
N
M
m
r
N
斗
・

(
問
)
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
非
犯
罪
化
の
具
体
的
検
討
に
つ
い
て
は
次
の
資
料
を
参
考
の
こ
と
。
吉
岡
一
男
・
前
掲
注
(
印
)
一
七
O

一
九

二
頁
。

(
出
)
沼
田
k

司
自
Z
。
自
↓
hw
沼
出
ロ
ユ
開
E
Z
H
n
F
F
t
宅
〉
z
u
m
。
2
4
4
2
寸
言
語
ヨ
2
・
↓
。
者
〉
百
官
句
O
Z
包
括
C
tタ
凶
(
ヨ

s・
p
-
ノ
ネ
・

p
・セ

ル
ズ
ニ
ツ
ク
著
、
六
本
佳
平
訳
『
法
と
社
会
の
変
動
理
論
』
(
岩
波
書
脂
、
一
九
八
一
年
)
七
頁
。

(
出
)
と
り
わ
け
行
政
国
家
像
は
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
全
国
家
的
失
策
は
官
僚
制
度
へ
の
不
信
感
を
増
大

さ
せ
、
ト
マ
ス
・
ク

1
ン
の
『
科
学
革
命
の
構
造
』
は
七
0
年
代
に
至
っ
て
行
政
国
家
観
を
転
換
さ
せ
る
に
充
分
な
契
機
に
な
っ
た
o
M
2

玄
S
S
Z
-
国
O
図書
R
L
§
S
S
R
-
N
P
S
E
ア
ム
ド
モ

1
ト
ン
・

J
・ホ
l
ウ
イ
ツ
ツ
前
掲
注
(
四
)
一
三
六
頁
。

(
問
)
印
C
N
E
可
E

言明
H
E
宮
司
自
己
O
Z
E
胃
〉
目
品
目
宮
司
5
2
0
3
。
話
回
目
Z
4
自
宅
。
自
己
開
8
5
5
・

a
B甲小)岨ス
l
ザ
ン
・
ス
ト

レ
ン
ジ
著
、
楼
井
公
人
訳
『
国
家
の
退
場
|
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
新
た
な
主
役
た
ち
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
八
年
)
一
一
一
ー
一
一
一
一
頁
。

(
印
)
臼
C
N
E
習
E
Z
自
て
S
E
E
B
Z
a
-
E
N
・
G-
ス
l
ザ
ン
・
ス
ト
レ
ン
ジ
・
前
掲
注
(
別
)
一
一
二
三
四
頁
。

(
問
)
ス
l
ザ
ン
・
ス
ト
レ
ン
ジ
に
よ
る
と
、
国
防
、
通
貨
価
値
の
維
持
、
開
発
戦
略
、
景
気
対
策
、
福
祉
、
課
税
、
貿
易
の
管
理
、
イ
ン
フ
ラ
ス

ト
ラ
ク
チ
ュ
ァ
、
国
家
独
占
、
暴
力
と
い
う
一

O
の
領
域
で
、
国
家
の
基
本
的
責
任
の
構
造
が
、
非
国
家
的
な
世
界
市
場
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
ス
l
ザ
ン
・
ス
ト
レ
ン
ジ
・
前
掲
注
(
郎
)
一
一
一
六
l

一
三
九
頁
。
楼
井
公
人
の
訳
注
に
よ
る
。

(
問
)
河
m
g
B
B
g
円
E
S
E
-
S可
否
ロ

os--∞・
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The research of the foreigners in the labor market， the 
employment rules， and the labor law， from the perspective of 
the employer sanction and the civil penalty in the U.S. 

immigration law. 

Hiroaki KONY A * 

lmmigration Reform and Control Act of 1986 marked a fundarnental policy shift in 

strategy to control of il¥egal immigrant worker in labor market of United States. The 

keystone of IRCA is employer sanction， which prohibits employers from hiring 

unauthorized aliens， at the risk of incurring civil money penalty 

ln this paper， the pu中oseand background of being modified civil penalty as 

employer sanction in IRCA are examined through its legislative history. And detailed 

mechanism of civil penalty enforcement process is also introduced by means of 

administrative hearing records and compromise stage data 

ln addition， referring United States' enforcement experience， this paper deals with a 

modest consideration the effective methods of materializing employment-policy 

legislation onto workplace in Japan. 

* Lecturer， School of Humanities， Hirosaki University 
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